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会 議 録 

会議の名称 第１回つくば市公文書管理指針策定懇話会 

開催日時 平成 29 年 10 月 16 日 午前９時 40 分～正午 

開催場所 つくば市役所２階 防災会議室３ 

事務局（担当課） 総務部総務課 

 

出 

席 

者 

 

委員 

 

熊本史雄，小林富雄，白井哲哉，滝口隆一，玉田茂，富田任，

長塚俊宏，松村理栄子，皆川幸枝，依田健 

その他 山本文化財課長 

事務局 

 

鈴木総務部長，藤後総務部次長，坂本総務課長，荒澤総務課

長補佐，澤頭係長，東泉主査（記録者），大下主事 

公開・非公開の別 ■公開 □非公開 □一部公開 傍聴者数 ３人 

非公開の場合はそ

の理由 

－ 

 

議題 

 

 

(1)つくば市の沿革と文書管理の現状について 

(2)「つくば市公文書管理指針（案）の策定に向けて」につ

いて 

 

会

議

次

第 

 

１ 開 会 
２ 委嘱状交付 
３ 市長挨拶 
４ 座長の選出について 
５ 議 事 

(1) つくば市の沿革と文書管理の現状について 

(2) 「つくば市公文書管理指針（案）の策定に向けて」について 

(3) その他 

６ 閉 会 
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＜審議内容＞ 

事務局：定刻となりましたので，第１回つくば市公文書管理指針策定懇話会を

開会いたします。まず委員になられる方々に委嘱状の交付を行います。 

【市長から委嘱状交付】 

事務局：ここで五十嵐市長から御挨拶申し上げます。 

市長：お忙しいところ公文書管理指針策定懇話会委員をお引き受けいただき，

ありがとうございます。日本を代表する専門家の皆様と市内の皆様との

素晴らしい組合せになったと思います。懇話会などどれも重要ですが，

この懇話会は特に非常に重要な意味を今後の市政運営で持ってくると考

えています。あったものがない，個人メモは公文書ではないなど国でも

起きているようですが，つくばにおいても重要な記録が残っていないと

いうことがかなりたくさんありました。当時の記録を遡ろうとしてもメ

モを取っていないという話で，運動公園という大きな問題がありまして，

土地の購入の大きなきっかけになった当時の市のトップと他の団体のト

ップによる非常に重要な会議のメモが，どこをどうしてもメモが出てこ

ないと。これは組織のガバナンスとしても問題であり，検証可能な行政

という視点からも非常に大きな問題があると思います。これは氷山の一

角だと思っておりますが，大事なことはこれから先きちんとルールを作

っていくこと，そしてあまり恣意的な運用がされないようにしなければ

いけないということを私の行政経営においては私自身にも不利なことも

出てくるとは思いますが，公文書の管理が徹底されているということが

透明な行政経営につながっていくと考えています。第一線級の皆様にお

集まりいただいたことは，大変光栄であり，忌憚のない御意見を出して

いただき，いいものを作っていただきたいと思います。アリバイ作りの

ような会議には一切興味は無く，ここにいらっしゃる皆様のこれまでの
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いろいろな御知見を出していただき，さすがつくばの公文書管理，お手

本になるものができたとこれを運用していけば行政に対する信頼も取り

戻せるし，民主主義の根幹である公文書の扱いをつくばはわかっている

と評価されるようなものを作っていただきたいと思います。議事録は全

て読ませてもらい，気になることがあれば，私からもこの辺どうなって

いるのですかとうかがっていきたいと思いますので，活発な議論の中で

すばらしい公文書管理指針を作っていただき，今後当然条例化もしてい

きたいと思っていますが，それも見据えてお願いしたいと考えておりま

すので，よろしくお願いいたします。 

事務局：ありがとうございました。ここで，五十嵐市長は，公務のため，退席

させていただきます。 

【市長退席】 

事務局：会に先立ちまして，市の出席者を紹介いたします。 

【市出席者紹介】 

事務局：ここで総務部長から御挨拶申し上げます。 

【部長挨拶】 

事務局：それでは，今回第１回目ということで，各委員の皆様から自己紹介を

お願いいたします。 

【委員自己紹介】 

事務局：続きまして，座長の選出にうつります。つくば市公文書管理指針策定

懇話会を運営するにあたり，座長を選出していただきたいと思います。

座長の選出については，つくば市公文書管理指針策定懇話会開催要項第

４条第１項に「委員の互選により定める」と規定されています。互選の

方法について委員の皆様の御意見をお願いいたします。 

富田委員：事務局案などはございますか。あればお伺いしたいのですが。 

事務局：事務局としましては，地元筑波大学の白井委員にお願いできればと思
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いますが，いかがでしょうか。 

【拍手】 

事務局：それでは，白井委員，座長をよろしくお願いいたします。ここから懇

話会開催要項に基づきまして，白井座長に進行をお願いしたいと思い

ます。白井座長，どうぞよろしくお願いします。 

白井座長：改めまして，私よりも大変経験の深い方々がおいでなのですが，先

ほども申し上げましたとおり，隣近所にいる者として御指名を受けた

のだと思っております。まだまだ若輩者でございますが，皆様のお力

をもってつくば市の公文書管理の指針というものがより良いものに

なるよう務めたいと思っておりますので，皆様どうぞよろしくお願い

いたします。 

 お手元に，資料がとじられております。こちらの一番上に本日の

次第があるわけでして，それを見ますと，この後取りかかる議事が

三つ上がっております。会議終了については，正午ごろということ

でしたが，一応予定としては 11 時 45 分というものを予定したいと

思いますので，皆様方，議事の進行に対して御協力をどうぞよろし

くお願いいたします。 

 この会議の公開，非公開ですけれども，この懇話会は，「つくば

市情報公開条例第５条」の規定により，「不開示にできる事項に関

する会議」に該当しないということだそうです。ですから，本日の

配付資料及びこの全体の会議の会議録がつくられるわけですが，そ

の会議録を含めて公開として進めていくということでございます。

委員の皆様方の御了承をよろしくお願いいたします。 

 それでは，この配付資料につきまして確認をいたしたいと思いま

すので，事務局からお願いいたします。 

【資料確認】 
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白井座長：委員の皆様方，いかがでしょうか。資料に過不足はございませんで

したでしょうか。ありがとうございます。 

それでは，大変いろいろな資料がございますが，市の概要から始ま

って，それから具体的な現在のつくば市の公文書管理に係る例規関

係，それから現状に関する資料までが入っておりますので，これか

らの議事に生かしていただきたいと思います。 

それでは，いよいよ議事に入っていきます。 

議事の（１）つくば市の沿革と文書等管理の現状についてというこ

とで，事務局のほうから説明をお願いいたします。 

【事務局から資料３について説明】 

白井座長：ありがとうございました。この後に始まってくるつくば市の公文書

管理指針の策定に向けた知識の共有ということで，現状のお話をいた

だいたというふうに理解いたしますが，今後の話の中で，今のうちに

聞いておかなければいけないと，あるいはここを聞いておきたいとい

うことがあれば，ここで委員の皆様から御質問をいただきたいと思い

ますが，いかがでしょうか。なければ，私から一つ，二つ，今，御説

明をいただきながら，資料 10 のつくば市の文書等管理規程をちらっ

と見ていたのですが，すみません，つくば市の公文書管理の現状の話

ですけれども，これを見ていると，目次の第２章のところの第１節で，

電子文書の収受及び配布ということが管理規程にありますけれども，

実際つくば市では電子文書の管理が始まっているということでいら

っしゃいますでしょうか。 

事務局：文書は紙文書と，Excel とか Word とかという電子データで送られてく

る文書もありますので，収受はシステムで収受する，あと起案決裁に

ついても電子システムを使って対応を行っているところでございま

す。 
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白井座長：電子決裁は行っているということですね。 

事務局：電子決裁は行っております。 

白井座長：電子文書ということは，今 Word，Excel の話がありましたが，そう

いう文書データがあるわけで，その文書データはどこかのサーバーな

りディスクなりに保存をされているということでしょうか。それと

も，紙で打ち出して保存するという場合も自治体としてはありますけ

れども，その辺はいかがでしょうか。 

事務局：保存の仕方としましては，サーバーで保存している場合と紙で保存し

ている場合も両方ございます。併用ということになります。 

白井座長：ありがとうございました。こういう基本的なことを聞く場だと思い

ますので，ほかに委員の皆様，何かございますか。 

依田委員：平成 10 年に文書ファイリングシステムが導入されたということです

けれども，それ以降のものはほぼ登録してあると思うのですけれど

も，それ以前に保存していた資料というのは，それには登録されてい

るのでしょうか。 

事務局：ファイリングシステムから，文書，目録などを打ち出してみたりした

のですが，以前のものもこのシステムの導入と同時に登録されている

ものもあります。あと，このファイリングシステムを導入した時に紙

で目録をつくりまして，大分古い文書もそちらの目録には登録がござ

いました。ただ，課題に上げていましたように，一部市町村合併時前

の文書，市制 30 周年を迎えますので，そちらの 30 年以上前の文書に

ついて，目録化が進んでないのがあるように見受けられている現状で

ございます。 

依田委員：それで，そのファイリングシステムは，市民の方は見ることができ

るのでしょうか。 

事務局：現在，つくば市では，システムを見ることはできません。あと基準表
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というか，ファイル目録のほうのホームページの公表は，現在は行っ

ておりません。 

白井座長：よろしいでしょうか。ありがとうございます。 

はい，お願いします。 

熊本委員：今の質問に関連しますけれど，そうするとその資料№３の裏面です

けれども，歴史的公文書として目録化されていないものも一部あり，

なおかつ歴史的公文書ではないけれども，市政 30 周年を迎えるに当

たって，さまざまな合併文書の中でも，いわゆる現用文書の中にも目

録化されていないものがあるという，そういった理解でよろしいでし

ょうか。 

事務局：そうですね。つくば市はまだ現用・非現用文書というところの扱いが

されてはいないのですが，歴史的価値のある文書も現用文書も目録化

されていないものがあると思います。 

熊本委員：なるほど。ちなみに，大体量的にはどのぐらいというか，そういう，

そこが一番知りたいのですけれども。 

白井座長：量というのは，歴史的に重要と思われる公文書の量ですか。それと

も現在保存している，豊里庁舎にいっている保存公文書のことです

か。 

熊本委員：そうです。もし，そこ分けて御説明いただければ，ありがたいです

けれども。 

事務局：保存している豊里庁舎で保管している全体の文書量の中の１割以下だ

とは思うのですが。 

白井座長：１割ぐらいが，歴史的に重要なものと判断されるということですか。 

事務局：そうではなく，登録されていない文書です。 

白井座長：登録されていない文書ですね。 

熊本委員：１割というのは，つまり段ボールとか，あるいはファイルの冊数と
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かで言うと，どういう数字になるのでしょうか。 

事務局：今，豊里に市の公文書として市の管理されているのは，段ボールの箱

にして約１万箱，またこの庁舎に現年度，または過年度として文書と

して段ボール数で約１万箱があるのですけれども。今，おっしゃられ

た文書に，若干１割ぐらいというような話があったと思うのですけれ

ども段ボールにすると，その中の 500 ぐらいの段ボールかとは思われ

ます。毎回，年度によって当然ながら合併当初，またはどうしても当

初判断できなくて，ずっとそのまま残ってきたものをきちんと職員が

年度，年度で文書について，これは保存をするのかと，保存年限とし

てもう必要ないものが中には残っているものもありました。そういっ

たものは，適正に処分している状況です。以上です。 

熊本委員：わかりました。 

富田委員：そうしますと，豊里に残っているものというのは，昔の保存期間で

言うと長期に相当するものなのですか。 

事務局：はい。 

富田委員：ということですね。あとは，１年，３年，５年などのものについて

は，廃棄された。 

事務局：今の説明の中で，豊里にも長期文書と，３年以上の文書は全て豊里に

ございます。 

白井座長：今の話は，多分この後の議論の共通理解をしなければいけない，現

状の共有をしなければいけないところで，繰り返してお聞きしますが

こちらから，文書が役所庁内でつくられて，３年なり５年なりの保存

期間があると。今年作ったものは，１年後まではこの役所の庁内で保

存していて，２年後になると全部豊里に送り込まれるという理解でよ

ろしいですか。お願いします。 

事務局：現年の文書が３月 31 日で文書の年度が終わります。そうすると，その
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後１年間だけ執務室内のロッカー下段で保管します。その後，そこで

１年で廃棄にならないものについては，豊里庁舎に送ります。 

白井座長：そういうことですね。長期も含めて全部向こうに，豊里にいってい

るというお話で，何か庁内で（情報公開）請求があるとか，あるいは

市民の方からの問い合わせというと，豊里庁舎のほうに行って古い文

書を探して，こちらの庁内に持ってきて，それで対応することになっ

ているということですね。 

事務局：そのとおりです。 

白井座長：といういくつかの今のやりとりで，つくば市の公文書がどこで保管

され，どんな状態になっているかという一端が少し見えたかと思いま

すが，あと確認をしておくことがありますか。 

滝口委員：この豊里というのは，仕分けたり保管したりしている人員構成は，

どんな状況になっているのでしょうか。 

事務局：基本的には総務課の文書担当職員が２名ほどで，その文書についての

確認をするのですが，文書の保管等については，年度初めに各課から

それぞれ職員を動員して，その文書については保存年限等の確認（引

継ぎ）を総務課と一緒に行いまして，その上で豊里に保管を行ってい

るような感じです。 

小林委員：ということは，豊里庁舎には専業の方は全くおられないということ

ですね。 

事務局：豊里庁舎は，今現状としては，文書の保管庫としてあるだけで，職員

は常駐してはおりません。 

小林委員：それで，ここ気になったのは，「一部目録化されていないものがあ

ります」とありますが，これは人手が足りなくてこうなっているのか，

今後どうしようとしているのか，そこをお聞きしたいのですが。 

事務局：一部目録化されていない文書自体は，合併当初の文書であるものにつ
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いては，きちんとその部分については内容を確認した上で，担当部局

と精査していくような流れになるかと思います。 

小林委員：今後，リストを作っていくということですか。 

事務局：はい。 

白井座長：よろしいですか。大体つくば市の今の公文書管理に関する現状の一

端が，委員の皆様で多少共有できたかと思います。 

依田委員：今，している話は市長部局の文書だけでしょうか，それとも教育委

員会とか，そちらの方まで入っているのでしょうか。 

事務局：教育局の文書といったものも全て含んで豊里のほうに保管しています。 

依田委員：わかりました。 

白井座長：それでは，時間も限られておりますので，今の話を一部頭の中にと

めていただきながら，また何か不明な点が出てきた時には逐次御質問

をいただくとしまして，議事の次に移りたいと思います。 

議事の（２）「つくば市公文書管理指針（案）の策定に向けてにつ

いて」ということであります。それでは，本題に入るわけですので，

資料を御明示いただいた上で，御説明を事務局からお願いいたします。 

事務局：説明に入る前に，今後のスケジュールについて触れさせていただきま

す。資料№７「公文書管理指針策定スケジュール」を御用意いただけ

ればと思います。 

 策定まで，懇話会の開催を全部で３回を予定しております。本日の会

議で，指針内容について御意見をいただきたいと考えています。今回

いただきました御意見を踏まえまして，12 月中旬から下旬に予定し

ております第２回会議におきまして，事務局から公文書管理の指針案

をお示ししたいと考えております。さらに，指針案について御意見を

いただいた上で，来年の１月下旬に開催予定の第３回の会議で，委員

の皆様から相対的な御意見を頂戴しまして決定したいと考えており
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ますので，どうぞよろしくお願いしたいと思います。 

白井座長：ただいまの資料７に基づきまして，この会議の今後のスケジュール

について御説明がありましたが，今のお話によれば，この会は本日を

含めて全３回であると，３回で全体の公文書管理指針を策定していき

たいということでありますけれども，委員の皆様方，このスケジュー

ルということで，よろしゅうございますか。 

【発言無し】 

白井座長：「異議なし」というふうに認めますので，ではこのスケジュールで

事務局には進めていただきたいと思います。それでは改めまして，つ

くば市公文書管理指針（案）のこの本題につきまして，事務局から御

説明をお願いいたします。 

【事務局から資料№８について説明】 

白井座長：ありがとうございます。ただいま事務局から，資料８「つくば市公

文書管理指針（案）の策定に向けて」ということで，６ページの資

料について御説明いただきました。本日は，この会は，この案に盛

り込まれているような様々な事項について，まず何が書いてあるの

かということを委員の皆様方で内容を理解し，その意義を事務局か

らの提案を共有し，何これという質問もたくさんお出しいただきた

いと思いますし，なぜこのように書いているのかと，あるいはこれ

が，この他にこっちがいいのではとか，これはないのかとか，さま

ざまなそういう部分で忌憚ない御意見をお出しいただきたいと思っ

ております。一つ一つやっていくべきなのですが，熊本委員，お時

間がおありのようなので，話題提供の意味でいくつか，順番にかか

わらずいくつか御意見をいただけるとありがたいですが。 

熊本委員：すみません。御配慮いただきまして，ありがとうございます。11 時

15 分には出ねばなりませんので，今の座長のお言葉に甘えまして，
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最初に議論のたたき台にもなればとも思いますし，あるいはもしかし

たら私のほうも見当違いのことを申し上げるかもしれませんので，質

問していただく，またきっかけになればと思って，発言を申し上げま

す。実際の指針の案は，第２回の会合からお示しいただけるというこ

とですので，要はどういう趣旨や，あるいは概念や考え方を盛り込む

かというところの話が今日できればということだと思いますけれど

も，私から副次的に申し上げることも，また後で出しますけれども，

最初に少し大きな話を一つ申し上げておきたいと思います。やはり，

こちらの指針を作成なさる時の前提としては，国の法律として定めら

れました公文書管理法が，もちろんベースになると思いますけれど

も，やはりそこで言われている一番の画期的と申しましょうか，これ

までのそういう公文書管理の法律になかった一つの大事な要件が，お

手元の資料№９公文書管理法がありますけれども，そこの４ページに

第六条の下から２行目に「時の経過」という文言があるのですが，こ

れ非常にこの法律の画期的なところでして，要は文書の作成段階か

ら，この文書は恐らくある一定程度の年限が経過すると，いずれは歴

史的な価値を持つに違いないということをあらかじめ想定してと，そ

ういう概念が盛り込まれています。ですから，要はここで言われてい

ることは，文書の作成とそれを保存するということは，歴史的に過去

を検証するということと，アカウンタビリティとしての資料となる文

書をいずれ未来の行政に生かすということを非常に一体的に把握し

ているという点が非常に大事な点ですので，やはりこういう精神をい

かに具現化して，このつくば市の事例に盛り込むかということが，大

きな枠としては大事だろうと思います。単に，過去のことを継承する

ということだけではありませんし，アカウンタビリティという形にあ

まり問題と矮小化しない方がいいと思うのですけれども，将来のまち
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づくりということをやっぱり時を過去から未来に一体的に向けて，そ

こで文書管理はあるべきということが，やはり前提として考えられた

らよろしいかと思います。 

ただ，公文書管理法にも欠点がありまして，私も内閣府の公文書管

理委員会に呼ばれたりして，何とかしゃべったりしているのですけ

れども，要は意思決定過程がわかるように文書を作成しなければな

らないというのは，第四条なんかでも定められているのですが，意

思決定過程がわかるようにその稟議制に基づいて文書を残さなけれ

ばならないという法律は一文もないのです。これが非常に公文書管

理法の欠点でして，そこがやっぱり弱いところです。 

ですから，そういった問題もいかに市の条例化するときに克服して，

ある意味法律で定められている，そういう精神とか中身よりも，さ

らに踏み込んだ前進したものにするかということも大事だろうと思

います。 

白井座長：ちょっとそこで，少しおきますか。今，熊本委員からお話があった

のは，市全体のこれからの策定の方向として，公文書管理法の精神を

もっと強く織り込むべきではないかと，その際に第六条，資料９の４

ページ目の一番下から３行目から始まる第六条のところに，公文書の

これは管理の中でも保存ということのあれですけれども，そこの時の

経過というのが話を始めると長くなるのでおいておくとしても，ここ

で出ているような話をもっと強く出されてはいいのではないかとい

うのが一つ，それからもう一つは公文書管理法でまだ不十分と思われ

るところは率先して市として規定の整備をしていかれてはどうかと，

一つは起案書と言われているものをきちっと残せとは法律では言っ

てないので，そのようなことをもっと具体化をしてはいかがかという

ことですね。 
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熊本委員：はい。 

白井座長：まずは，大きい話ということで，細かい話はこれからいくつか出る

かと思いますが，こういうつくば市が指針を作るということの意味，

策定の際に何を考えておくべきかということの恐らくこれは策定の

趣旨にかかわる，一番目にかかわることだと思いますので，今，熊本

委員からの御提案の形でお話しいただきましたが，これについて何

か，直接かかわらなくても結構なので，こういう指針をつくっていく

こと，全体の考え方について御意見等承れれば幸いですけれども，委

員の皆様，いかがでしょうか。そもそも「これは何」でも結構ですの

で，初めてこういう話に接した方も委員の方も多いと思いますので，

今の話の中のこれがわからないでも結構ですし，あとそもそもという

ことでも全然構いませんので，そういう大きい話で具体的な論点に入

る前の話としてお出しいただいて結構ですけれども，いかがでしょう

か。はい，お願いします。 

長塚委員：そもそも何という質問をさせてもらって，この公文書管理の法律の

中では，必ず文書というのは紙文書で保存管理するということになっ

ているわけではないということでよろしいのでしょうか。電子文書で

管理であっても，法律上は何の問題もないことになるのですか。 

白井座長：依田委員，簡単に御教示いただければ。 

依田委員：公文書管理法上では，紙文書で保存しなければならないということ

は一切なくて，紙文書でも電子文書でも保存されれば，全く問題ない

です。 

長塚委員：執行部にお聞きしますけれども，私の考え方は，電子文書と紙文書

を両方一緒に管理してくという考え方ということでよろしいのです

か。 

白井座長：事務局からお願いします。 
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事務局：委員おっしゃるとおり，併用ということで考えております。 

長塚委員：もう一つ，現実的に豊里庁舎の中に１万箱段ボール箱があると，豊

里庁舎の実際の庁舎内，どの程度の割合を専有しているのか，将来的

にどの程度のこの文書があと保管されていけるのか，市長が公約の中

で示した中で公文書館を設置すると，他の施設，廃校跡地を利用して

等々ということがあるので，その辺のところを含めて心配されて，将

来的に豊里庁舎のスペースでは足りないという考え方が今現在ある

のかどうかをお聞きしたいと思います。 

事務局：今，委員からおっしゃられたとおり，例えば豊里の今保管されている

場所というのは，もともと豊里町役場で使われていた建物ですので，

年数的に非常に古くなってきていて，公文書を管理している写真があ

るので後で回したいと思うのですが，ラックにそれぞれ３年，５年，

長期ということで専用の箱で保管しているわけですが，当然ながら長

い期間の中でなかなか建物の耐用とか，そういったところの中の非常

に今現在として，文書としては年々やはり減らせるというよりは，ど

うしてもやっぱりマイナンバー等いろいろなものが出てきて，若干ず

つは増える傾向があります。今，課長からもお話ししたとおり，なる

べくは電子化にしていきたいというのは，これはどの国も県も，ほか

の地方自治体も同じなのですが，やはりどうしても一般市民の方か

ら，私が書いた原文書については，後々になってそれについてきちん

と公開してもらいたいと，いろいろなことがありまして，やはりどう

しても紙も電子も残したいと，そういったところの中で豊里について

は，保存しています。庁舎のほうについては非常にコンパクトな形で

保管してあるのですが，もう書庫は非常にいっぱいな状況です。 

白井座長：よろしいでしょうか。 

長塚委員：ちょっとあわせてもう一つ，電子化されている文書，要するにサー
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バーに管理している，庁舎内一括管理ですか，それとも各担当課やフ

ロア毎なのでしょうか，担当課ごとに電子文書は管理しているのです

か。 

白井座長：大事な点なので，事務局お願いします。 

事務局：一括ということで，管理しております。 

白井座長：どのように，サーバーを一つ，庁内に用意されているのですか，そ

れとも。 

事務局：庁内に，サーバーがありまして，一部文書管理システムの部分があり

ます。 

白井座長：そこには文書管理は全部，電子文書は全部そこで入っているという

こと。 

事務局：そうです。 

白井座長：いかがでしょうか。 

長塚委員：基本的なところですが，ありがとうございます。 

白井座長：お願いします。 

松村委員：当然のようなことなのですけれども，今話している公文書，その前

のいわゆる市が持っている情報とか，国にとっても同じですけれど

も，やはり市民のもの国民のものというのは前提にあると思います。

だけど昨今，見ていると，その認識がどこかにいっているのかなとい

う感じがあります。それを文書というか，もちろん書くこともできる

かもしれませんけれども，全体として扱う人たち，主だった職員の人

たちが，それをどこまで認識しているかという最低限の認識がどうし

ても必要ですけれども，私としてはその辺から，例えば市と，どう考

えているのかなとかお聞きしたいところで，そこのところをまず抑え

てほしいです。そうでないとこれから多分，どれを公文書としてする

かとか，何を作る，作らないということを決めていくときに，厳密に
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言えば全てを文言で規定することはできないと思うのです。必ず抜け

ていくところがあるし，恣意的に持っていくこともできるところもあ

ると思うのです。そのときに，どこが防ぐことができるかというと，

結局は扱う方の信頼性だと思うのです。そこのところは，大事にして

ほしいなと思います。 

白井座長：ありがとうございます。恐らく今，松村委員から御発言をいただい

たのは，多分２の「取り扱いの原則」に関わるようなところだと思い

ます。少しずつ内容に入ってきているので熊本委員，すみません，後

でもう１回全体の話はほかの委員からも伺うとして，いくつか個別の

点で今言っておかなければいけないと思われているところをいくつ

か完結に言い残していっていただききたいと思いますが。 

熊本委員：ただいま松村委員がおっしゃったお話，私も非常に大事だと思って

いまして，事前に駒澤（大学）に御挨拶に来ていただいた時にも，私

もかなりこの点を申し上げたのですけれども，その点はやはり最後の

研修制度等にもかかってくる問題だと思いますので，ちょっとそれに

ついても後ほど触れさせていただきたいと思います。 

検討要素もこの１ページ目から少し簡単に申し上げたいと思いま

す。気になるところだけですので，全て逐次的に申し上げるという

ことはしませんけれども，１番，２番については概ね原則としてよ

ろしいのではないでしょうか。 

３番の２ページ目，公文書の範囲を情報公開条例における行政文書

と同じ定義とすることについてということでして，条例レベルで文

書に関する規定するとなると，情報公開条例が最初に参照されるべ

きだという趣旨はよくわかりますが，後ほどまた最後６ページに，

歴史的公文書の概念ということで出てきますので，恐らく歴史的公

文書あるいは歴史公文書，どちらで表現するにしても，それについ
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ての概念や定義は別途なさるとは思うのですが，公文書管理法で申

し上げると「公文書」という中に，やはり非現用文書である歴史的

公文書も，一応公文書管理法は含めて考えています。公文の解釈は，

プロにさせればいろいろできるようですけれども，原則と言われて

いる逐次解釈ですと，第一条に，公文書管理法は「歴史的事実の記

録である公文書等」という形で歴史公文書も公文書の概念に入れて

いるので，この規定だと要は現用文書にほぼ限定されるような理解

になるおそれが強いかと思います。反現用，非現用という文書も取

り込んだ，一応そういう規定をしておき，「公文書」の中には，あ

るいは「公文書等」という表現でもいいかもしれませんが，その中

には「歴史的公文書」もあるということを別に明記するという，公

文書管理法の作り方に大体沿っていかれる方がよろしいかなという

ふうに感想として思いました。方向性としては合っていると思うの

ですが，そこはちょっと気になるところです。 

あとは，４番の「作成すべき公文書」のところですけれども，これ

もいろいろ挙げていけばきりがないと思うのですが，例えば姉妹都

市との協定とか，そういったものというのは割と市の行政の取組み

事業としては，大きな案件だと思うのですけれども，あんまりそれ

をうかがわせるような文言が，強いて言うと（７）かもしれません

が，しかし相談，交渉というレベルでもないでしょうし，もうちょ

っと協定とか，つまり国でいうと条約レベルと申しましょうか，そ

れにかかわるような対外的な大きな交渉事でしょうか，そういった

ことに関する項目は，こういうふうに事例化していくと，やはりど

こかに挙げておいた方がいいのかなという気がしました。 

 あとは，ポイントのところの，ホワイトリスト方式かブラックリスト

方式かということは，先ほどまさに松村委員がおっしゃったことにも
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関わることですけれども，あんまりこんなことを申し上げては非常に

不遜なものになってしまいますが，やっぱり職員の方々の意識や成熟

度に関わることでもありまして，どっちがいいのかというよりは，と

にかくこういった形で指針化する以上は，どちらかの方式にするとい

うこともあり得ると思いますけれども，あまり形に固定されない方が

いいのかと思います。簡単に言うと，性善説ではありませんが，皆さ

んがよく熟知なさって良心的に文書を残すという意味を理解してい

ただければ，あまりブラックリスト方式のようなものとなくても済む

と思うのですけれども，それはその場合と状況によるのかなという気

がいたしておりました。あとは，こちらのページには特には大きな問

題は感じませんでした。 

４ページ目ですけれども，やはり先ほど長塚委員がおっしゃいまし

たけれども，電子文書の保存の場合，改ざんが一番恐ろしいわけで

す。Excel や Word の文書を電子的に保存するという時に，もちろん

文書管理システムによって集中的に管理されておりますし，そこに

はパスワードや何やら，いろいろな仕掛けがあって容易にはなかな

か改ざんできないとか，資格を持った人間しかできない等，そうい

った形の恐らく厳密な保守や管理がなされているのだと思いますけ

れども，改ざんに対するそういう対処というのが一番非常に大事な

ところだと思います。 

これは技術的な話になるのでしょうけれども，そういったことを指

針のレベルで盛り込めるかどうかというのは，大事な点かなと思い

ます。 

あと，デジタルで申し上げたら「ボーンデジタル」という言葉があ

りまして，これは生まれながらにしてデジタルということですけれ

ども，自治体によっては紙文書を作って，それをＰＤＦ化するよう
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な形で保存することを電子文書の保存なんて言っているところもあ

るにはあるのですけれども，いずれそういう時代じゃなくなってい

く時も見据えて，規定というものまで踏み込むかどうかということ

も，踏み込まなくても結構ですので，そういった時代がいずれ来ま

す。ヨーロッパのイギリスなんかは，非常に先進的に進んでおりま

して，私もこの前，内閣府の依頼を受けたのですけれども，それは

今の日本の行政の記録の管理とは全然違うぐらいのアドバンテージ

というか進んでおりまして，いずれそういう実例や事態が来るとは

思いますので，これをどのぐらいまで認識されるかというところぐ

らいまでの意識は持たれた方がいいかなと思います。 

５ページ目については，特によろしいのですが，レコードマネージ

ャーとアーキビストというところの線引きをある程度はなさった方

がよろしいかなと思います。 

最後の６ページ目の歴史公文書の概念については先ほど申し上げた

とおりでして，そこを明確化だろうと思います。やはり戻りますけ

れども，研修が大事でして，文書を保存するということの意味を非

常に職員の方にどう認識していただくかということが大事でして，

戦後の外交で言うと，文書が残ってないのです。外務省は残してい

ます。ただ，戦後になってくると，エネルギー外交ということで石

油等の資源をめぐるその外交が主になるので，当時の通産省が主な

担い手ですけれども，通産省は文書残してないです。私の友人など

戦後の外交史を研究していると，外務省は文書残しているけれども

通産省はないという話になってくると，歴史家がどういう歴史を書

かざるを得ないかというと，つまり外務省はこのように意思決定を

した，外務省はこういった政策を展開したと外務省主体であたかも

仕事をしたようになっています。そんなばかな話，ないですよね。
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エネルギー外交の専門的な知見を有しない外務官僚や通訳官が，通

訳としては随行するけれども，実際は政策決定や立案にかかっては，

当該する省庁の職員がやっているに決まっていますので，そうする

と文書を残していないと，仕事をしてないという話になるのです。

仕事をしてないということは，つまり過去の記憶がなくなってしま

うので，そういうことの恐ろしさというのは，なかなか昨今，いろ

いろな不正の追及とかで市民団体の皆さんも一生懸命なさっていら

っしゃいますし，そういうことのおそれをなす気持ちもわかります

が，そういう大所高所から見ると，歴史を結局持たなくなるという

か，記憶をなくした人間がなかなかうまく生きられないように，記

録をなくした自治体は未来を担っていけないと思いますので，そう

いう研修制度は非常に大事かなと思っております。以上です。 

白井座長：ありがとうございました。本来であれば，いろいろなところで御発

言いただきたかったのですが，全体に対するいくつかの話題提供とい

うことで，熊本委員にはお話を先にいただきました。 

今のお話は，それぞれ皆さんの中で受けとめられるものもあるかと

思いますが，それぞれの場所で御意見等を頂戴するとしまして，先

ほど始めていた大きいところでの何か御意見等ございましたら，も

う一度お出しいただきたいと思いますが，今の話なんかも。どうぞ。 

玉田委員：大きいところでいきますと，公文書管理というこのシステムをこれ

から規定される，指針をつくられるということですけれども，それ公

文書管理というのは情報公開制度といいますか，これと一体になって

動かしていかないといけないものであって，例えば公文書管理をしま

しょうというところの，その基本的なものの考え方というかベースに

なるものというものが，まずははっきりしていないと，結局でき上が

ってくるものの形が変わってくると思います。 
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それで例えば，私は私的に有志でつくばの財政白書というのを作っ

ている民間のチームにいるのですけれども，例えば市役所から出て

くる資料の中に歳出・歳入などいろいろなデータが一般市民に来ま

すけれども，その中身について深く探っていくというのはなかなか

大変で，例えば市役所の財政課に行ってこの支出の中身について詳

しく教えてくださいと言っても，正直なところなかなかすぐには出

てこないです。そうすると総務省にアクセスした方が，つくばの情

報がわかりやすいとか，そういう話まで出てきています。 

それで私は，つくばに大阪から来まして，つくばという市がすごく

気に入っているわけです。しかも，つくばというのは非常に県南の

中で発展している街ですから，さらにこの市が良くなってほしいと

いうことで，こういうところにも出させていただいているのですけ

れども，公文書というものは，それまでここに来るまでわからなか

ったのですけれども，これに関わってからすごく重要なことをやっ

ているということをだんだん認識してきまして，これは結局情報公

開制度と，それから公文書管理法というのは，民主主義の根幹を成

すものです。だから例えばこの事務の管理，市役所の中の事務の管

理，それからそれを付随する事務の管理の効率化を図るではなくて，

それをいかに一般市民とか国民にこの情報を共有して，ともに良く

なっていくようにしていくという考え方がベースにないと，結局は

事務の効率化だけでは，我々が知りたい情報というのが取り出せな

いということになってくると思うのです。 

だから，例えば，それはちょっと話が長くなりますけれども，つく

ば市の合併前に各町が，どれほどの赤字を抱えていたかという，デ

ータ自体を調べたいのですけれども，そういうところにアクセスを

して，その情報が引き出せるかどうかとか，それからつくばに関し
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ては学校の風車の問題，それから総合運動公園の問題ですね。ここ

の経緯，どういう状態でここまで進んできたかとか，それからあと

水守の，今現在，太陽光発電がありますけれども，農業委員会がど

ういうふうな意思決定をしたかとか，そういう情報がちゃんと残っ

ているかどうか，それからそれを我々一般市民が引き出すことがで

きるかどうかという，またそれができるか，できないかによって民

主主義の醸成というか，一般国民が要するに国の主権が国民にある

と言われているわけですけれども，そうすると国民が本当に必要な

時に，必要な情報をとることができるかどうかというところで，そ

ういうシステムまで作られるのかどうかという基本的な考え方，つ

くる前に考え方をお示しいただけるとありがたいと思うのですが。 

白井座長：ありがとうございます。情報公開の問題と公文書管理の問題を一体

として捉えるかというのは実は大変重要な問題でして，委員の中で簡

単にどなたかもう一言ぐらい発言があれば，この問題をいただいて，

それで事務局にふりたいと思いますが，いかがでしょうか。よろしい

ですか。そういうふうな考え方を，今，玉田委員がおっしゃったよう

な，公文書管理というのは情報公開の問題と一体となってやるとい

う，スタンスを基本的な考え方をこの策定の案の段階であるかどうか

ということを事務局にお戻しして，今のところのこの案をつくった段

階での認識というのを確認したいと思いますが，よろしいですか事務

局。 

事務局：こちらの策定段階で具体的に，今，玉田委員がおっしゃったようなこ

とを記載はないかと思いますが，事務の効率化だけではなく，情報の

共有化という話と思うのですけれども，公文書管理とあわせて現在総

務課で会議公開条例のほうを同時並行で進めております。こちらの目

的にも市民との情報の共有を図っていくということ，それから市民へ
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の説明責任を果たしていくということで進めていますので，公文書管

理についても，その辺の説明責任と情報の共有につきましては，深く

持って進めてまいりたいと考えています。 

白井座長：恐らく，玉田委員の御発言の趣旨は，そういう情報公開の問題と，

公文書管理の問題を一体的に捉えていくのだということを，この場合

だと恐らく策定の趣旨になるかもしれませんが，そういうところで何

らかの形で書いてもらいたいということだと思います。そういうよう

な御趣旨ですか。 

玉田委員：そうです。ですから，基本的に国が公文書管理法を作って，福田内

閣ですか，そのときに，それからその次の麻生内閣ですか，そのとき

に実際にできました。できましたのは前進なので非常にいいのですけ

れども，だけどそれというのは大体，例えばヨーロッパ諸国に比べて

非常に遅れているわけです。だからスタートした時点が，もう既に相

当ヨーロッパ諸国に比べると遅れているので，これから例えばつくば

で指針を作り上げるということをやれば，その中で結構進んだシステ

ムを導入できれば非常にいいなという考えですけれども。 

白井座長：わかりました。お願いします。 

皆川委員：一言だけ，玉田委員がおっしゃったこととか，あと熊本委員，松村

委員がおっしゃったことは，非常に一言，一言大事な言葉が盛り込ま

れておりまして，やはり法にも触れては書いてはあるのですけれど

も，やっぱりつくば市として作っていく指針の趣旨の中にきちんと盛

り込むということが，心構えというか何のためにこういうことをやっ

ているのだということを市民はもちろん，やっぱり職員一人ひとりの

方に腑に落ちてもらわないと，実際どれだけ細かく盛り込んでも運用

されない可能性もあるわけです。やっぱり趣旨の部分に今記録をとっ

ていると思いますので，これをもう一度聞き直して，指針の中に入れ
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ていく必要があるのではないかと思いました。趣旨のところに導入を

お願いしたいなと思います。 

白井座長：ありがとうございました。それでは，これもまだまだ議論ができる

ところだと思いますが，少し全体がありますので，時間があるので，

他の具体的な話に入っていきたいと思います。 

１とか２は，これまでの全体の話にかかっていくつか出ていたとこ

ろですが，３以降，熊本委員がいくつか御指摘をされていましたが，

時間も限られていますのでランダムでよろしいかと思いますので，

いくつかお気づきの点からどんどんお出しいただきたいと思います

が，いかがでございましょうか。皆さんからの御発言をお願いいた

します。 

玉田委員：４番目ですけれども，ポイントの作成すべき公文書の対象範囲です

けれども，そこにいろいろと１から８まで書いてございますけれど

も，例えばつくば市の部署ですね。市長を中心として各部と課とござ

いますけれども，そのほかに消防関係，それから選挙管理委員会とか

農業委員会とか教育委員会とかというのが附属してあると思うので

すけれども，例えば農業委員会の中でやりとりをされたことというも

のは，これは一般市民が閲覧することはできるのですか。 

白井座長：今の玉田委員の発言は，この公文書管理指針というものの適用範囲

が，どの辺かということですね。それについて，玉田委員の今の御発

言としては，およそ市に関わるところは，できるだけその範囲の中に

入れていった方がいいのではないかという，そういう御発言ですね。 

玉田委員：そういうことです。 

白井座長：これにつきましては，どこまで市が適用かというのもあるので，現

状というか，今のお考えということで。 

事務局：考えとしましては，今，玉田委員がおっしゃったように，選挙管理委
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員会，農業委員会，監査委員事務局とか，そういったものを含めての

指針ということで考えております。 

白井座長：それが明記されるものかどうかというのは，少し事務局で検討いた

だくとしまして，少なくともこの試案は全体を一応事務局としては適

用対象とされているようです。 

 ほかにいかがでしょう。どんどん違う話でも結構でございますので。

お願いします。 

皆川委員：同じ４番ですけれども，組織を横断する連絡調整会議とかという明

記があるのですけれども，課内とか部内とかいった会議については，

これは対象範囲とするということなのでしょうか。 

白井座長：これは内容の確認，趣旨の確認なので，事務局から今の段階での考

え方をお願いできますか。組織の横断の話というのは，課とか部の横

断という意味なのかということと，それから課内に一つの総務課なら

総務課の中における様々な打ち合わせについての文書というものは，

どうなのかという，そういう二つでよろしいですか，今のお話ですと。 

皆川委員：はい。 

事務局：皆川委員からの御質問ですけれども，課内とか部内の会議ということ

ですけれども，会議の種類につきましては，ここで組織横断というと

ころには含まれていないと解しております。ここで言うのは，庁議と

か部長等連絡会議とか，あくまでも組織を横断するようなものであっ

て，それでは課内と部内の会議は，全く作成すべき文書の対象になっ

ていないのかと申しますと，それではなくて，そういったものにつき

ましては，例えば条例とかが絡んでいれば課内のとか部内の会議でも

「（１）条例及び規則等の制定又は改廃及びその経緯」を適用して，

作成すべき必要があるとか，そういったことになろうかと思います。 

白井座長：わかりました。今の事務局からの趣旨説明としては，それに対して
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いかがですか。 

皆川委員：条例とかに関わるということだったのですけれども，やはり意思決

定過程を部内，課内で行っている場合もあると思うのですけれども，

そこの部分は残しておくという方向性になるのではないかなと思い

ます。 

白井座長：はい，どうぞ。 

事務局：課内，部内会議全てを具体的に書いてしまうと，本当に小さな打合せ

も入りますし，連絡事項のミーティング等も行っていますので，今の

作り方としましては，会議の種類ではなくて，目的や内容によって作

成すべき文書が異なってくるということがございます。 

白井座長：確かに，軽微な会議からいろいろあるので，これらを全部網羅する

わけにはなかなか難しいこともあるだろうというのは，そうだろうと

思います。そうだとすればどういう内容のものについて作成し，残し

ていくかという，そういう方針で作るということですので，その辺で

今上がっている８項目で，委員の皆さんの想定されるようなものが読

み込めるかどうかと，これは先ほど熊本委員もおっしゃっていたこと

ですけれども，くだんの総合運動公園の話はどこになるのだろうとい

うようなことだと思いますので，その辺について，もし御意見があれ

ばいただきたいと思います。また，他のことでも結構ですので，どん

どんお出しいただきたいと思いますが，いかがでしょうか。 

玉田委員：一般に情報公開できるものと，例えば個人情報がそういうのが絡ん

でいてできないものとあると思うのです。それというのは，どこに，

例えば課で判断するのか部で判断するのか。 

白井座長：これ私の方から申し上げますと，ここで今，俎上に上がっているの

は，公開，非公開の有無を問わず，重要な公文書をどう保存，管理す

るかということですので，直接ではないかとは思いますので，会議の
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ところで御意見をいただきたいと思います。ただ，情報公開の話では

大変重要だと思いますので，最初の玉田委員の御発言の趣旨に絡むと

ころとして，とりあえずここで受け取らせていただきたいと思いま

す。申しわけございません。他にもいろいろ御意見をいただきたいと

思いますので，他にいかがでしょうか。お願いします。 

依田委員：同じく，作成すべき公文書の例示のところに書いてありますけれど

も，何とかの会議というのがいくつかありますけれども，これはきっ

と何かを決めるための一つのツールではないかと思うのです。この会

議をやって何かを決めるとか，例えば今回開かれているこの懇話会

も，指針をつくるための一つのツールだと思うのです。資料 11 の保

存期間基準のような文書を作っていく中で、そのためのツールが，今

回の案に書いてあるだけだと思うので，保存期間基準に書いてあるよ

うな文書を作っていくということを書いたほうがいいのではないか

と思います。指針で書くのか，取扱規則で書くのかはありますけれど

も。公文書管理法では公文書管理法の法律の中で，ほんのわずかしか

こういうところには書いてなくて，その下のレベルの政令とかガイド

ラインにどういうものを作るかというのがいっぱい書いてあるので

すけれども，その考え方によってこの指針に書くべきものは変わって

くると思います。 

白井座長：依田委員の御指摘は，資料の 11 というのが一つあって，どういう文

書を何年保存とするかという，かなり大枠のガイドラインがあって，

これは後に出ている保存年，10 のファイル基準表の作成というとこ

ろに多分かかってくるのですが，依田委員の御発言の趣旨としては，

これをこういう細かい話を指針に書くというよりは，むしろ別表の形

で書いていったほうがいいのではないかという趣旨で，よろしいです

か。 
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依田委員：はい。 

白井座長：これは一つ，御意見だと思います。 

他にいかがでしょう。先ほど松村委員。 

松村委員：行政内部で政策が意思決定する前に，どういうふうな形で行われて

いるのかというのは知らないものですから，その意思決定過程におけ

る文書を作成するというと具体的にわからないのです。それで確かに

これを見たら，これだけ見てもわかんないというか，例えば総合運動

公園の時に出てこなかった文書は，新しいこの中には出てくることに

なるのかとか，具体的事例がないとわかりにくくて，ほかの方はわか

っていらっしゃるのかしれないですけれども，一番難しいところで

す。何が言いたいか，わかりますか。 

白井座長：わかります。総合運動公園の話を事例にすることが，果たしてこの

会議で適切かどうかわかりませんが，あのような時のものは私個人と

しては，先ほど熊本委員も言い残していかれたとおり，（７）かなと

いうふうに思っておりますが，例えば大規模施設だとか，そういう予

算の執行にかかわる重要案件なのかもしれないですし，ただ説明資料

ではないですね，経緯としては。なので，そういう意味でどう読むか

というのはあえて事務局にはふりませんが，その辺はまだ今の依田委

員と同じで，検討の余地があるというところかと思います，御意見と

しては。ほかにいかがでしょう。お願いします。 

滝口委員：今の件に関してなんですが，結局課内での会議もあって，それを要

するに部長や市長と相談をして，それでどういう意見が出て，それに

基づいてどう変えていったのかとか，そういう経過がわかっていくと

いうのが大事かなというように思うのです。ここで相談，交渉という

ことにしますと，これは市民との相談とか，外部との交渉とかという

ことになってくるのではないかと，そういう点では内部の条例及び規
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則など改廃をする経緯という中には含まれるのかわかりませんが，そ

ういったことがもう少し見えるといいのかなという感じはしますけ

れども。 

白井座長：ありがとうございます。やはりこれでは，ちょっとまだ４の項目で

はまだ少しその辺が確かに十分網羅できるかどうか，まだ検討の余地

があるということだと思います。 

ちなみに，事務局にお聞きしますが，市役所，つくば市では市長を

含む会議のことを庁議と言っているのか経営会議と言っているの

か，自治体によって違いますけれども，そういうものは(1)～(8)の

中のどこに入るのでしょうか。今の滝口委員の御発言というのは，

そういう市の中の高いレベルの会議になりますか。お願いします。 

事務局：つくば市の場合は，市長，副市長，教育長が出席する庁議がございま

して，作成する文書の中では，「(6)組織を横断する連絡調整会議」

に含まれるように解しております。 

白井座長：そうですか。 

事務局：先ほど，私，課内や部内の会議について，それぞれの何を話し合うか

というテーマというか，目的によって(1)とか(2)とか異なってくると

いう説明をしたのですが，課内，部内の会議につきましては「(8)事

務と事業の実績に関する記録」に含まれるということになります。そ

れと軽微なものについては，「５ 文書を作成する必要がない事案が

軽微なもの」として除外をすると考えております。 

白井座長：事務局からは，一応そういう考え方で，この案は作られているとい

うことであります。 

滝口委員：庁議とか課内会議というのは，立て前の会議もありますので，そう

すると現実には直接市長との話し合いの中でとか副市長との話し合

いの中で物事が決まっていく場合もあるだろうというふうに思うの
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です。そうした場合の記録というのはあるのか，国の森友・加計問題

でも，随分文科省の記録がどうだったなんていうことが議論になりま

したけれども，実際はそういうふうにしながら動いていくのではない

かと思うのですが，いかがなものでしょうか。 

白井座長：そういうことはあり得ると思いますので，ここではそのようなオフ

ィシャルな会議の場ということだけではなく，実質的な意思決定の打

ち合わせ会議のようなものについての記録というものもとれる対象

とすべきではないかという，そういう御意見で承るということで，案

にいたしたいと思います。それでよろしいでしょうか。 

滝口委員：はい。 

白井座長：ほかに，まだまだ実はあるので，だんだん時間が迫ってきましたの

で，後半のほうもぜひお目通しいただきたいと思いますが，先ほどの

熊本委員の御指摘であれば，４ページ以降の公文書の保存であるとか

管理体制だとか，この辺についても話題提供的にコメントをされてい

ましたけれども，その辺を含めて他の部分についても御意見を賜りた

いと思いますが，御発言をいただきたいと思いますが，いかがでしょ

う。お願いします。 

皆川委員：４ページの「８ 公文書の整理」というところで，公文書の保存年

限に最長 30 年を導入することを規定とありますが，今まではそうい

う最長という規定がなかったのを設ける意味というか，背景について

教えていただきたいのですが。 

白井座長：これは事務局に，一応お渡ししましょうか。 

事務局：これまでは，最長 30 年ではなくて，無期限の長期という一つの保存期

限がございました。30 年としますのは，現在，現在用いられている

文書（現用文書）があるのですけれども，それに対して非現用文書と

いう，その辺の区別をするためには，一度区切りをつけないと長期保
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存では区別ができないので，30 年というところで区別をつけようと

いうものです。 

白井座長：どうぞ。 

皆川委員：非現用文書というのは，つまり歴史的な文書とかということですよ

ね。 

事務局：はい，そうです。 

皆川委員：そうすると，それは 30 年から外して無期限ということになるんでし

ょうか。 

白井座長：これは私から補足をしますと，長期というのは先ほど事務局から御

説明があったとおり，一般には「永年」という言葉を使います。ずっ

とという，最後を決めないということで，そうすると制度上はずっと

情報公開条例の対象になるということになる。それを近年の国の動き

方も含めて 30 年でやめて，そこから先は，そういう情報公開という

今の行政の枠組みの中での情報の公開ということではなく，ここから

先は 100 年，300 年かもしれないし，そういう悠久の歴史の中の存在

としておいて，もっとより，だんだん個人情報や法人情報の縛りがだ

んだん外れていきますので，時間が経てば経つほど，それをより市民

の方に広く使っていただくと，公開活用していくという形にしていく

というのが，大きく言うと 30 年で現用文書の期限をつけて，それで

非現用という形にして，役所の情報公開の枠組みではない形で，より

広い形で文書の利用を保存と利用を進めていこうという，そういう考

え方になっているというのが一般的です。それは，100 年前の文書を

情報公開条例の窓口に行くのではなく，別の組織でやっていくという

ことになります。それがここで言うところの，公文書館ということに

なるということです。 

皆川委員：ちなみに，その別の枠組みというのは，どういう言葉で管理の方法
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とかで，保存しないのではなくて，どこかにはあるということなのだ

とは思いますけれども。 

白井座長：これは富田委員，現職ですので。 

富田委員：例えば，茨城県で現用でなくなった文書は，一旦茨城県立歴史館に

引き渡しされるわけです。その中で，評価選別をして，これは歴史的

に重要であると，歴史公文書等に相当するということになる場合は，

我々が目録を取り，これから長期保存のための手当をして，それであ

とは閲覧の対象にするわけです。つまり，今までだったら情報公開で

非常に煩雑な手続きをしなければいけないのですが，歴史公文書で公

開されたものについては閲覧して自由に見ることができると，自由に

利用しやすくなるということです。 

白井座長：今のことでも結構ですし，ほかのことでも結構ですが，まだまだ論

点があるので，だんだん時間がちょっと。 

玉田委員：保存期間ですけれども，それは例えば長期，10 年，５年，３年，１

年等ありますが，これは大体一度決めると，ずっと見直さないのか，

それとも例えばそれを判断された方が替わると，時代も替わりますと

いうふうになったときに，その資料そのものの価値が変わってくると

いう場合もあると思います。それは手続き上，できるかどうかは別に

して，見直すということをそういう考え方というのは，いかがなもの

かと思いまして。 

白井座長：これはどなたか事務局に返してもいいですが，委員の中で。 

玉田委員：最初は，それほど重要でなかったのが，年数が経つことによっては，

これは重要だねと，じゃあこれもうちょっと長期保存しましょうかと

かいうふうなものも出てくる可能性がなきにしもあらずと，そういう

ことですか。 

白井座長：依田委員お願いします。 
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依田委員：今の件に関連すると，保存期間を一旦決めても，延長ということが

できる規定を置けば，例えば当初 10 年保存すると決めたものでも，

保存期間を 20 年とか 30 年とかに延長することができます。そういう

規定を置かなければ無理ですが。また、歴史公文書であれば，例えば

10 年間市役所で保存をした後，歴史公文書として公文書館的施設に

移管して，そこで永久に保存されることになれば，市民の方もそこで

ずっと閲覧等の利用ができることになります。 

白井座長：お願いします。 

松村委員：この中には書いてなかったですけれども，役所の中にはマル秘文書

というのがあるのでしょうか。 

白井座長：マル秘というのは一般的な言い方で，個人情報，法人情報，その他

の国であれば外交防衛の問題とかで，文書は作るけれども一般には公

開しないというふうに決める文書は，一般的にはあるということです

よね。 

松村委員：それはここには対象に上がってこないのですね。 

白井座長：どうぞ。委員の中で。 

依田委員：普通は対象になるはずです。 

松村委員：なるのですか。 

小林委員：なるけれども，公開されない前提で，保存されますよね。 

依田委員：そうですね。個人情報等があれば公開はされません。ただ，歴史公

文書で，公文書館等に移っていきますと，ある程度年限が経てば，公

開はされていきます。例えば，50 年とか 100 年とかですね。そのく

らい先になれば公開されることはあります。 

小林委員：アメリカあたりは，50 年ぐらいで大体公開していますよね。 

依田委員：そうですね。国によっても大分違います。最近は 25 年とか経てば公

開する国もでてきました。 



様式第１号                           【確定版】 

- 35 - 
 

松村委員：じゃあ歴史文書にならないと，多分出てはこないということですね。

歴史公文書でこの後出てくることはあるけれども，今聞くと，ならな

かったら出てこないということですね。 

依田委員：歴史公文書にならないと，ずっと現用文書ということになります。

現用文書では個人情報はずっと制限されますので，それはずっと公開

にはなりません。 

白井座長：ただし，それは現用のままだと廃棄はされないということですね。 

依田委員：そうです。ただ，現用で歴史公文書でないと判断されてしまうと，

保存期間満了後は廃棄されてしまいます。 

小林委員：同じ８の公文書の整理ですけれども，二つ目の「歴史公文書は公文

書館の機能役割を担う場所へ移管」ということは，具体的にはそちら

を指しているのですか，県の。 

富田委員：茨城県の場合は，県の県立歴史館で担っています。ですから，そう

いう施設をつくば市でつくられるかどうかということになるかと思

います。 

例えば，実際に機能役割を果たすとなると，やはり公開のための例

えば人が必要でしょうし，それから例えば保存手当などもすること

も必要かもしれないので，そういった機能まで持たせることを考え

ているかどうかということになります。 

白井座長：それは大事なことでして，これを書くということは，それをつくば

市として市の施策として進めていくということを明記することにな

りますので，今，このところが皆様から御意見をいただいていた公文

書管理から，歴史公文書館へのという問題をより具体的に，かつ効果

的に行うということをつくば市がやるというふうに宣言をしてもら

えるという趣旨になりますので，これは重要かなというふうに思いま

す。 
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 さて，最初に申し上げた 45 分を目処としましたが，あと５分ぐら

い最後にこれだけは言っておかなければいけないとかというものが

あれば，少しいただきたいと思います。５ページ，６ページにまだあ

まり踏み込んでないので，一つ私のほうから，５ページ目のところの

一番トップに来ている管理体制のことですけれども，公文書等の管理

専門職として，現用文書を扱う専門職として，レコードマネージャー

と言われる人たちがいて，それから歴史公文書となったものを公文書

館で管理し，そして保存活動に当たる専門職のことをアーキビストと

いうわけですが，これを市として将来的に公文書館の施設を整備して

いく過程で，こういう方々をきちんと市の中で任用していくというお

考えで私などは拝見するのですが，そういう理解でよろしいでしょう

か。 

事務局：専門職員の配置につきましては，今年度も専門職の養成ということで，

国立公文書館の研修に職員に派遣したところでございます。それと職

員も研修を行ってもらって，なかなかそういった認定資格というもの

がないようなので，研修を通じてこれらの方に近づけるような知識と

能力を身につけていっていただきながら，こういった職員を配置して

いければなとは思っております。 

白井座長：ありがとうございます。お願いします。 

滝口委員：最初のほうで議論になったのかもしれませんが，こういう文書があ

るよということで，市では今は公開していないわけですね。そうする

と実際問題としては，よく情報公開にたどり着く前に，どのようにす

ればいいのかがよくわからないというのがあります。ですから，本来

はもっと，こんな文書があると取り出しやすくなるという時代が来る

だろうとは思うのですが，とりあえずここまで行く前に，こういう文

書があると公開をするというのは一つ原則にしないと，市民からして
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は宝の持ち腐れになってしまうのではないかというふうなことは感

じます。 

白井座長：そういう体制を作るということが，恐らくこの指針に盛り込まれる

べきだということで，御発言の趣旨を拾わせていただきますが，よろ

しいでしょうか。 

滝口委員：はい，結構です。 

白井座長：あと最後に，すみません。熊本委員が言ってきたお話で，歴史公文

書の概念ですけれども，これは要するに現用文書にとめるなというこ

とと，非現用のかなり歴史をさかのぼるような旧町村の役場の公文書

も含めてということがあるわけですけれども，この辺について何か御

意見，御発言いかがでしょうか。 

でなければ，実は私，２年前の常総市の鬼怒川の洪水の後，常総市

の市役所が水に浸かって，16,000 点の水に浸かった公文書のレスキ

ューの差配をしていまして，そのときに常総市での歴史的公文書で

保存されていた 16,000 点って何があったかというと，実は一番古い

ところに元禄時代の土地台帳がありまして，それはずっと江戸時代

の村から明治の村から，そして水海道に移されて，さらに常総市に

移されてきたという，そういう文書から，あそこは実は一通り持っ

ているのですね。これはちょっとなかなかない素晴らしいことでと

いうことは普通江戸時代の土地台帳というのは，村方の名主さん家

にあるものなのです。本来は行政文書であって，それをきちんと一

部の今の常総市の地区の方々は，行政文書として公文書として引き

継いできているということです。それがそのような価値を持ってい

るのであれば，この策定の管理指針に盛り込むかどうかは別にして，

つくば地域のそういう旧家のお宅にあるものも同等の価値を持つも

のとして，これは認識をぜひつくば市にしていただきたいというふ
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うに思っておりますので，これをどのように盛り込めるかというこ

とは，なかなかまだよくわかりませんけれども，そういうことも一

応射程の中には入れておきたいというふうに思いますので，あえて

発言をさせていただきました。 

 そろそろ，時間が迫ってまいり，既に超えているのですが，最後何

か一言。 

小林委員：13 の研修ですけれども，これは非常に重要な項目だって先ほどから

言われていましたけれども，場所によって，ある市によっては，努力

義務というふうな形で網羅しているところもあるようですけれども，

実際につくば市では，これを人と金をつけてやる，具体的にはどこに

研修に出すのか，そういうのはイメージとしてはあるのでしょうか。 

白井座長：これについては，委員の中でも何人か御発言できそうな方がいらっ

しゃいますが。 

小林委員：実際に研修といったらそちら（国立公文書館）であるのでしょうか。 

依田委員：国立公文書館でも，研修は，各行政機関や独立行政法人の職員を対

象に，年何回も千数百人の参加を得てやっています。行政機関の職員

は御存じのとおり大変多いので，職員全員が研修を受けるという体制

までは，当館では取れないのですけれども，それぞれの行政機関にお

いて，当館の研修を受講した職員が中心になって，その省内の職員を

対象に研修をやっている行政機関がほとんどです。 

白井座長：あと県でもやっておりますか。 

富田委員：県では，平成 26 年度に文書管理規程と文書等整理保存規程を改正し

たのです。それは公文書管理法の規定に合わせるというか，その趣旨

にのっとった形で改正したので，そのときにまず施行前，平成 26 年

１月だったかな１回，県庁で文書担当者と文書管理担当者相手に，文

書主管課と，それと県立歴史館の職員と私ですが説明会を行い，それ
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からその翌年度ですか，施行された後に，平成 26 年度６月にも同じ

ように文書管理規程等のその変更についての庁内宛の説明会を持っ

ています。 

 それから後は，茨城県内の市町村対象には，公文書管理担当者研修

会というのを 10 月に毎年行っています。そこで文書保存管理の重要

性について，現用から非現用に，どちらかというと歴史館でやると非

現用が中心になってしまうところがあるのですが，例えば講師の先生

に白井先生に来ていただいたり，それから国立公文書館の職員の方に

来ていただいたりしながら，現用段階から非現用段階に至るまで一貫

した文書管理の重要性については，市町村の担当の方に研修会を行っ

ていますので，今年度もつくば市に参加していただければと思ってお

ります。 

白井座長：小林委員の発言の御趣旨としては，そういうところにちゃんと予算

をつけて人を出せということですので，それはぜひ盛り込んでいただ

きたいと，金をつけろとかじゃないですけれども。 

まだまだ御意見あるかと思いますが，大分予定した時間を過ぎてし

まいました。第２回が 12 月に予定されていますので，今後この先ほ

どのスケジュールで言うならば，指針案の修正ということが行われ

てきますので，それにぜひ盛り込んでほしいという御意見があれば，

ぜひ事務局にメール等でお寄せいただきたいと思いますので，よろ

しゅうございますでしょうか。よろしくお願いいたします。 

 それでは，今回いろいろな御意見をいただきましたので，今後寄せて

もらうものも含めて，これらの意見に基づいて，また事務局に御対応

いただきたいと思います。 

 では（２）をこれで終わりにしまして，（３）その他を事務局か

らお願いします。 
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【事務局から次回日程調整の事務連絡】 

白井座長：ありがとうございました。日程調整について，委員の皆様の御協力

をよろしくお願いします。 

 それでは，大分予定した時間より超えてしまいましたが，これをも

ちまして，本日の議事はすべて終了といたします。以上で，第１回つ

くば市公文書管理指針策定懇話会を終了したいと思います。どうも委

員の皆様，ありがとうございました。 

  

以上。 
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つくば市公文書管理指針策定懇話会開催要項

（目的）

第１条 公文書等の適正な作成及び適切な保存を図ることで，市民との情報共有に

努め，つくば市の諸活動について現在及び将来の市民に対し説明責任を果たすた

めの指針（以下「指針」という。）を策定するに当たり，有識者等の意見を聴き，

協議及び検討をするため，つくば市公文書管理指針策定懇話会（以下「懇話会」

という。）を開催する。

（協議事項）

第２条 懇話会は，指針の策定について必要な協議及び検討をする。

（構成）

第３条 懇話会は，委員10人以内で構成する。

２ 懇話会の委員は，次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) つくば市議会議員

(2) 学識経験者

(3) 市民

（座長）

第４条 懇話会に座長を置き，委員の互選によりこれを定める。

２ 座長は，懇話会を代表し，会務を総理する。

３ 座長に事故があるときは，あらかじめ座長が指名する委員が，その職務を代理

する。

(会議）

第５条 懇話会は必要に応じて座長が招集し，座長はその議長となる。

（庶務）

第６条 懇話会の庶務は，総務部総務課において処理する。

附 則

この要項は，平成29年８月４日から施行する。
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つくば市公文書管理指針策定懇話会委員名簿

（敬称略，五十音順）

№ 氏名 ふりがな 所属等

1 熊本　史雄 くまもと　ふみお 駒澤大学　文学部　教授

2 小林　富雄 こばやし　とみお 市民

3 白井　哲哉 しらい　てつや
筑波大学　図書館情報メディア系　知的コミュニ
ティ基盤研究センター　教授

4 滝口　隆一 たきぐち　りゅういち つくば市議会議員

5 玉田　茂 たまだ　しげる 市民

6 富田　任 とみた　たもつ 茨城県立歴史館　行政資料課長

7 長塚　俊宏 ながつか　たかひろ つくば市議会議員

8 松村　理栄子 まつむら　りえこ 市民

9 皆川　幸枝　 みながわ　ゆきえ つくば市議会議員

10 依田　健 よだ　たけし 国立公文書館　統括公文書専門官
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つくば市の沿革と文書管理の現状 
 

 つくば市の概要  （※平成 29 年９月１日現在） 

○人口   232,957 人（常住人口）   ○世帯数  101,951 世帯 

○広さ   面積 283.72 ㎢，東西 14.9km，南北 30.4km 

 

 つくば市の沿革  

年号 市政関連事項 文書管理関連事項 

昭和 38 年（1963 年） 筑波研究学園都市建設を閣議了解

（法令に基づき国家事業として整備） 

 

昭和 55 年（1980 年）  研究学園都市概成  

昭和 60 年（1985 年） 国際科学技術博覧会開催(EXPO’

85) 

 

昭和 62 年（1987 年） つくば市誕生(旧大穂町，旧豊里

町，旧谷田部町，旧桜村が合併） 

 

昭和 63 年（1988 年）  筑波町を編入合併  

平成 10 年(1998 年) 

 

 

 ・情報公開条例公布 

・文書ファイリングシステム導入，保

存文書は５庁舎毎に分散保管 

平成 14 年（2002 年） 茎崎町を編入合併 ・保存文書は６庁舎毎に分散保管 

平成 17 年（2005 年）  つくばエクスプレス(TX)開業  

平成 19 年（2007 年） 特例市へ移行  

平成 22 年（2010 年） つくば市新庁舎開庁 ・保存文書は旧豊里庁舎に集約

し，一括保管 

平成 23 年（2011 年） 「国際戦略総合特区」に指定  

平成 25 年（2013 年）  「環境モデル都市」に選定 

研究学園都市 50 周年 

 

平成 29 年（2017 年） 市制 30 周年  
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 現状の文書管理  

○文書ファイリングシステムにより，文書発生時に文書を登録し，会計年度単位で体系的に整理・

保管し，保存・廃棄している。 

○総務部総務課長が定める保存期間基準表により，保存期間は「１年，３年，５年，10 年，長期」か

ら設定。（文書等管理規程第 50 条） 

○現年度及び前年度文書を執務室ロッカー内でボックスに入れて保管している。年度切替時に

「文書保存箱」に収納の上，総務課に引継ぐ。引き継いだ文書は，書庫（旧豊里庁舎）で保存す

る。所定の保存期間を経過後は，溶解処理により廃棄。 

 

 最近の課題  

○説明責任を果たすために十分な文書作成の基準 

平成 24 年度から始まった「総合運動公園事業」における白紙撤回を受けて，どのような場合

に文書を作成すべきという文書作成の基準等を明確にして，行政としての説明責任を果たし，

行政運営の透明性の更なる向上を図る必要がある。 

○保存文書の保管場所 

保存文書（３年，５年，10 年，長期）の保管場所（書庫）は，現在旧豊里庁舎を使用しているが，

年々文書は増え続けており飽和状態であるため，新たな保管場所の確保が必要となっている。 

○歴史的公文書の概念 

歴史的公文書の概念がなかったため，市町村合併時の文書については，豊里庁舎で保管さ

れているが，一部目録化されていないものがある。 

○点検・監査機能 

点検，研修等は任意的に実施しているが，計画的に実施する必要がある。また，文書サイク

ルをチェックする監査機能が明確ではない。 





つくば市公文書管理指針　策定スケジュール

時期 策定懇話会 指針 庁内 総務課

4月 事例調査

5月

6月

上旬 市民公募要領策定 指針案の策定

12日  外部委員謝礼9月補正予算締切り

21日 広報9月号締切

下旬 指針案部長次長説明

上旬

中旬 指針案両副市長説明

下旬 (29日)議会開会

１日 市民委員公募開始 指針案市長説明

14日 市民委員公募締切 (15日)議会閉会

15～19日 １次審査（書類選考）

20日 １次審査結果通知

22日 ２次審査（面接）

下旬 ２次審査結果通知 選考結果市長説明

上旬

中旬 第１回策定懇話会
・委員の委嘱
・指針案の説明

両副市長説明
市長説明

下旬

上旬 (指針案の修
正)

中旬

下旬 議会開会 両副市長説明
市長説明

上旬

中旬 第２回策定懇話会
・修正後の指針案の審議

議会閉会

下旬

上旬

中旬 (指針案の修正)

下旬 第３回策定懇話会
・指針案の審議・確認

上旬 指針の市長決裁

中旬 職員研修

下旬

上旬

中旬

下旬

4月 1日 運用開始

平
成
2
9
年
度

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月
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つくば市公文書管理指針（案）の策定に向けて

１ 策定の趣旨

・公文書等の管理に関する法律（平成21年法律第66号。以下「公文書管理法」とい

う。）の趣旨にのっとり，公文書の適正な管理について規定

・市の諸活動や歴史的事実の記録である公文書の管理に関する基本的事項につい

て規定

ポイント

・指針策定の趣旨は，公文書管理法の趣旨にのっとっているか。

２ 取扱いの原則

・文書管理を行う目的を明確にし，全職員の共通認識とすることを規定

・職員は，指針の趣旨を理解し，自らの責任を自覚することを規定

・職員は，指針，つくば市文書等管理規程（平成18年つくば市訓令第５号。以下「規

程」という。），文書事務の手引（以下「手引」という。）等に基づき文書を適正に作成

し，保存し，廃棄することを規定

ポイント

・指針策定後は，指針及び規程ともに運用する。国においては，ガイドライン

に沿って各省において規則を定めているが，市では指針の下に規則を定めるこ

とはない。将来条例を策定する場合は，指針と規程の要素を条例と新規に策定

する規則とに組み替え，指針と規程は廃止することを予定している。

３ 文書及び公文書

・文書は，「文字・符号を用い，永続すべき状態で物体の上に記載した特定人の意思

資料№８
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表示」と定義

・公文書とは，「職員が職務上作成し，組織的に用い，保有しているもの」と定義

（※つくば市情報公開条例で定義する「行政文書」と合致）

ポイント

・公文書の範囲を，情報公開条例における行政文書と同じ定義とすることにつ

いて

４ 作成すべき公文書

・結果のみならず，経緯も含めた意思決定過程についても作成することを規定

・作成すべき公文書について例示

(1) 条例及び規則等の制定又は改廃及びその経緯

(2) 予算編成等重要案件の説明資料

(3) 市が主催し，市民等が出席する会議

(4) 附属機関の会議や懇談会等

(5) 国や県等の外部機関等との会議

(6) 組織を横断する連絡調整会議

(7) 相談，交渉等に関する記録

(8) 事務及び事業の実績に関する記録

ポイント

・作成すべき公文書の対象範囲は適正か。

・一つの事案の集結までに，どの程度を意思過程として残すべきか。全ての記

録を残すことが理想ではあるが，実務との兼ね合いにおいて省略することも可

能となる部分があるのではないか。

・ホワイトリスト方式（作成するべき対象を列挙）とするのが良いのか，ブラ

ックリスト方式（作成しなくてもいい対象を列挙）とするのが良いのか。

資料№８
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５ 文書を作成する必要がない「事案が軽微なもの」

・一定の事案については，軽微な事案として公文書を作成しないことができる取扱い

を規定

・軽微な事案については，厳格かつ限定的に解することを規定

(1) 所掌事務に関する単なる照会及び問い合わせに対応する応答

(2) 市内部におけるに非常業務の連絡・打合せ

ポイント

・作成しないことができる例示が，厳格かつ限定的に規定しているか。

・事務に要する経費と時間，それによって得られる実益との兼ね合いはとれて

いるか。

６ 事後に公文書を作成する場合

・意思決定と同時に公文書作成が困難である場合は，速やかに事後作成することを

規定

(1) 緊急に処理しなければならない案件

(2) 現場において行う行政指導

(3) 会議等の場で意思決定がなされた案件

(4) 当該決定権を有する者のトップダウンによる案件

(5) 会議において口頭了承を行う場合

７ 公文書作成に当たって

・公文書に使用する用語，用字，形式等に関し規程，手引，つくば市公文規程（昭和

62年つくば市訓令第２号）等に基づき，適正に作成することを規定
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８ 公文書の整理

・公文書の分類を，事務執行管理の中心に位置付けることを規定

・公文書の保存年限に「最長３０年」を導入することを規定

・歴史公文書は，公文書館の機能・役割を担う部署へ移管することを規定

９ 公文書の保存

・紙文書は，劣化や散逸の防止のため，集中管理することを規定

・電子文書は，改ざんや漏えいを防止等の観点から，文書管理システムにより保存す

ることを規定

ポイント

・保存年限の基準表を規程において規定すべきか，指針において規定すべきか。

・保存年限は適正か。

10 ファイル基準表の作成

・適正かつ効率的に業務を行うための管理ツールとして，ファイル基準表を調製する

ことを規定

ポイント

・フォルダ名の統一的な基準について

・フォルダの電子検索ができる環境の整え方について

11 管理体制

・総括文書管理者，文書管理者を新たに設置し，管理体制を強化することを規定
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・必要に応じ文書管理に関する専門家（レコードマネジャー，アーキビスト等）から専

門的及び技術的視点からの意見を得ることを規定

ポイント

・組織としての管理体制は適正か。

・文書等管理専門職（レコードマネジャー，アーキビスト等）のより効果的な

活用について

12 点検，監査及び管理状況の報告等

・毎年度一回，点検又は監査を実施することを規定

・点検の結果，問題等を発見した場合は，資料等の提出を求め，必要に応じて実地

調査を行うことを規定

ポイント

・文書の管理に関し，適正な維持体制を実施できる内容となっているか。

13 研修

・文書管理に関する知識・技能を習得させるため，職責に応じた研修の実施を規定

ポイント

・公文書に関する知識習得にふさわしい研修体制となっているか

・研修の内容・受講時期は適切か。
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14 歴史公文書の概念

・市民の共有財産である歴史公文書を後世に伝承する重要な責務を認識し，当指針

の理念を全職員が理解し，今後の公文書の作成・保存に取り組むことを規定

ポイント

・今後歴史公文書の概念を取り入れるに当たり，どのように計画し，実施して

いけば良いか。

・歴史公文書の保存・公開方法について
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○公文書等の管理に関する法律 

（平成二十一年七月一日） 

（法律第六十六号） 

第百七十一回通常国会 

麻生内閣 

改正 平成二一年七月一〇日法律第七六号 

同二三年五月二日同第三九号 

同二三年五月二五日同第五四号 

同二三年八月一〇日同第九四号 

同二四年一一月二六日同第九八号 

同二六年五月二一日同第四〇号 

同二六年六月一三日同第六九号 

同二七年七月一七日同第五九号 

同二八年一一月二八日同第八九号 

公文書等の管理に関する法律をここに公布する。 

公文書等の管理に関する法律 

目次 

第一章 総則（第一条―第三条） 

第二章 行政文書の管理 

第一節 文書の作成（第四条） 

第二節 行政文書の整理等（第五条―第十条） 

第三章 法人文書の管理（第十一条―第十三条） 

第四章 歴史公文書等の保存、利用等（第十四条―第二十七条） 

第五章 公文書管理委員会（第二十八条―第三十条） 

第六章 雑則（第三十一条―第三十四条） 

附則 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、国及び独立行政法人等の諸活動や歴史的事実の記録である公文書等が、健全

な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、主権者である国民が主体的に利用し得る

ものであることにかんがみ、国民主権の理念にのっとり、公文書等の管理に関する基本的事項を

定めること等により、行政文書等の適正な管理、歴史公文書等の適切な保存及び利用等を図り、
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もって行政が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに、国及び独立行政法人等の有する

その諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とする。 

（定義） 

第二条 この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。 

一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関（内閣府を除く。）及び内閣の所轄の下に置かれる

機関 

二 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法（平成十一年法律第八十九号）第四十九条第一項及び第

二項に規定する機関（これらの機関のうち第四号の政令で定める機関が置かれる機関にあって

は、当該政令で定める機関を除く。） 

三 国家行政組織法（昭和二十三年法律第百二十号）第三条第二項に規定する機関（第五号の政

令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。） 

四 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法（昭和二十二年法律第七十号）第十

六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条（宮内庁法第十八条第一項にお

いて準用する場合を含む。）の特別の機関で、政令で定めるもの 

五 国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定める

もの 

六 会計検査院 

２ この法律において「独立行政法人等」とは、独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）

第二条第一項に規定する独立行政法人及び別表第一に掲げる法人をいう。 

３ この法律において「国立公文書館等」とは、次に掲げる施設をいう。 

一 独立行政法人国立公文書館（以下「国立公文書館」という。）の設置する公文書館 

二 行政機関の施設及び独立行政法人等の施設であって、前号に掲げる施設に類する機能を有す

るものとして政令で定めるもの 

４ この法律において「行政文書」とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書（図

画及び電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない

方式で作られた記録をいう。以下同じ。）を含む。第十九条を除き、以下同じ。）であって、当

該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいう。ただ

し、次に掲げるものを除く。 

一 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行され

るもの 

二 特定歴史公文書等 

三 政令で定める研究所その他の施設において、政令で定めるところにより、歴史的若しくは文
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化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの（前号に掲げるものを除

く。） 

５ この法律において「法人文書」とは、独立行政法人等の役員又は職員が職務上作成し、又は取

得した文書であって、当該独立行政法人等の役員又は職員が組織的に用いるものとして、当該独

立行政法人等が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。 

一 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行され

るもの 

二 特定歴史公文書等 

三 政令で定める博物館その他の施設において、政令で定めるところにより、歴史的若しくは文

化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの（前号に掲げるものを除

く。） 

四 別表第二の上欄に掲げる独立行政法人等が保有している文書であって、政令で定めるところ

により、専ら同表下欄に掲げる業務に係るものとして、同欄に掲げる業務以外の業務に係るも

のと区分されるもの 

６ この法律において「歴史公文書等」とは、歴史資料として重要な公文書その他の文書をいう。 

７ この法律において「特定歴史公文書等」とは、歴史公文書等のうち、次に掲げるものをいう。 

一 第八条第一項の規定により国立公文書館等に移管されたもの 

二 第十一条第四項の規定により国立公文書館等に移管されたもの 

三 第十四条第四項の規定により国立公文書館の設置する公文書館に移管されたもの 

四 法人その他の団体（国及び独立行政法人等を除く。以下「法人等」という。）又は個人から

国立公文書館等に寄贈され、又は寄託されたもの 

８ この法律において「公文書等」とは、次に掲げるものをいう。 

一 行政文書 

二 法人文書 

三 特定歴史公文書等 

（他の法令との関係） 

第三条 公文書等の管理については、他の法律又はこれに基づく命令に特別の定めがある場合を除

くほか、この法律の定めるところによる。 

第二章 行政文書の管理 

第一節 文書の作成 

第四条 行政機関の職員は、第一条の目的の達成に資するため、当該行政機関における経緯も含め

た意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証す
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ることができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、次に掲げる事項その他の

事項について、文書を作成しなければならない。 

一 法令の制定又は改廃及びその経緯 

二 前号に定めるもののほか、閣議、関係行政機関の長で構成される会議又は省議（これらに準

ずるものを含む。）の決定又は了解及びその経緯 

三 複数の行政機関による申合せ又は他の行政機関若しくは地方公共団体に対して示す基準の設

定及びその経緯 

四 個人又は法人の権利義務の得喪及びその経緯 

五 職員の人事に関する事項 

第二節 行政文書の整理等 

（整理） 

第五条 行政機関の職員が行政文書を作成し、又は取得したときは、当該行政機関の長は、政令で

定めるところにより、当該行政文書について分類し、名称を付するとともに、保存期間及び保存

期間の満了する日を設定しなければならない。 

２ 行政機関の長は、能率的な事務又は事業の処理及び行政文書の適切な保存に資するよう、単独

で管理することが適当であると認める行政文書を除き、適時に、相互に密接な関連を有する行政

文書（保存期間を同じくすることが適当であるものに限る。）を一の集合物（以下「行政文書フ

ァイル」という。）にまとめなければならない。 

３ 前項の場合において、行政機関の長は、政令で定めるところにより、当該行政文書ファイルに

ついて分類し、名称を付するとともに、保存期間及び保存期間の満了する日を設定しなければな

らない。 

４ 行政機関の長は、第一項及び前項の規定により設定した保存期間及び保存期間の満了する日を、

政令で定めるところにより、延長することができる。 

５ 行政機関の長は、行政文書ファイル及び単独で管理している行政文書（以下「行政文書ファイ

ル等」という。）について、保存期間（延長された場合にあっては、延長後の保存期間。以下同

じ。）の満了前のできる限り早い時期に、保存期間が満了したときの措置として、歴史公文書等

に該当するものにあっては政令で定めるところにより国立公文書館等への移管の措置を、それ以

外のものにあっては廃棄の措置をとるべきことを定めなければならない。 

（保存） 

第六条 行政機関の長は、行政文書ファイル等について、当該行政文書ファイル等の保存期間の満

了する日までの間、その内容、時の経過、利用の状況等に応じ、適切な保存及び利用を確保する

ために必要な場所において、適切な記録媒体により、識別を容易にするための措置を講じた上で
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保存しなければならない。 

２ 前項の場合において、行政機関の長は、当該行政文書ファイル等の集中管理の推進に努めなけ

ればならない。 

（行政文書ファイル管理簿） 

第七条 行政機関の長は、行政文書ファイル等の管理を適切に行うため、政令で定めるところによ

り、行政文書ファイル等の分類、名称、保存期間、保存期間の満了する日、保存期間が満了した

ときの措置及び保存場所その他の必要な事項（行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平

成十一年法律第四十二号。以下「行政機関情報公開法」という。）第五条に規定する不開示情報

に該当するものを除く。）を帳簿（以下「行政文書ファイル管理簿」という。）に記載しなけれ

ばならない。ただし、政令で定める期間未満の保存期間が設定された行政文書ファイル等につい

ては、この限りでない。 

２ 行政機関の長は、行政文書ファイル管理簿について、政令で定めるところにより、当該行政機

関の事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに、電子情報処理組織を使用する方法その他の情

報通信の技術を利用する方法により公表しなければならない。 

（移管又は廃棄） 

第八条 行政機関の長は、保存期間が満了した行政文書ファイル等について、第五条第五項の規定

による定めに基づき、国立公文書館等に移管し、又は廃棄しなければならない。 

２ 行政機関（会計検査院を除く。以下この項、第四項、次条第三項、第十条第三項、第三十条及

び第三十一条において同じ。）の長は、前項の規定により、保存期間が満了した行政文書ファイ

ル等を廃棄しようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議し、その同意を得なければな

らない。この場合において、内閣総理大臣の同意が得られないときは、当該行政機関の長は、当

該行政文書ファイル等について、新たに保存期間及び保存期間の満了する日を設定しなければな

らない。 

３ 行政機関の長は、第一項の規定により国立公文書館等に移管する行政文書ファイル等について、

第十六条第一項第一号に掲げる場合に該当するものとして国立公文書館等において利用の制限を

行うことが適切であると認める場合には、その旨の意見を付さなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、行政文書ファイル等について特に保存の必要があると認める場合には、当該

行政文書ファイル等を保有する行政機関の長に対し、当該行政文書ファイル等について、廃棄の

措置をとらないように求めることができる。 

（管理状況の報告等） 

第九条 行政機関の長は、行政文書ファイル管理簿の記載状況その他の行政文書の管理の状況につ

いて、毎年度、内閣総理大臣に報告しなければならない。 
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２ 内閣総理大臣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表しなければならない。 

３ 内閣総理大臣は、第一項に定めるもののほか、行政文書の適正な管理を確保するために必要が

あると認める場合には、行政機関の長に対し、行政文書の管理について、その状況に関する報告

若しくは資料の提出を求め、又は当該職員に実地調査をさせることができる。 

４ 内閣総理大臣は、前項の場合において歴史公文書等の適切な移管を確保するために必要がある

と認めるときは、国立公文書館に、当該報告若しくは資料の提出を求めさせ、又は実地調査をさ

せることができる。 

（行政文書管理規則） 

第十条 行政機関の長は、行政文書の管理が第四条から前条までの規定に基づき適正に行われるこ

とを確保するため、行政文書の管理に関する定め（以下「行政文書管理規則」という。）を設け

なければならない。 

２ 行政文書管理規則には、行政文書に関する次に掲げる事項を記載しなければならない。 

一 作成に関する事項 

二 整理に関する事項 

三 保存に関する事項 

四 行政文書ファイル管理簿に関する事項 

五 移管又は廃棄に関する事項 

六 管理状況の報告に関する事項 

七 その他政令で定める事項 

３ 行政機関の長は、行政文書管理規則を設けようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協

議し、その同意を得なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 

４ 行政機関の長は、行政文書管理規則を設けたときは、遅滞なく、これを公表しなければならな

い。これを変更したときも、同様とする。 

第三章 法人文書の管理 

（法人文書の管理に関する原則） 

第十一条 独立行政法人等は、第四条から第六条までの規定に準じて、法人文書を適正に管理しな

ければならない。 

２ 独立行政法人等は、法人文書ファイル等（能率的な事務又は事業の処理及び法人文書の適切な

保存に資するよう、相互に密接な関連を有する法人文書を一の集合物にまとめたもの並びに単独

で管理している法人文書をいう。以下同じ。）の管理を適切に行うため、政令で定めるところに

より、法人文書ファイル等の分類、名称、保存期間、保存期間の満了する日、保存期間が満了し

たときの措置及び保存場所その他の必要な事項（独立行政法人等の保有する情報の公開に関する
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法律（平成十三年法律第百四十号。以下「独立行政法人等情報公開法」という。）第五条に規定

する不開示情報に該当するものを除く。）を帳簿（以下「法人文書ファイル管理簿」という。）

に記載しなければならない。ただし、政令で定める期間未満の保存期間が設定された法人文書フ

ァイル等については、この限りでない。 

３ 独立行政法人等は、法人文書ファイル管理簿について、政令で定めるところにより、当該独立

行政法人等の事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに、電子情報処理組織を使用する方法そ

の他の情報通信の技術を利用する方法により公表しなければならない。 

４ 独立行政法人等は、保存期間が満了した法人文書ファイル等について、歴史公文書等に該当す

るものにあっては政令で定めるところにより国立公文書館等に移管し、それ以外のものにあって

は廃棄しなければならない。 

５ 独立行政法人等は、前項の規定により国立公文書館等に移管する法人文書ファイル等について、

第十六条第一項第二号に掲げる場合に該当するものとして国立公文書館等において利用の制限を

行うことが適切であると認める場合には、その旨の意見を付さなければならない。 

（管理状況の報告等） 

第十二条 独立行政法人等は、法人文書ファイル管理簿の記載状況その他の法人文書の管理の状況

について、毎年度、内閣総理大臣に報告しなければならない。 

２ 内閣総理大臣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表しなければならない。 

（法人文書管理規則） 

第十三条 独立行政法人等は、法人文書の管理が前二条の規定に基づき適正に行われることを確保

するため、第十条第二項の規定を参酌して、法人文書の管理に関する定め（以下「法人文書管理

規則」という。）を設けなければならない。 

２ 独立行政法人等は、法人文書管理規則を設けたときは、遅滞なく、これを公表しなければなら

ない。これを変更したときも、同様とする。 

第四章 歴史公文書等の保存、利用等 

（行政機関以外の国の機関が保有する歴史公文書等の保存及び移管） 

第十四条 国の機関（行政機関を除く。以下この条において同じ。）は、内閣総理大臣と協議して

定めるところにより、当該国の機関が保有する歴史公文書等の適切な保存のために必要な措置を

講ずるものとする。 

２ 内閣総理大臣は、前項の協議による定めに基づき、歴史公文書等について、国立公文書館にお

いて保存する必要があると認める場合には、当該歴史公文書等を保有する国の機関との合意によ

り、その移管を受けることができる。 

３ 前項の場合において、必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、あらかじめ、国立公文書
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館の意見を聴くことができる。 

４ 内閣総理大臣は、第二項の規定により移管を受けた歴史公文書等を国立公文書館の設置する公

文書館に移管するものとする。 

（特定歴史公文書等の保存等） 

第十五条 国立公文書館等の長（国立公文書館等が行政機関の施設である場合にあってはその属す

る行政機関の長、国立公文書館等が独立行政法人等の施設である場合にあってはその施設を設置

した独立行政法人等をいう。以下同じ。）は、特定歴史公文書等について、第二十五条の規定に

より廃棄されるに至る場合を除き、永久に保存しなければならない。 

２ 国立公文書館等の長は、特定歴史公文書等について、その内容、保存状態、時の経過、利用の

状況等に応じ、適切な保存及び利用を確保するために必要な場所において、適切な記録媒体によ

り、識別を容易にするための措置を講じた上で保存しなければならない。 

３ 国立公文書館等の長は、特定歴史公文書等に個人情報（生存する個人に関する情報であって、

当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるも

の（他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなる

ものを含む。）をいう。）が記録されている場合には、当該個人情報の漏えいの防止のために必

要な措置を講じなければならない。 

４ 国立公文書館等の長は、政令で定めるところにより、特定歴史公文書等の分類、名称、移管又

は寄贈若しくは寄託をした者の名称又は氏名、移管又は寄贈若しくは寄託を受けた時期及び保存

場所その他の特定歴史公文書等の適切な保存を行い、及び適切な利用に資するために必要な事項

を記載した目録を作成し、公表しなければならない。 

（特定歴史公文書等の利用請求及びその取扱い） 

第十六条 国立公文書館等の長は、当該国立公文書館等において保存されている特定歴史公文書等

について前条第四項の目録の記載に従い利用の請求があった場合には、次に掲げる場合を除き、

これを利用させなければならない。 

一 当該特定歴史公文書等が行政機関の長から移管されたものであって、当該特定歴史公文書等

に次に掲げる情報が記録されている場合 

イ 行政機関情報公開法第五条第一号に掲げる情報 

ロ 行政機関情報公開法第五条第二号又は第六号イ若しくはホに掲げる情報 

ハ 公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が

損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると当該特

定歴史公文書等を移管した行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報 

ニ 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の
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安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると当該特定歴史公文書等を移管した行政機関

の長が認めることにつき相当の理由がある情報 

二 当該特定歴史公文書等が独立行政法人等から移管されたものであって、当該特定歴史公文書

等に次に掲げる情報が記録されている場合 

イ 独立行政法人等情報公開法第五条第一号に掲げる情報 

ロ 独立行政法人等情報公開法第五条第二号又は第四号イからハまで若しくはトに掲げる情報 

三 当該特定歴史公文書等が国の機関（行政機関を除く。）から移管されたものであって、当該

国の機関との合意において利用の制限を行うこととされている場合 

四 当該特定歴史公文書等がその全部又は一部を一定の期間公にしないことを条件に法人等又は

個人から寄贈され、又は寄託されたものであって、当該期間が経過していない場合 

五 当該特定歴史公文書等の原本を利用に供することにより当該原本の破損若しくはその汚損を

生ずるおそれがある場合又は当該特定歴史公文書等を保存する国立公文書館等において当該原

本が現に使用されている場合 

２ 国立公文書館等の長は、前項に規定する利用の請求（以下「利用請求」という。）に係る特定

歴史公文書等が同項第一号又は第二号に該当するか否かについて判断するに当たっては、当該特

定歴史公文書等が行政文書又は法人文書として作成又は取得されてからの時の経過を考慮すると

ともに、当該特定歴史公文書等に第八条第三項又は第十一条第五項の規定による意見が付されて

いる場合には、当該意見を参酌しなければならない。 

３ 国立公文書館等の長は、第一項第一号から第四号までに掲げる場合であっても、同項第一号イ

からニまで若しくは第二号イ若しくはロに掲げる情報又は同項第三号の制限若しくは同項第四号

の条件に係る情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、利用請求を

した者に対し、当該部分を除いた部分を利用させなければならない。ただし、当該部分を除いた

部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。 

（本人情報の取扱い） 

第十七条 国立公文書館等の長は、前条第一項第一号イ及び第二号イの規定にかかわらず、これら

の規定に掲げる情報により識別される特定の個人（以下この条において「本人」という。）から、

当該情報が記録されている特定歴史公文書等について利用請求があった場合において、政令で定

めるところにより本人であることを示す書類の提示又は提出があったときは、本人の生命、健康、

生活又は財産を害するおそれがある情報が記録されている場合を除き、当該特定歴史公文書等に

つきこれらの規定に掲げる情報が記録されている部分についても、利用させなければならない。 

（第三者に対する意見書提出の機会の付与等） 

第十八条 利用請求に係る特定歴史公文書等に国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政
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法人及び利用請求をした者以外の者（以下この条において「第三者」という。）に関する情報が

記録されている場合には、国立公文書館等の長は、当該特定歴史公文書等を利用させるか否かに

ついての決定をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、利用請求に係る特定歴史公文書

等の名称その他政令で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。 

２ 国立公文書館等の長は、第三者に関する情報が記録されている特定歴史公文書等の利用をさせ

ようとする場合であって、当該情報が行政機関情報公開法第五条第一号ロ若しくは第二号ただし

書に規定する情報又は独立行政法人等情報公開法第五条第一号ロ若しくは第二号ただし書に規定

する情報に該当すると認めるときは、利用させる旨の決定に先立ち、当該第三者に対し、利用請

求に係る特定歴史公文書等の名称その他政令で定める事項を書面により通知して、意見書を提出

する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りで

ない。 

３ 国立公文書館等の長は、特定歴史公文書等であって第十六条第一項第一号ハ又はニに該当する

ものとして第八条第三項の規定により意見を付されたものを利用させる旨の決定をする場合には、

あらかじめ、当該特定歴史公文書等を移管した行政機関の長に対し、利用請求に係る特定歴史公

文書等の名称その他政令で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなけ

ればならない。 

４ 国立公文書館等の長は、第一項又は第二項の規定により意見書を提出する機会を与えられた第

三者が当該特定歴史公文書等を利用させることに反対の意思を表示した意見書を提出した場合に

おいて、当該特定歴史公文書等を利用させる旨の決定をするときは、その決定の日と利用させる

日との間に少なくとも二週間を置かなければならない。この場合において、国立公文書館等の長

は、その決定後直ちに、当該意見書（第二十一条第四項第二号において「反対意見書」という。）

を提出した第三者に対し、利用させる旨の決定をした旨及びその理由並びに利用させる日を書面

により通知しなければならない。 

（平二六法六九・一部改正） 

（利用の方法） 

第十九条 国立公文書館等の長が特定歴史公文書等を利用させる場合には、文書又は図画について

は閲覧又は写しの交付の方法により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘

案して政令で定める方法により行う。ただし、閲覧の方法により特定歴史公文書等を利用させる

場合にあっては、当該特定歴史公文書等の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他

正当な理由があるときに限り、その写しを閲覧させる方法により、これを利用させることができ

る。 

（手数料） 
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第二十条 写しの交付により特定歴史公文書等を利用する者は、政令で定めるところにより、手数

料を納めなければならない。 

２ 前項の手数料の額は、実費の範囲内において、できる限り利用しやすい額とするよう配慮して、

国立公文書館等の長が定めるものとする。 

（審査請求及び公文書管理委員会への諮問） 

第二十一条 利用請求に対する処分又は利用請求に係る不作為について不服がある者は、国立公文

書館等の長に対し、審査請求をすることができる。 

２ 利用請求に対する処分又は利用請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法

（平成二十六年法律第六十八号）第九条、第十七条、第二十四条、第二章第三節及び第四節並び

に第五十条第二項の規定は、適用しない。 

３ 利用請求に対する処分又は利用請求に係る不作為に係る審査請求についての行政不服審査法第

二章の規定の適用については、同法第十一条第二項中「第九条第一項の規定により指名された者

（以下「審理員」という。）」とあるのは「第四条の規定により審査請求がされた行政庁（第十

四条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。）」と、同法第十三条

第一項及び第二項中「審理員」とあるのは「審査庁」と、同法第二十五条第七項中「あったとき、

又は審理員から第四十条に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出されたとき」とあるのは

「あったとき」と、同法第四十四条中「行政不服審査会等」とあるのは「公文書管理委員会」と、

「受けたとき（前条第一項の規定による諮問を要しない場合（同項第二号又は第三号に該当する

場合を除く。）にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号又は第三号に該当する場

合にあっては同項第二号又は第三号に規定する議を経たとき）」とあるのは「受けたとき」と、

同法第五十条第一項第四号中「審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等」とあるの

は「公文書管理委員会」とする。 

４ 利用請求に対する処分又は利用請求に係る不作為に係る審査請求があったときは、国立公文書

館等の長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、公文書管理委員会に諮問しなければな

らない。 

一 審査請求が不適法であり、却下する場合 

二 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る特定歴史公文書等の全部を利用させ

ることとする場合（当該特定歴史公文書等の利用について反対意見書が提出されている場合を

除く。） 

（平二六法六九・全改） 

第二十二条 独立行政法人等情報公開法第十九条第二項及び第二十条並びに情報公開・個人情報保

護審査会設置法（平成十五年法律第六十号）第九条から第十六条までの規定は、前条第一項の規
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定による審査請求について準用する。この場合において、独立行政法人等情報公開法第十九条第

二項中「前項」とあるのは「公文書等の管理に関する法律（以下「公文書管理法」という。）第

二十一条第四項」と、「独立行政法人等」とあるのは「公文書管理法第十五条第一項に規定する

国立公文書館等の長」と、同項第二号中「開示請求者（開示請求者が」とあるのは「利用請求（公

文書管理法第十六条第二項に規定する利用請求をいう。以下同じ。）をした者（利用請求をした

者が」と、同項第三号中「法人文書の開示について反対意見書」とあるのは「特定歴史公文書等

（公文書管理法第二条第七項に規定する特定歴史公文書等をいう。以下同じ。）の利用について

公文書管理法第十八条第四項に規定する反対意見書」と、独立行政法人等情報公開法第二十条中

「第十四条第三項」とあるのは「公文書管理法第十八条第四項」と、同条第一号中「開示決定」

とあるのは「利用させる旨の決定」と、同条第二号中「開示決定等」とあるのは「利用請求に対

する処分」と、「開示請求」とあるのは「利用請求」と、「法人文書」とあるのは「特定歴史公

文書等」と、「開示する旨」とあるのは「利用させる旨」と、「の開示」とあるのは「を利用さ

せること」と、情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条から第十六条までの規定中「審査会」

とあるのは「公文書管理委員会」と、同法第九条第一項中「諮問庁」とあるのは「諮問庁（公文

書等の管理に関する法律（以下「公文書管理法」という。）第二十一条第四項の規定により諮問

をした公文書管理法第十五条第一項に規定する国立公文書館等の長をいう。以下この条において

同じ。）」と、「行政文書等又は保有個人情報の提示」とあるのは「特定歴史公文書等（公文書

管理法第二条第七項に規定する特定歴史公文書等をいう。以下同じ。）の提示」と、「行政文書

等又は保有個人情報の開示」とあるのは「特定歴史公文書等の開示」と、同条第三項中「行政文

書等に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報」とあるのは「特定歴史公文書

等に記録されている情報」と、同法第十二条中「行政文書等若しくは保有個人情報」とあるのは

「特定歴史公文書等」と読み替えるものとする。 

（平二六法六九・一部改正） 

（利用の促進） 

第二十三条 国立公文書館等の長は、特定歴史公文書等（第十六条の規定により利用させることが

できるものに限る。）について、展示その他の方法により積極的に一般の利用に供するよう努め

なければならない。 

（移管元行政機関等による利用の特例） 

第二十四条 特定歴史公文書等を移管した行政機関の長又は独立行政法人等が国立公文書館等の長

に対してそれぞれその所掌事務又は業務を遂行するために必要であるとして当該特定歴史公文書

等について利用請求をした場合には、第十六条第一項第一号又は第二号の規定は、適用しない。 

（特定歴史公文書等の廃棄） 
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第二十五条 国立公文書館等の長は、特定歴史公文書等として保存されている文書が歴史資料とし

て重要でなくなったと認める場合には、内閣総理大臣に協議し、その同意を得て、当該文書を廃

棄することができる。 

（保存及び利用の状況の報告等） 

第二十六条 国立公文書館等の長は、特定歴史公文書等の保存及び利用の状況について、毎年度、

内閣総理大臣に報告しなければならない。 

２ 内閣総理大臣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表しなければならない。 

（利用等規則） 

第二十七条 国立公文書館等の長は、特定歴史公文書等の保存、利用及び廃棄が第十五条から第二

十条まで及び第二十三条から前条までの規定に基づき適切に行われることを確保するため、特定

歴史公文書等の保存、利用及び廃棄に関する定め（以下「利用等規則」という。）を設けなけれ

ばならない。 

２ 利用等規則には、特定歴史公文書等に関する次に掲げる事項を記載しなければならない。 

一 保存に関する事項 

二 第二十条に規定する手数料その他一般の利用に関する事項 

三 特定歴史公文書等を移管した行政機関の長又は独立行政法人等による当該特定歴史公文書等

の利用に関する事項 

四 廃棄に関する事項 

五 保存及び利用の状況の報告に関する事項 

３ 国立公文書館等の長は、利用等規則を設けようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協

議し、その同意を得なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 

４ 国立公文書館等の長は、利用等規則を設けたときは、遅滞なく、これを公表しなければならな

い。これを変更したときも、同様とする。 

第五章 公文書管理委員会 

（委員会の設置） 

第二十八条 内閣府に、公文書管理委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

２ 委員会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。 

３ 委員会の委員は、公文書等の管理に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が

任命する。 

４ この法律に規定するもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。 

（委員会への諮問） 

第二十九条 内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、委員会に諮問しなければならない。 
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一 第二条第一項第四号若しくは第五号、第三項第二号、第四項第三号若しくは第五項第三号若

しくは第四号、第五条第一項若しくは第三項から第五項まで、第七条、第十条第二項第七号、

第十一条第二項から第四項まで、第十五条第四項、第十七条、第十八条第一項から第三項まで、

第十九条又は第二十条第一項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。 

二 第十条第三項、第二十五条又は第二十七条第三項の規定による同意をしようとするとき。 

三 第三十一条の規定による勧告をしようとするとき。 

（資料の提出等の求め） 

第三十条 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認める場合には、関係行政機関の

長又は国立公文書館等の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めるこ

とができる。 

第六章 雑則 

（内閣総理大臣の勧告） 

第三十一条 内閣総理大臣は、この法律を実施するため特に必要があると認める場合には、行政機

関の長に対し、公文書等の管理について改善すべき旨の勧告をし、当該勧告の結果とられた措置

について報告を求めることができる。 

（研修） 

第三十二条 行政機関の長及び独立行政法人等は、それぞれ、当該行政機関又は当該独立行政法人

等の職員に対し、公文書等の管理を適正かつ効果的に行うために必要な知識及び技能を習得させ、

及び向上させるために必要な研修を行うものとする。 

２ 国立公文書館は、行政機関及び独立行政法人等の職員に対し、歴史公文書等の適切な保存及び

移管を確保するために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修を行う

ものとする。 

（組織の見直しに伴う行政文書等の適正な管理のための措置） 

第三十三条 行政機関の長は、当該行政機関について統合、廃止等の組織の見直しが行われる場合

には、その管理する行政文書について、統合、廃止等の組織の見直しの後においてこの法律の規

定に準じた適正な管理が行われることが確保されるよう必要な措置を講じなければならない。 

２ 独立行政法人等は、当該独立行政法人等について民営化等の組織の見直しが行われる場合には、

その管理する法人文書について、民営化等の組織の見直しの後においてこの法律の規定に準じた

適正な管理が行われることが確保されるよう必要な措置を講じなければならない。 

（地方公共団体の文書管理） 

第三十四条 地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その保有する文書の適正な管理に関し

て必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならない。 
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附 則 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施

行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

（平成二二年政令第二四九号で平成二三年四月一日から施行） 

一 第五章（第二十九条第二号及び第三号を除く。）の規定、附則第十条中内閣府設置法第三十

七条第二項の表の改正規定及び附則第十一条第三項の規定 公布の日から起算して一年を超え

ない範囲内において政令で定める日 

（平成二二年政令第一六五号で平成二二年六月二八日から施行） 

（特定歴史公文書等に関する経過措置） 

第二条 この法律の施行の際現に国立公文書館等が保存する歴史公文書等については、特定歴史公

文書等とみなす。 

（行政機関以外の国の機関が保有する歴史公文書等の保存及び移管に関する経過措置） 

第三条 この法律の施行前に次条の規定による改正前の国立公文書館法（平成十一年法律第七十九

号）第十五条第一項の規定に基づく協議による国の機関（行政機関を除く。）と内閣総理大臣と

の定めは、第十四条第一項の規定に基づく協議による定めとみなす。 

（検討） 

第十三条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況を勘案しつつ、行

政文書及び法人文書の範囲その他の事項について検討を加え、必要があると認めるときは、その

結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

２ 国会及び裁判所の文書の管理の在り方については、この法律の趣旨、国会及び裁判所の地位及

び権能等を踏まえ、検討が行われるものとする。 

附 則 （平成二一年七月一〇日法律第七六号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施

行する。 

（平成二三年政令第三三三号で平成二三年一一月一日から施行） 

附 則 （平成二三年五月二日法律第三九号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項及び第四十七条並びに附則第

二十二条から第五十一条までの規定は、平成二十四年四月一日から施行する。 

（株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置） 
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第五十条  

２ 前項に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

附 則 （平成二三年五月二五日法律第五四号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日か

ら施行する。 

（平成二三年政令第三〇一号で平成二四年七月一日から施行） 

附 則 （平成二三年八月一〇日法律第九四号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。 

附 則 （平成二四年一一月二六日法律第九八号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。 

附 則 （平成二六年五月二一日法律第四〇号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施

行する。 

（平成二六年政令第二七二号で平成二六年八月一八日から施行） 

附 則 （平成二六年六月一三日法律第六九号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、行政不服審査法（平成二十六年法律第六十八号）の施行の日から施行する。 

（施行の日＝平成二八年四月一日） 

（経過措置の原則） 

第五条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前に

された行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係

るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。 

（訴訟に関する経過措置） 

第六条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他

の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提

起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの（当該不服申立てが他の不

服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場

合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を
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経過したものを含む。）の訴えの提起については、なお従前の例による。 

２ この法律の規定による改正前の法律の規定（前条の規定によりなお従前の例によることとされ

る場合を含む。）により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定に

よる改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起す

ることができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。 

３ 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施

行前に提起されたものについては、なお従前の例による。 

（その他の経過措置の政令への委任） 

第十条 附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰

則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

附 則 （平成二七年七月一七日法律第五九号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。 

附 則 （平成二八年一一月二八日法律第八九号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施

行する。ただし、第一章、第三章、第百三条、第百六条、第百七条、第百十条（第八十条（第八

十六条及び第八十八条第二項において準用する場合を含む。）に係る部分に限る。）、第百十二

条（第十二号に係る部分に限る。）、第百十四条及び第百十五条の規定並びに附則第五条から第

九条まで、第十一条、第十四条から第十七条まで、第十八条（登録免許税法（昭和四十二年法律

第三十五号）別表第三の改正規定に限る。）、第二十条から第二十三条まで及び第二十六条の規

定は、公布の日から施行する。 

（政令への委任） 

第二十六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置（罰則に関す

る経過措置を含む。）は、政令で定める。 

別表第一（第二条関係） 

（平二一法七六・平二三法三九・平二三法五四・平二三法九四・平二六法四〇・平二七法

五九・平二八法八九・一部改正） 

名称 根拠法 

沖縄科学技術大学院大学学園 沖縄科学技術大学院大学学園法（平成二十一年法律第七十六号） 

沖縄振興開発金融公庫 沖縄振興開発金融公庫法（昭和四十七年法律第三十一号） 
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外国人技能実習機構 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法

律（平成二十八年法律第八十九号） 

株式会社国際協力銀行 株式会社国際協力銀行法（平成二十三年法律第三十九号） 

株式会社日本政策金融公庫 株式会社日本政策金融公庫法（平成十九年法律第五十七号） 

株式会社日本貿易保険 貿易保険法（昭和二十五年法律第六十七号） 

原子力損害賠償・廃炉等支援機構原子力損害賠償・廃炉等支援機構法（平成二十三年法律第九十四

号） 

国立大学法人 国立大学法人法（平成十五年法律第百十二号） 

新関西国際空港株式会社 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管

理に関する法律（平成二十三年法律第五十四号） 

大学共同利用機関法人 国立大学法人法 

日本銀行 日本銀行法（平成九年法律第八十九号） 

日本司法支援センター 総合法律支援法（平成十六年法律第七十四号） 

日本私立学校振興・共済事業団 日本私立学校振興・共済事業団法（平成九年法律第四十八号） 

日本中央競馬会 日本中央競馬会法（昭和二十九年法律第二百五号） 

日本年金機構 日本年金機構法（平成十九年法律第百九号） 

農水産業協同組合貯金保険機構 農水産業協同組合貯金保険法（昭和四十八年法律第五十三号） 

放送大学学園 放送大学学園法（平成十四年法律第百五十六号） 

預金保険機構 預金保険法（昭和四十六年法律第三十四号） 

別表第二（第二条関係） 

（平二三法五四・平二四法九八・一部改正） 

新関西国際空港株式会社 一 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及

び管理に関する法律（以下この項において「設置管理法」とい

う。）第九条第一項の事業に係る業務のうち関西国際空港に係

るものであって、次のいずれかに該当するもの 

イ 関西国際空港及び設置管理法第九条第一項第二号に規定す

る施設の設置（これらの建設に係るものを除く。）及び管理

の事業に係る業務 

ロ 設置管理法第九条第一項第三号の政令で定める施設及び同

項第六号に規定する施設の管理の事業に係る業務 

ハ イ又はロに規定する事業に附帯する事業に係る業務 
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二 設置管理法第九条第一項の事業に係る業務のうち大阪国際空

港に係るもの 

三 設置管理法第九条第二項に規定する事業に係る業務 

日本私立学校振興・共済事業団 一 日本私立学校振興・共済事業団法（以下この項において「事

業団法」という。）第二十三条第一項第六号から第九号までに

掲げる業務 

二 事業団法第二十三条第二項に規定する業務 

三 事業団法第二十三条第三項第一号及び第二号に掲げる業務 
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○つくば市文書等管理規程 

平成18年３月31日 

訓令第５号 

庁中一般 

出先機関 

改正 平成19年３月29日訓令第３号 

平成20年３月31日訓令第３号 

平成22年４月１日訓令第11号 

平成23年３月31日訓令第９号 

平成26年３月28日訓令第５号 

平成27年10月１日訓令第12号 

目次 

第１章 総則（第１条―第13条） 

第２章 文書等の収受等 

第１節 電子文書の収受及び配布（第14条―第16条） 

第２節 文書の収受及び配布（第17条―第21条） 

第３章 文書等の作成等（第22条―第41条） 

第４章 文書等の整理及び保存 

第１節 通則（第42条―第45条） 

第２節 文書等の引継ぎ等（第46条―第48条） 

第３節 文書等の保存期間（第49条―第51条） 

第４節 文書等の利用（第52条―第54条） 

第５節 文書等の廃棄（第55条・第56条） 

第５章 秘密文書の処理（第57条―第62条） 

附則 

第１章 総則 

（通則） 

第１条 つくば市（以下「市」という。）の文書等の管理に関しては，別に定めがある場合を除く

ほか，この規程の定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この規程において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところによる。 

(1) 文書等 職務上作成し，又は取得した文書，図画，写真，フィルム及び電磁的記録（電子的
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方式，磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をい

う。以下同じ。）をいう。 

(2) 文書 文字又はこれに代わるべき符号を用い，紙の上に永続すべき状態において職務に係る

事案を記載したものをいう。 

(3) 電子文書 電磁的記録のうち，文書管理システムによる情報処理の用に供するため当該シス

テムに記録されたものをいう。 

(4) 課 つくば市行政組織規則（平成22年つくば市規則第18号）第４条に規定する課，同規則第

５条に規定する室，同規則第23条に規定する出先機関，同規則第24条に規定する出張所，つく

ば市会計管理者の補助組織に関する規則（平成26年つくば市規則第６号）第２条に規定する会

計事務局及び臨時又は特別の事務を処理するため設けられた課に相当する組織をいう。 

(5) 課長 課の長をいう。 

(6) 審議 主管の系列に属する者がその職位との関連において，事案の決定のための案を記載し

た電子文書又は文書（以下「起案文書」という。）について調査及び検討をし，その内容及び

形式に対する意見を決裁権者に表明することをいう。 

(7) 合議 主管の系列以外の系列に属する者がその職位との関連において，起案文書について調

査及び検討をし，その内容に対する意見を決裁権者に表明することをいう。 

(8) 審査 主として法令の適用関係の適正化を図る目的で起案文書について調査及び検討をし，

その内容及び形式に対する意見を決裁権者に表明することをいう。 

(9) 供覧文書 組織内において閲覧に供するため第35条第１項の規定により回付する電子文書

又は文書で意思決定を伴わないものをいう。 

(10) 文書管理システム 電子計算機（演算装置，制御装置，記憶装置及び入力装置からなる電

子情報処理装置をいう。）を利用して文書等の収受，起案，決裁，保存，廃棄等の事務の処理

及び文書等に係る情報の総合的な管理等を行う情報処理システムをいう。 

(11) 電子署名 電子計算機による情報処理の用に供される電磁的記録に記録することができる

情報について行われる措置であって，次のいずれにも該当するものをいう。 

ア 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。 

イ 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。 

(12) 総合行政ネットワーク文書 総合行政ネットワークを通じて交換される電磁的記録をいう。 

（平20訓令３・平22訓令11・平23訓令９・平26訓令５・平27訓令12・一部改正） 

（文書等の取扱いの基本） 

第３条 文書等は，正確，迅速，丁寧に取扱い，事務が適正かつ能率的に行われるように処理し，

及び管理しなければならない。 
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（総務課長の職責等） 

第４条 総務部総務課長（以下「総務課長」という。）は，文書等の管理が適正かつ能率的に遂行

されるように常に留意し，適切な指導，調整及び改善を行わなければならない。 

２ 総務課長は，次に掲げる事務を統括する。 

(1) 文書等の収受，配布及び発送に関すること。 

(2) 文書等の処理の促進に関すること。 

(3) 文書等の整理，保管，保存，引継ぎ及び廃棄に関すること。 

(4) 文書等の管理に関する事務（以下「文書事務」という。）の指導及び改善に関すること。 

(5) 前各号に定めるもののほか，文書事務に関し必要なこと。 

（課長の職責） 

第５条 課長は，当該課の文書事務が適正かつ能率的に処理されるように常に留意し，指導しなけ

ればならない。 

第６条 削除 

（平22訓令11） 

（文書管理主任） 

第７条 課に，文書管理主任を置く。 

２ 文書管理主任は，課長を補佐する職員で庶務を担当する最上席の職の者をもって充てる。ただ

し，課長が特に指定したときは，この限りでない。 

３ 課長は，前項ただし書の規定により文書管理主任を指定したときは，速やかにその職名及び氏

名を総務課長に通知しなければならない。 

４ 文書管理主任は，上司の命を受け，その所属する課における次に掲げる事務を行う。 

(1) 配付された文書等の点検及び収受に関すること。 

(2) 起案文書の決裁区分，審議先，合議先，審査先及び供覧先の審査に関すること。 

(3) 起案文書についての違法性，不当性，様式の有無その他内容の審査及び調整に関すること。 

(4) 起案文書の文章及び用語用字の調整に関すること。 

(5) 文書等の整理，保管，保存，引継ぎ及び廃棄に関すること。 

(6) 文書等の処理の促進に関すること。 

(7) 前各号に定めるもののほか，文書事務の管理に関すること。 

（文書取扱員） 

第８条 課に文書取扱員１人以上を置く。 

２ 文書取扱員は，課長が指定するものとし，課長は，その職名及び氏名を総務課長に通知するも

のとする。 
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３ 文書取扱員は，文書管理主任の指示を受け，その所属する課における次に掲げる事務に従事す

る。 

(1) 文書等の収受及び回付に関すること。 

(2) 発送文書の総務課への回付に関すること。 

(3) 未完結文書の追求に関すること。 

(4) 文書等の登録に関すること。 

(5) 文書等の整理及び保管に関すること。 

(6) 前各号に定めるもののほか，文書等の取扱いに関すること。 

（平22訓令11・一部改正） 

（事案の決定の方式） 

第９条 事案の決定は，文書管理システムによる電磁的記録方式（以下「電子決裁方式」という。）

又は書面による方式（以下「書面決裁方式」という。）により行うものとする。 

２ 秘密の取扱い若しくは緊急の取扱いを要する事案については，起案文書によらないで事案の決

定をすることができる。ただし，秘密の取扱い又は緊急の取扱いを要する事案の決定については，

当該決定後にこの規程に規定する決定の手続を行わなければならない。 

（文書等の管理） 

第１０条 別に定めのある場合を除き，文書等の管理は，文書管理システムにより行うものとする。 

（文書管理帳票） 

第１１条 文書の収受に関する帳票及びその使用の方法は，次に定めるとおりとする。 

(1) 文書収受簿 総務課長が第17条第３項の表第２号から第４号まで及び同条第４項に掲げる

文書を主管課長に配布する場合又は主管課長が第18条第２項の表第１号に掲げる文書を名あて

人に引き渡す場合に，その経過を記載する。 

(2) 親展（秘）文書受付簿 総務課長が第17条第３項の表第１号に掲げる文書を市長公室秘書課

長に配布する場合に，その経過を記載する。 

（平22訓令11・一部改正） 

（特例簿冊） 

第１２条 第10条の規定にかかわらず，同種の文書等を定例的に処理する場合においては，主管課

長は，総務課長の承認を得て，文書管理システムによる管理に代えて当該文書等を管理するため

の帳票（以下「特例簿冊」という。）を使用して当該文書等の管理を行うことができる。 

２ 前項の規定により特例簿冊を定めた場合においては，主管課長は，総務課長にその様式（第４

項の方式による場合にあっては，当該帳票に記載すべき事項）を通知するものとする。 

３ 総務課長は，前項の規定による通知を受けた場合においては，当該通知に係る特例簿冊につい
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て登録番号を付して登録し，当該通知をした主管課長にその登録番号を通知するものとする。 

４ 主管課長は，特例簿冊を使用する場合において，記載すべき事項を電子計算機に入力し，記録

する方式により当該帳票を調製することができる。 

（文書記号及び文書番号） 

第１３条 文書等には，収受し，又は発議した日の属する会計年度（以下「年度」という。）の数

字を付すとともに，発議する文書等には課ごとに総務課長の定める２以内の文字で課を表す記号

を付し，番号を記載しなければならない。ただし，文書発送簿に登録しない文書等，例規文書，

告示文書及び議案等の文書等で総務課長の指定するものについては，この限りでない。 

２ 対外文書等については，前項の記号に「つくば」を冠記する。 

３ 前条第１項の規定により特例簿冊を使用する場合及び特に必要のある場合の文書等の記号は，

当該課の文書管理主任が総務課長の承認を得て前２項に規定する記号に当該事案を表示する２文

字以内を加えたものを付するものとする。 

４ 文書等の番号は，一連番号により毎年４月１日に第１号から付け始め，翌年３月31日に止める。

ただし，例規文書，告示文書及び議案等の文書で総務課長の指定するものは，暦年によることが

できる。 

第２章 文書等の収受等 

第１節 電子文書の収受及び配布 

（電磁的記録の受信等） 

第１４条 電磁的記録の受信は，通信回線に接続した情報処理システム（以下「通信情報処理シス

テム」という。）を利用して行うものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず，主管課長は，特別の事情があると認めるときは，フロッピーディス

ク，光ディスク等の媒体により電磁的記録を受領することができる。 

３ 通信情報処理システムヘの着信の確認は，定時に行うものとする。 

（電子文書の収受の処理） 

第１５条 文書管理主任は，主管課長の指示を受けて，通信情報処理システム，庁内情報システム

若しくは文書管理システムを利用して主管課に到達し，又は前条第２項の規定により受領した電

磁的記録のうち収受の処理が必要と認めるものを文書管理システムに記録するものとする。 

（電子文書の配布） 

第１６条 文書管理主任は，主管課長の指示を受けて必要に応じ，文書管理システムに記録した電

子文書（以下この条において「到達した電子文書」という。）を，当該到達した電子文書の事務

担当者又は当該到達した電子文書を所掌する係に配布するものとする。 

第２節 文書の収受及び配布 
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（到達した文書の取扱い） 

第１７条 市庁舎に到達した文書は，総務課長が受領するものとする。 

２ 総務課長は，前項の規定により受領した文書（市長又は副市長あての親展（秘）文書その他開

封を不適当と認める文書を除く。）を主管課長に配布するものとする。ただし，重要又は異例な

文書で緊急の取扱いを必要と認めるものは，その配布前に市長，副市長又は会計管理者の閲覧を

受けるものとする。 

３ 総務課長は，前項の規定により受領した文書を次の表に定めるところにより処理するものとす

る。 

番号 文書の種別 処理の方法 

1 市長又は副市長あての親展（秘）

文書その他開封を不適当と認める

文書 

封筒に様式第1号による収受印を押し，親展（秘）文書受

付簿に当該文書に係る所要事項を記載し，受領印を押させ

た上，市長公室秘書課長に配布する。 

2 書留扱い（現金書留，引受時刻証

明，配達証明，内容証明，代金引

換及び特別送達の取扱いを含む。

以下この項において同じ。）又は

民間事業者による信書の送達に関

する法律（平成14年法律第99号）

第2条第6項に規定する一般信書便

事業者若しくは同条第9項に規定

する特定信書便事業者の提供する

同条第2項に規定する信書便（以下

「信書便」という。）の役務のう

ち書留扱いに準ずるものとして市

長が定めるものによる文書（以下

「書留扱い等による文書」とい

う。） 

ア 封筒に収受印を押し，書留受付簿に当該文書に係る所

要事項を記載し，受領印を押させた上，主管課長に配布

する。 

イ 開封した文書のうち，現金又は金券が添付されている

ものについては，アの処理をするほか，金券受付簿に当

該文書に係る所要事項を記載し，封筒の余白に金額（紙

幣以外の金券にあっては，その種類及び数。以下同じ。）

を記載して収受事務担当者の確認印を押す。 

3 開封した文書のうち，収受の日時

が権利の得喪にかかわると認めら

れるもの 

ア 文書の余白に収受印を押し，到達日時を明記して，収

受事務担当者の確認印を押し，書留受付簿に当該文書に

係る所要事項を記載し，受領印を押させた上，主管課長

に配布する。 
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イ 差押通知書，債権譲渡通知書その他これらに類するも

のを主管課長に配布する場合には，会計管理者を経由す

る。 

4 開封した文書のうち，現金又は金

券が添付されているもの（第2号に

該当するものを除く。） 

封筒の余白に収受印を押し，金額等を記載して金券受付簿

に当該文書に係る所要事項を記載し，受領印を押させた

上，主管課長に配布する。 

5 開封した文書のうち，第2号から前

号までに該当しないもの 

文書は，主管課長に配布する。 

6 市長，副市長又は市あての文書以

外の文書（第2号に該当するものを

除く。） 

開封しないでそのまま主管課長に配布する。 

４ ２以上の課に関連する文書は，総務課長がその正本を最も関係の深い課の課長に配布し，その

写しをその他の課の課長に配布するとともに，その旨をそれぞれの文書の余白に記載するものと

する。 

（平19訓令３・平22訓令11・一部改正） 

（主管課における文書の取扱い） 

第１８条 文書管理主任は，主管課長の指示を受けて主管課に到達した文書（親展（秘）文書その

他開封を不適当と認める文書を除く。）を開封するものとする。 

２ 文書管理主任は，主管課に到達した文書を次の表に定めるところにより処理するものとする。 

番号 文書の種別 処理の方法 

1 親展（秘）文書その他開封

を不適当と認める文書 

親展（秘）文書受付簿に当該文書に係る所要事項を記載し，名あ

て人に受領印を押させた上，引き渡す。 

2 前号に該当しないもの 文書の余白に様式第2号による収受印を押し，文書管理システム又

は特例簿冊に当該文書に係る必要事項を記録して，当該文書の事

務担当者に引き渡す。 

３ 文書管理主任は，前項の表に定めるところにより処理する場合において，次の各号に掲げる場

合に該当するときは，併せて当該各号に定める方法により処理するものとする。 

(1) 収受の日時が権利の得喪にかかわると認められる文書（総務課長から開封して配布された文

書を除く。）の場合 文書の余白に到達日時を明記して文書管理主任の確認印を押す。 

(2) 差押通知書，債権譲渡通知書その他これらに類するもの（総務課長から開封して配布された

文書を除く。）の場合 前号に定める処理のほか，当該文書の写しを会計管理者に送付する。 
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(3) 現金又は金券が添付されている文書の場合 文書の余白に金額を記載し，文書管理主任の確

認印を押す。ただし，総務課長から開封して配布された文書については，金額の記載を必要と

しない。 

４ 事務担当者は，文書管理主任の指示を受け，遅滞なく当該文書を処理しなければならない。 

（平19訓令３・平22訓令11・一部改正） 

（ファクシミリの利用による収受） 

第１９条 ファクシミリに着信した電磁的記録の内容は，速やかに出力し，紙に記録するものとす

る。この場合において，記録がなされた紙は，到達した文書とみなし，第17条及び前条の規定に

より，収受の処理を行うものとする。 

２ ファクシミリへの着信の確認は，定時に行うものとする。 

（文書配布の方法） 

第２０条 文書管理主任は，定時に，総務課において文書の配布を受けるものとする。 

（平22訓令11・一部改正） 

（親展文書） 

第２１条 市長又は副市長あての親展（秘）文書その他開封を不適当と認める文書が市長又は副市

長の閲覧後に引き渡されたときは，市長公室秘課書長は，遅滞なく総務課長に当該文書を回付す

るものとする。 

２ 総務課長は，前項の規定による文書の回付を受けたときは，第17条第３項の表第２号から第５

号まで及び同条第４項の規定の例により処理するものとする。 

（平19訓令３・一部改正） 

第３章 文書等の作成等 

（起案の方法） 

第２２条 起案は，第24条に規定する場合及び別に定めのある場合を除き，起案をする者（以下「起

案者」という。）が，文書管理システムに事案の内容その他所要事項を入力し，起案した旨を電

磁的に表示し，記録することにより行うものとする。 

（起案文書の作成） 

第２３条 起案文書には，事案の内容を公文書の作成に用いる文の用語，用字等について別に定め

る基準に従い，平易かつ明確に記録し，又は記載するものとする。 

２ 起案文書には，必要に応じて起案の理由及び事案の経過等を記録し，又は記載するものとする。 

３ 起案文書には，必要に応じて，事案の経過等を明らかにする資料を添えるものとする。 

４ 起案文書には，事案の性質により「至急」，「秘密」，「例規集収録」，「公印省略」，「略

割印」等の注意事項を回付上・施行上の注意欄に記録し，又は記載するものとする。 
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（特例起案帳票） 

第２４条 第22条の規定にかかわらず，定例的に取り扱う事案に係る起案については，総務課長の

承認を得て，用紙を用いて行うことができる。 

２ 前項の規定による用紙（以下「特例起案帳票」という。）の様式は，総務課長の承認を得て，

主管課長が定めるものとする。 

３ 前項の規定により特例起案帳票を定めた場合において，主管課長は，総務課長にその様式を通

知する。 

（発信者名） 

第２５条 決定された事案を施行する場合において，庁外に発信する文書等の発信者は，市長名を

用いる。ただし，文書等の性質又は内容により特に必要がある場合は，副市長名，会計管理者名

若しくは部長名又は市名を用いることができる。 

２ 対内文書の発信者は，特に重要なものを除き事案の軽重により副市長名若しくは会計管理者名

又は部長名を用いるものとする。ただし，特に軽易な事案に係るものは，課長名又は出先機関の

長名を用いることができる。 

３ 前２項の規定にかかわらず，法令等に定めのあるとき，又は特に必要のあるときは，市名，部

名，課名，所名等を用いることができる。 

４ 対内文書の発信者は，職名のみを用い，その氏名を省略することができる。 

５ 第１項ただし書及び第２項の場合において，発信者名は，受信者と均衡を失しないよう留意し

なければならない。 

（平19訓令３・一部改正） 

（事務担当者の表示） 

第２６条 前条の規定により発信する文書等には，照会その他の便宜に資するため，当該文書等の

末尾にその事務担当者の所属，職名，氏名，電話番号等を記載するものとする。 

（起案文書の登録等） 

第２７条 起案文書を作成した場合において，その事務担当者は，文書管理システム又は特例簿冊

に当該起案文書に係る必要な事項を記録するものとする。 

２ 決裁済みの条例，規則，訓令及び告示の番号は，総務部法務課において条例原簿，規則原簿，

訓令原簿又は告示原簿に記載する。 

（平22訓令11・一部改正） 

（決定関与の方式） 

第２８条 事案の決定に当たり，審議，審査又は合議（以下「決定関与」という。）を必要とする

場合は，当該事案の決定関与をする者（以下「決定関与者」という。）に当該事案に係る起案文
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書を回付して，文書管理システムにより決定関与した旨を電磁的に表示し，記録することを求め

る方式又は決定関与者の署名若しくは押印を求める方式により行うものとする。 

２ 起案文書は，必要な決定関与その他の事案決定に対する関与の機会が失われないよう，必要な

時間的余裕をもって回付するものとする。 

（審査） 

第２９条 起案文書の審査は，文書管理主任が行うものとする。ただし，条例，規則，告示及び訓

令並びに不服申立て及び争訟に関する事案に係る起案文書の審査は，併せて総務部法務課長又は

同課長が指定する者が行うものとする。 

２ 至急に審査を行う必要がある場合において文書管理主任が不在であるときは，課長又は課長が

あらかじめ指定する者が審査を行うものとする。 

３ 第１項の規定により審査を行う者は，自己の審査の対象とされた事案に係る起案文書の審査に

ついて自己の指揮監督する職員のうちから指定した者に審査の補助を行わせることができる。 

（平22訓令11・一部改正） 

（合議） 

第３０条 起案文書の合議は，関連する部又は課に合議するものとする。 

（回付） 

第３１条 電子決裁方式による起案文書の回付は，電子回付方式（文書管理システムを利用した流

れ方式による回付をいう。以下同じ。）による。 

２ 書面決裁方式による起案文書の回付は，流れ方式による。 

３ 前項の規定にかかわらず，特に緊急の取扱いを必要とし，又は秘密の取扱いを必要とする起案

文書（書面決裁方式によるものに限る。以下この項において同じ。）その他重要な起案文書は，

その内容を説明することができる職員が持ち回りをすることができる。 

（起案文書の回付に係る事案の検討） 

第３２条 決定関与者は，起案文書の回付を受けたときは，直ちに当該事案を検討しなければなら

ない。この場合において，案について異議があるときは，その旨を速やかに主管課長に連絡する

とともに，起案文書の備考・希望・意見等記載欄に記録し，又は記載しなければならない。 

（決定後の処理） 

第３３条 起案文書（特例起案帳票を含む。）の事務担当者は，当該事案が決定したとき，及び施

行が完了したときに，文書管理システムに必要な事項を記録するものとする。 

（廃案の通知等） 

第３４条 回付中の起案文書を廃し，又はその内容に重要な変更（以下「内容変更」という。）が

あったときは，主管課長は，その旨を既に決定関与を終了した決定関与者に通知するものとする。
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この場合において，内容変更があったときは，当該起案文書を再度回付するものとする。 

２ 起案者は，回付中の起案文書を廃したときは，その旨を文書管理システムに記録しておくもの

とする。 

（供覧） 

第３５条 供覧文書は，電子回付方式又はそのあて先欄に「供覧」の表示をした起案用紙を回付す

る方式により回付するものとする。ただし，軽易なもの（電子文書を除く。）については，当該

供覧文書の余白等に「供覧」の表示をし，閲覧者の押印欄等を設けて回付することができる。 

２ 供覧文書の事務担当者は，当該供覧文書（軽易なものは除く。）を回付する場合には，文書管

理システムに必要な事項を記録するものとする。 

３ 第28条第２項の規定は，第１項及び前項の場合について準用する。 

（未完結文書の追求） 

第３６条 文書取扱員は，主管課長の指示を受けて，未完結文書を追求し，その処理状況を明らか

にしておかなければならない。 

（処理状況の調査等） 

第３７条 総務課長は，必要があると認めるときは，文書等の処理状況を調査し，又は主管課長か

ら文書等の処理状況に係る報告を受け，それらに基づき主管課長に指示をすることができる。 

（浄書及び照合） 

第３８条 電子決裁方式により決定された事案を施行する場合（文書管理システム又は通信情報処

理システムにより送信する場合を含む。）においては，当該施行に用いようとする文書等（以下

この条において「施行文書」という。）を浄書（起案文書の浄書に係る事項の文書管理システム

への入力又は通信情報処理システムにより送信する原稿（以下「送信原稿」という。）の作成を

含む。）し，当該施行文書と当該事案に係る起案文書とを照合（文書管理システムに入力した事

項又は送信原稿と起案文書との確認を含む。）するものとする。この場合において，照合した者

は，その旨を文書管理システムに記録するものとする。 

２ 書面決裁方式により決定された事案を施行する場合（ファクシミリにより送信する場合を含

む。）においては，当該施行文書を浄書（送信原稿の作成を含む。）し，当該施行文書と当該事

案に係る起案文書とを照合（送信原稿と起案文書との確認を含む。）するものとする。この場合

において，照合した者は，当該起案文書の浄書照合欄に署名し，又は押印するものとする。 

（公印） 

第３９条 次条に規定する文書を除き，前条の規定による照合を終了した施行に用いる文書には，

つくば市公印規則（昭和62年つくば市規則第６号）の定めるところにより，公印を押印しなけれ

ばならない。ただし，対内文書又は軽易な文書については「（公印省略）」の記載をして，その
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押印を省略することができる。 

２ 公印は，発信者名の最後の字の半分に掛けて押印するものとする。 

（電子署名） 

第４０条 総合行政ネットワーク文書（送信するものに限る。）については，電子署名を行うもの

とする。ただし，軽易な文書等については，電子署名を省略することができる。 

２ 電子署名を行うために必要な手続その他の事項は，総務課長が別に定める。 

（発送） 

第４１条 施行に用いる文書等（以下「施行文書」という。）の発送は，文書管理システムによる

送信，通信情報処理システムによる送信，使送，郵便による送付，信書便による送付，集配等に

区分して行うものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず，施行文書のうち総務課長が別に定めるものの発送については，文書

管理システム及び通信情報処理システムによる送信の方法により行ってはならない。 

３ 施行文書のうち第57条第１項の秘密の取扱いを必要とする文書を発送する場合には，当該文書

を封筒に入れて密封し，その旨を表示して発送するものとする。 

４ 第１項の規定により施行文書を発送した者は，電子決裁方式によるものにあってはその旨を文

書管理システムに記録し，書面決裁方式のものにあっては当該施行文書に係る起案文書の発送欄

に署名し，又は押印するものとする。 

第４章 文書等の整理及び保存 

第１節 通則 

（文書等の分類） 

第４２条 文書等の分類は，事務の体系に留意し，類似の事務ごとに文書管理システムにより行う

ものとする。 

（電子文書の整理及び保存） 

第４３条 電子文書は，文書管理システムにより整理し，及び保存するものとする。 

（文書等の整理） 

第４４条 文書等（電子文書を除く。以下この条及び次条において同じ。）は，常に整然と分類し

て整理し，必要なときは直ちに取り出せるよう保管するものとする。 

（事務室内における保管） 

第４５条 文書等の保管に当たっては，常に紛失，火災，盗難等の予防の措置を講ずるとともに，

重要な文書等は，非常災害に際し，いつでも持ち出せるようあらかじめ準備しておくものとする。 

２ 文書等の事務室内における保管については，書棚等の適切な用具に収納して行うものとする。 

３ 主管課長は，前項の規定により保管をするときは，あらかじめ，その用具の置き場所を定めて
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おくものとする。 

第２節 文書等の引継ぎ等 

（引継ぎ等） 

第４６条 事務担当者は，使用を終了した文書等（電子文書を除く。以下この条及び次条において

同じ。）を文書取扱員に引き継ぎ，自己の手元に置かないものとする。 

２ 文書取扱員は，前項の規定による引継ぎを受けた文書等を前条第２項に規定する書棚等の適切

な用具に収納して保管するものとする。 

３ 前項の規定による保管は，文書等を職務上作成し，又は取得した会計年度別に区分して行うも

のとする。ただし，第13条第４項ただし書の規定により指定された文書は，暦年によるものとす

る。 

（移換え等） 

第４７条 前条第３項の場合において，文書等を職務上作成し，又は取得した会計年度においては

利用しやすい場所に保管し，その翌会計年度においては場所の移換えをするなど，適切な措置を

講ずるものとする。 

（保存箱への保存等） 

第４８条 電子文書で保存を必要とする完結文書は，文書管理システムにより総務課に引き継ぎを

行うものとする。 

２ 文書等（電子文書を除く。）は，原則としてフォルダーに整理し，次条第１項の保存期間別に

保存箱に収納し，引継表を添え総務課長に引き継ぎ，書庫に保存する。ただし，１年保存の文書

は，主管課における保管期間の経過をもって保存期間の終了とみなす。 

３ 前項の規定にかかわらず，保存を要する文書であって主管課長が特に必要があると認めるもの

は，総務課長の承認を得て，主管課において保管することができる。 

第３節 文書等の保存期間 

（保存期間の種別） 

第４９条 文書等の保存期間の種別は，次の５種とする。 

長期 

10年 

５年 

３年 

１年 

２ 前項の規定にかかわらず，法令等に保存期間の定めのある文書等については法令等に定める期

間により，時効が完成する間証拠として保存する必要がある文書等については当該時効の期間を
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考慮して，その保存期間の種別を定めるものとする。 

（文書保存期間表の作成等） 

第５０条 文書等の保存期間は，法令等の定め，当該文書等の効力，重要度，利用度，資料価値等

を考慮して定めるものとする。 

２ 総務課長は，文書保存期間基準表を定めなければならない。 

３ 主管課長は，前項の文書保存期間基準表に基づき，文書保存期間表を作成するものとする。 

４ 文書管理主任は，前項の文書保存期間表に基づき，文書保存期間を定めるものとする。 

（保存期間の計算） 

第５１条 文書の保存期間の計算は，その完結した日の属する年度の翌年度４月１日から起算する。 

第４節 文書等の利用 

（事務室内の保管文書等の利用） 

第５２条 主管課の職員は，事務室内において保管されている文書等（電子文書を除く。以下この

条及び次条において同じ。）を利用するため第45条第２項の書棚等の適切な用具から持ち出そう

とするときは，文書取扱員にその旨を申し出るものとする。 

２ 主管課の職員は，前項の規定により持ち出した文書等を，退庁時までに，文書取扱員の指定す

る場所に返却するものとする。 

（保存箱の文書等の利用） 

第５３条 主管課の職員は，保存箱に収納されている文書等を利用しようとするときは，総務課長

にその旨を申し出るものとする。 

２ 前項の規定による申出があったときは，総務課長は，当該申出のあった文書等を利用させるも

のとする。 

３ 主管課の職員は，前項の規定により利用した文書等を，退庁時までに，総務課長の指定する場

所に返却するものとする。 

（平22訓令11・一部改正） 

（主管課の職員以外の職員の文書等の利用） 

第５４条 主管課以外の職員が保存の文書等を利用するときは，文書貸出票により，主管課の課長

にその旨を申し出るものとする。 

２ 前項の規定による申出があったときは，主管課長の承認を得て，総務課長に申し出るものとす

る。 

３ 総務課長は，前項の規定により文書等を利用させるときは，その利用について必要な事項を記

録するなど，当該文書等の利用状況が明らかになるようにしておくものとする。 

４ 利用した文書等は，指定した日時までに，必ず総務課長の指定する場所に返却するものとする。 
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（平22訓令11・一部改正） 

第５節 文書等の廃棄 

（文書等の廃棄） 

第５５条 主管課長は，文書等がその保存期間を満了したときは，当該文書等を廃棄するものとす

る。 

２ 主管課長は，保存期間が経過した文書等については保存の可否を決定し，保存期間を更新し，

又は延長する必要がないと認めるものを廃棄しなければいけない。 

３ 前項の規定にかかわらず，主管課長は，長期保存の文書等については，当該文書の保存期間の

起算日から10年ごとに保存の可否又は保存期間の変更を決定する。この場合において，保存を要

しないと認めたときは，当該文書等を廃棄するものとする。 

（廃棄の方法） 

第５６条 主管課長は，廃棄に当たり秘密の取扱いを特に必要とする文書等については，消去，焼

却，細断等の方法により廃棄するなど当該文書等の内容に応じた方法により廃棄するものとする。

この場合において，当該文書等につくば市情報公開条例（平成27年つくば市条例第27号。以下「情

報公開条例」という。）第５条各号に掲げる不開示情報が記録されているときは，当該不開示情

報が外部に漏れることのないように配慮するものとする。 

（平27訓令12・一部改正） 

第５章 秘密文書の処理 

（秘密文書の指定等） 

第５７条 主管課長は，その所管する課の文書等について秘密の取扱いをする必要があると認める

場合は，当該文書等を秘密の取扱いを必要とする文書等（以下「秘密文書」という。）として，

指定するものとする。 

２ 主管課の職員は，その所属する課の文書等の秘密の取扱いの要否に疑義があるときは，直ちに

当該要否について主管課長の指示を受けるものとする。 

（秘密文書等の表示） 

第５８条 秘密文書（電子文書に限る。）には，秘密の取扱いを必要とする時期を限らないもので

あること又は当該時期を限るもの（以下「時限秘の秘密文書」という。）であることを文書管理

システムに記録するものとする。 

２ 秘密文書（電子文書を除く。以下この項において同じ。）で，秘密の取扱いを必要とする時期

を限らないものにあっては「秘密」又は「秘」の表示を，時限秘の秘密文書にあっては「時限秘」

又は「時秘」の表示を当該秘密文書に明記するものとし，文書管理システム又は特例簿冊に当該

秘密文書の指定等に係る事項を記録するものとする。 
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３ 前２項の場合において，時限秘の秘密文書には，秘密の取扱いを必要とする期限を文書管理シ

ステム又は特例簿冊に記録し，及び当該秘密文書（電子文書を除く。）に明記するものとする。 

（秘密文書の指定の解除） 

第５９条 主管課長は，秘密文書について，秘密の取扱いを必要としなくなったとき又は情報公開

条例第９条第１項の規定に基づき全部又は一部を開示する旨の決定があったときは，第57条第１

項の指定を解除するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず，時限秘の秘密文書にあっては，当該秘密文書に係る秘密の取扱いを

必要とする期限の到来をもって，第57条第１項の指定が解除されたものとみなす。 

３ 主管課長は，秘密文書について，つくば市個人情報保護条例（平成27年つくば市条例第28号）

第20条第１項の規定に基づき保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定があったときは，

当該決定に関する限りにおいて第57条第１項の指定を解除するものとする。 

（平27訓令12・一部改正） 

（秘密文書の取扱い） 

第６０条 秘密文書を取り扱うときは，当該秘密文書の記録内容が外部に漏れることのないように，

細心の注意を払うものとする。 

２ 前条第１項又は第３項の規定により指定を解除した文書等（同条第２項の規定により指定が解

除されたものとみなされる文書等を含む。以下この条において同じ。）のうち電子文書について

は，文書管理主任は，第58条第１項に規定する文書管理システムの記録を削除し，通常の電子文

書の取扱いに戻すものとする。 

３ 前条第１項又は第３項の規定により指定を解除した文書等（電子文書を除く。）については，

第58条第２項に規定する表示を抹消するものとする。この場合（前条第２項の規定により指定が

解除されたものとみなされる文書等の場合を除く。）において，文書管理主任は，文書管理シス

テム又は特例簿冊に記録した当該秘密文書の指定等に係る記録を見え消しするとともに「指定解

除」の文字及び当該解除決定の年月日を表示し，通常の文書等の取扱いに戻すものとする。 

（秘密文書の作成，配布等） 

第６１条 秘密文書の作成及び配布に際しては，その作成部数及び配布先を明らかにしておくもの

とする。 

２ 秘密文書の全部又は一部を複写する場合は，主管課長の許可を得るものとする。 

３ 前項の規定により主管課長の許可を受けて秘密文書を複写した場合は，当該複写したものを当

該秘密文書と同一の秘密文書とみなす。 

（秘密文書の保管） 

第６２条 主管課長は，秘密文書が電子文書である場合には，文書管理システムにおけるその秘密
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の保持に努めるものとする。 

２ 主管課長は，秘密文書（電子文書を除く。以下この条において同じ。）を第４項に定めるとこ

ろにより保管し，その秘密の保持に努めるものとする。 

３ 前条の規定により配布され，又は複写された文書等については，当該文書等を保管する課の長

が保管し，その秘密の保持に努めるものとする。 

４ 秘密文書は，他の文書等と区別し，施錠のできる金庫，ロッカー等に厳重に保管するものとす

る。ただし，秘密文書の形状，利用の態様等から金庫，ロッカー等に保管しておくことが適当で

ないものにあっては，他の方法により保管することができる。 

附 則 

（施行期日） 

この訓令は，平成18年４月１日から施行する。 

附 則（平成19年訓令第３号） 

（施行期日） 

１ この訓令は，平成19年４月１日から施行する。 

（収入役に関する経過措置） 

２ 地方自治法の一部を改正する法律（平成18年法律第53号）附則第３条第１項の規定により収入

役がなお従前の例により在職する場合においては，第８条の規定による改正前のつくば市文書等

管理規程第17条，第18条及び第25条の規定は，なおその効力を有する。この場合において，第８

条の規定による改正前のつくば市文書等管理規程第17条及び第25条中「助役」とあるのは「副市

長」とする。 

附 則（平成20年訓令第３号） 

この訓令は，平成20年４月１日から施行する。 

附 則（平成22年訓令第11号） 

この訓令は，令達の日から施行する。 

ただし，第６条，第８条，第11条，第17条，第18条，第20条，第53条及び第54条の改正規定は，

平成22年５月６日から施行する。 

附 則（平成23年訓令第９号） 

この訓令は，平成23年４月１日から施行する。 

附 則（平成26年訓令第５号） 

この訓令は，平成26年４月１日から施行する。 

附 則（平成27年訓令第12号） 

この訓令は，平成27年10月５日から施行する。 
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様式第１号（第17条関係） 

様式第２号（第18条関係） 

 



資料配 11

総務部総務課長が定める保存期間基準表(つくば市文書等管理規程第50条第2項関係)

分類コート 文書

長期-01 1市の区域の変更並びに字の区域及び名称の変更等に関する文書 長期

長其男-02 2条例.婦則.訓令及び重要な要綱等の制定又は改廃に関する文書 長期

長夢』-03 3告示,公告,公表,公示送達その他公示に関する文書で重要なもの 長期

長其Я-04 4市議会に関する文書で特に重要なもの (総務課所管のもの ) 長期

堰己真Я-05 5他の執行機関 との事務の委任又は補助執行 関する文書で重要なもの 長期

堰己其R-06 6不服申立て,訴訟等に関する文書で重要なもの 長期

雫忌其円-07 7許可.認可.承認.取消し等の行政処分に関する文書で特 I
こ重要なもの 長期

長其月-08 8市長.副市長.会計管理者の事務引継に関する文書 長期

長其月-09 9耳説目の任負及び営罰に関する文書 長期

長期-10 10職員の給与,服務,厚生,研修等に閣する文書で特に重要なもの 長期

長期-11 11儀式,表彰及び行事に関する文書で牲に重要なもの 長期

ξき其円-12 12市の沿革及び市史の資料となる文書で重要なもの_ 長期

損き其日-13 13予算の編成及び執行並びに決算等に関する文 長期

長 期 -14 14望約.協定等に関する文書で特に重要なもの 長期

長期-15 15公有財産の取得及び処分に関する文書 長期

長期-16 16公右財府の管理に関する文書で特に重要なもの 長期

長期-17 17原鐘.台巾屋.図面及び統計等に関する文書で特に重要なもの 長期

長期-18 18その他 11年以上保存の必要があると認める文書 長期

10-01 1告示.公告1公表,公示送達その他 10年

10-02 2市議会に関する文書で重要なもの 10年

10-03 3他の執行機関との事務の委任又は補助執行に関する文書 10年

10-04 4諸願.陳情.要望等に関する文書で重要なもの 10年

10-05 5不服申立て.訴訟等に関する文書 10年

10-06 6許可.諷可.承錮.取消し等の行政処分に関する文書で重要なもの _
10年

10-07 7通知.申請,届出,報告及rド推雄等に固する文書で重要なもの 10年

10-08 8職員の給与.服務・厚生,研修等 Iこ関する文書で重要なもの 10年

10-09 9儀式.表彰及び行事に関する文書で重要4盤皇__ 10年

10-10 10予室の編成及び執行並びに決算等に関する 10年

10-11 11確査B検査に関する文書で重要なもの 10年

10-12 12望約.協定等に圏する文書で重要なもの 10年

10-13 13公右財産の管理に関する 10年

10-14 14原館.台巾長,図面及び統計等に関する文書で重要なもの 10年

10-15 15その他10年間保存の必要があると認める文書 10年



05-01 1告示.公告.公表.公示送達その他公示に関する文書で軽易なもの 5年

05-02 2市議会に関する文書 5年

05-03 3詰願.陳情.要望等に関する文書 5年

05-04 4許可.認可.承認.取消し等の行政処分に関する文書 5年

05-05 5通知,申請,届 出,報告及び進進笠皿置上位坦壁_ 5年

05-06 6附属機関等に関する諮問,答申及び 5年

05-07 7部長.次長.室長及びこれらに相当する者の事務引継に関する文書 5年

05-08 8職邑の給与.服務.厚生=研修等に関する文書 5年

05-09 9儀式.表彰及び行事に関する文書 5年

05-10 lo予堂の編成及び執行並びに決算等に関する文書 5年

05-11 11令・・儀の出納に関する証拠書類 5年

05-12 12監査・検査に関する文書 5年

05-13 13字契約.協定等に関する文書 5年

05-14 14公有財産の管理に関する文書 5年

05-15 15原鐘.台帳,図面及び統計等に関する文書 5年

05-16 16非常勤及び臨時職員等の庭用に関する文書 5年

05-17 17鄭便切手竪払に関する文書 5年

05-18 18子の他5年間保存の必要があると認める文書 5年

3年

3年

3年

3年

3年

3年

3年

3年

3年

3年

3年

01-01 1通知.報告.照会及び回答等の文書で特 |こ軽易なもの 1年

01-02 2軽易な資料 1年

01-03 3係穫及とヽこれに相当する者の事務引継に関する文書 1年

01-04 4子の仙 1年間保存の必要があると認める文書 1年



平成28年度改訂

文書事務の手引

つくば市総務部総務課



第１編 文書と文書事務
序 章 はじめに

第１章 文書

１ 「文書」の意義 Ｐ１

２ 文書の特性 Ｐ１
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序章 はじめに

市の事務は，市民や関係者の権利義務の得喪に関わるものが多いので，その取扱い

を慎重に行い，誰でも正しく，同じ理解を得ることができるようにしておく必要があ

る。そのためには，文書によって処理することが最も確実である（文書主義）。

この手引は，つくば市の文書事務の実務書として，職員一人一人が必読し，文書事

務の基本的なルールを徹底するために作成したものである。

まず，第１編「文書と文書事務」では，文書収受から文書廃棄までの一連の手続を

記述したものである。

次に，第２編「公用文の書き方」では，第１編「文書と文書事務」の中の主に起案

作成，公用文の表記の仕方及び公用文の書式に重点を置き記述したものである。

また，「文書事務の手引図表集」では，前段の第１編及び第２編を分かりやすく解

説したものである。

最後に，この手引の必携とは，紙又は電子でどちらで保管してもかまわない。ただ

し，紙で出力したときは，「文書事務の手引（第１編・第２編）」と「文書事務の手

引図表集」を，別につづると便利である。
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第１章 文書

１ 「文書」の意義

文書処理上の「文書の定義」は，法令上の明文の規定はない。しかし，刑法上の

文書の概念を示したものとして，大審院の判例（明治43.9.30 大審院判決）がある。

この大審院の判例によれば，「文書」とは，「文字又はこれに代わるべき符号を

用い，永続すべき状態において，ある物体の上に記載した特定人の意思表示」であ

るとされている。

そこで，この概念により，文書の要件を挙げると，次のとおりである。

(1) 文字又はこれに代わるべき符号を用いて記載されていること。

(2) 永続すべき状態において，ある物体の上に記載されていること。

(3) 作成主体である「特定人」が明らかにされていること。

(4) 特定人の「具体的意思」が記載されていること。

２ 文書の特性

文書は，口頭などの他の表現手段に比べて，次のような特性を持っている。

(1) 長所

ア 伝達性

広範囲に，しかも長い期間にわたってその表示内容を伝達することができる

こと。

イ 客観性

文書によって表示された意思や概念は，伝達する側の感情や態度あるいは受

け取る側の主観によって影響を受けることが少ないこと。

ウ 保存性

表示内容を比較的永く保存することができること。

エ 確実性

口頭等の他の表現手段に比べて，表示内容を確実に誤りなく伝達することが

できること。したがって，その表示内容に証拠力を持たせることができること。

文書が，このような特性を持っていることから，地方公共団体等の事務処理は，

ほとんど文書を通して行っている（文書主義）。

(2) 短所

ア 文字を理解できない人には，通じない。

イ 口頭による伝達のように，感情，態度等の表現が自由にできない。

ウ 文書の作成に時間，物資，労力を有する。
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３ 公文書と私文書

(1) 狭義の区別

この区別は，刑法上の公文書，私文書の概念からきたもので，次のようになる。

ア 公文書

国・地方公共団体の機関又は公務員が職務上作成した文書（刑法第155条（公

文書偽造等））をいう。

イ 私文書

上記以外の文書のうち，権利，義務又は事実証明に関する文書若しくは図面

等をいう。

(2) 広義の区別

この区別は，国・地方公共団体の文書管理規程等で用いられる区別である。

ア 公文書

国・地方公共団体において，事務で処理すべき全ての文書，すなわち，「狭

義の公文書」と「私人名義で国・地方公共団体に提出された文書」を併せた文

書をいう。

公務員は，公文書を「広義の区別」で捉える。

私文書の証明願に奥書（～を証明する）されたものは公文書である。

「私人名義で国・地方公共団体に提出された文書」とは，申請書，願書，届

書等をいう。

イ 私文書

国・地方公共団体の事務に関係のない純然たる私信をいう。

４ 公文書の種類

(1) 文書の性質による分類

公文書を，その性質によって分類すれば，おおむね図表１のようになる。

(2) 文書事務の処理段階による分類

同じ文書であっても，その文書の処理段階によって，異なる名称で呼ばれる。

※図表２参照

(3) 原本，謄本，抄本，正本及び副本

文書は，その相互の関係から原本，謄本，抄本，正本及び副本に区別される。

ただし，その区別にも法令等によって解釈，運用に差異がある場合があるので注

意が必要である。

ア 原本

作成者が一定の内容を表示するために確定的なものとして，最初に作成した

文書をいう。狭義では，謄本，抄本及び正本の基となる文書をいう。

イ 謄本

原本の全部を写した文書をいう。
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ウ 抄本

原本のうち関係ある部分だけを写した文書をいう。

エ 正本

謄本の一種であるが，法令等の規定に基づき，権限のある官公庁，公務員が

作成した原本の写しで，原本と同一の効力を有する。

一般に，原本そのものを指す場合もあるが，公文書における意味の違いに注

意が必要である。

オ 副本

副本は，正本に対するもので，ある文書の本来の目的以外に予備又は事務整

理などのために作られる文書である。謄本のように，まず原本があって，これ

に基づいて作成するというのではなく，はじめから正本と同一内容のものとし

て作成される点において謄本と異なる。
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第２章 文書事務

１ 「文書事務」の意義

「文書事務」とは，文書の収受から廃棄に至るまでの一連の事務の総称をいう。

この文書事務を具体的な文書の流れに沿って大別すると，次のようになる。

(1) 文書の収受及び配布に関する事務

(2) 文書の処理（起案・審議・合議・決裁）に関する事務

(3) 文書の施行処理（浄書・照合・押印・発送）に関する事務

(4) 文書の整理，保管及び保存に関する事務

(5) 文書の廃棄に関する事務

なお，文書管理の面からいえば，(1)から(3)までは，動的管理，すなわち，「文

書の流れの管理」であり，(4)及び(5)は，静的管理，すなわち，「文書の保存管理」

であるといえる。

２ 地方公共団体における文書事務の必要性

地方公共団体の事務処理は，そのほとんどが文書を通して行われている（文書主

義）。その主な理由は，次のとおりである。

(1) 地方公共団体の事務は，住民や関係者の権利義務等に影響を及ぼすものが多い

ので，その取扱いを慎重に行い，誰でも正しく，同じ理解を得ることができるよ

うにしておく必要があること。そのためには，文書によって処理することが最も

確実であること。

(2) 地方公共団体の事務処理は，通常，長の補助機関がそれぞれの分担に従って行

い，決裁権者の承認などを得ることにより行われるものであること。そのために

は，文書によって処理することが最も確実であること。

３ 文書事務の管理

(1) 「文書事務の管理」の意義

事務の合理化及び能率化に資することを目的として，文書事務の標準的な処理

方法を設定し，これに基づいて職員が統一的に事務を処理するように指導し，文

書事務が常に適切かつ効率よく行われるようにすることを「文書事務の管理」と

いう。

つくば市では，文書事務を適切かつ効率よく執行するため，文書事務の基本的

事項を定めた「つくば市文書等管理規程」等の諸規定を設け，その他管理組織等

の個別規程に基づき，適正な運営を図っている。

(2) 文書管理組織

ア 文書主管課

文書事務全般の企画及び統制をするための組織で，つくば市では，総務部総

務課である。
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イ 文書管理主任及び文書取扱員（つくば市文書等管理規程第７条及び第８条）

(ｱ) 文書管理主任 課長を補佐する職員で庶務を担当する最上席の職の者

(ｲ) 文書取扱員 課に１人以上を置き，課長が指定する者

４ 文書取扱いの原則

文書を取り扱う者（全ての職員）は，次の原則を十分に承知していなければなら

ない。

(1) 文書は，文書事務に関する諸規程に従った統一的な取扱いをすること。

(2) 文書は，正確に取り扱うこと。

(3) 文書は，丁寧かつ迅速に取り扱うこと。

(4) 文書は，責任をもって取り扱うこと。

(5) 文書は，その処理状況を明らかにしておくこと。

(6) 文書は，縦の関係，横の連絡に十分注意すること。

(7) 文書は，その文書の性質に合わせた取扱いをすること。

☆参考

つくば市の文書事務に関する諸規程には，次のようなものがある。

１ つくば市公告式条例

２ つくば市事務決裁規程

３ つくば市文書等管理規程

４ つくば市公文規程

５ つくば市公印規則

６ つくば市告示式

７ つくば市訓令前行署名式及び令達式

８ 議会，消防本部，行政委員会，公営企業は別に規程
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第３章 文書の収受と配布

１ 文書の収受（つくば市文書等管理規程第14条～第21条）

(1) 「収受」の意義

「収受」は，相手方の意思表示の到達の確認という事実行為である。「文書の

収受」とは，郵送，使送，通信情報システム等によって地方公共団体に到達した

文書を受領し，所定の手続により文書の到着を確認する一連の行為をいう。

一連の行為とは，一般に，文書主管課及び各課等が行い，５段階に分かれる。

ア 受領

イ 選別

ウ 開封

エ 収受印の押印

オ 文書収受簿への登録（文書管理システムによる。）

したがって，「文書の収受」は，単なる「文書の受領」ではないことに注意を

しなければならない。

(2) 収受と到達（到達主義の原則）

地方公共団体に対する文書による意思表示は，その文書が地方公共団体に到達

した時点で，その意思表示の効力が発生することとされている（民法第97条第１

項）。同時に，地方公共団体は，相手方の意思表示に対し，必要な事務を処理す

る義務を負うことになる。

（つくば市行政手続条例）

第７条 行政庁は，申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を

開始しなければならず，かつ，申請書の記載事項に不備がないこと，申請書に必

要な書類が添付されていること，申請をすることができる期間内にされたもので

あることその他の条例等に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請につ

いては，速やかに，申請をした者に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求

め，又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。

(3) 収受の方法（つくば市文書等管理規程第10条，第12条）

収受は，文書管理システムにより行うものとする。

例外として，同種の文書等を定例的に処理する場合においては，主管課長は，

総務課長の承認を得て，文書管理システムによる管理に代えて当該文書等を管理

するための帳票(以下「特例簿冊」という。)を使用して当該文書等の管理を行う

ことができる。
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なお，発送の場合でも，別に特例簿冊による管理を行うことができる。

※図表３参照

２ 文書の配布

文書の配布とは，文書主管課(総務部総務課)で手続を終えた文書を，その文書に

係る事案を処理する課等に配布し，収受させ又は文書主管課に出向いた主管課職員

に受領させ，必要に応じて受領印を徴する手続をいう。

文書が到達した時点で，事務を処理する義務が生じるため，文書配布事務は，迅

速に行わなければならない。

つくば市の場合は，通常，総務部総務課（本庁舎２階文書集配室）→区分箱（各

部の企画監等が受領）→各課の文書管理主任→事務担当者というルートで行われて

いる。

※図表４参照
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第４章 文書の処理

１ 「文書の処理」の意義

「文書の処理」とは，収受した文書に対し，又は地方公共団体の発意に基づいて，

その地方公共団体の意思の決定を文書によって行う一連の手続をいう。

つまり，起案（案文の作成）から，審査及び審議（合議含む。）を得て決裁に至

るまでの一連の手続をいう。

※図表５参照

２ 起案

(1) 「起案」の意義

「起案」とは，地方公共団体の意思を決定するため，その基礎となる案文を作

成し，この案文を文書管理システムで記録した文書を起案文書という。

起案は，収受文書に基づいてなされる場合と，これに関係なく地方公共団体の

発意に基づいてなされる場合がある。

(2) 起案者の心構え

起案は，地方公共団体又はその機関の意思決定の準備手段であるから，文書事

務の中でも最も基本的で，かつ，重要なものといえる。決裁権者は，権限と責任

を有するが，特定の案件だけに関わっているのではないので，一般的には，起案

者の作成した起案文書を見て判断することになる。したがって，起案者がどのよ

うな起案をしたかによって，意思決定に重大な影響を与える場合が多い。

起案者は，自分の作成した案が，そのまま地方公共団体の意思として決定され

ることが多いことを自覚し，担当事務についてはもちろん，関係法令や例規等に

精通するなど，日頃から，自信を持って正しく起案できるように心掛ける必要が

ある。また，決定しようとする内容について，主管課長等から指示が与えられる

ので，その指示の内容及び主旨を十分理解し，不明な点を解明・研究しておくこ

とことが重要である。

起案に当たっては，次の点に注意しなければならない。

ア 責任者としての意識をもって起案すること。

イ 発信者の立場に立って起案すること。

ウ 受信者の立場に立って起案すること。

エ 決裁権者の立場に立って起案すること。

なお，起案文書は，正しく，簡潔に，要領よく書く必要がある。

(3) 起案内容の検討

起案の構想が立てられたら，次の三つの観点から，起案内容について検討する

必要がある。
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ア 法律的観点

(ｱ) 権限の逸脱はないか。

(ｲ) 処理手続に誤りはないか。

(ｳ) 文書の形式及び内容に誤りはないか。

(ｴ) 法令の適用に誤りはないか。

イ 行政的観点

(ｱ) 公共の利益に反することはないか。

(ｲ) 裁量の判断は適切か。

(ｳ) 対外的影響はどうか。

(ｴ) 慣例又は前例に反しないか。あるいは，これらにとらわれすぎていないか。

(ｵ) 施行時期は適切か。

(ｶ) 経過措置は必要ないか。

(ｷ) 必要事項に漏れはないか。

(ｸ) 基本構想等と整合がとれているか。

ウ 財政的観点

(ｱ) 予算上，財源等の的確な見込みがあるか。

(ｲ) 収支の予想は適正か。

(ｳ) 予算科目は適正か。

(ｴ) 契約を進める時点はいつか。

(4) 起案の方法（つくば市文書等管理規程第22条）

起案は，原則，文書管理システムに事案の内容その他所要事項を入力し，行う。

※例外 特例起案帳票（つくば市文書等管理規程第24条）

定例的に取り扱う事案に係る起案については，総務課長の承認を得て，文書管

理システムを用いず行うことができる。

紙で出力した起案書への記入に当たっては，回付前は黒色で，回付中及び決裁

後は赤色で記入する。

例えば，決裁日，施行日（施行（発送）文書の日付と同一），文書番号及び指

摘事項は赤色で記入する。

なお，次の番号は，起案用紙図表６・図表７の説明番号である。

① 保存欄

文書の保存期間を記載する。保存期間は，図表８「文書保存期間基準表」及

び「文書保存期間表（ファイル基準表）」に基づき，文書管理主任が定める（つ

くば市文書等管理規程第49条～第51条）。

実際には，文書管理システムからフォルダの選択を行えば自動的に記録され

る。
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② 分類番号欄

現在は，使用しない。

③ 文書記号番号欄（つくば市文書等管理規程第13条）

文書の種類に応じた文書記号及び文書番号を記入する。文書記号及び文書番

号は，文書の発信課を明らかにするほか，文書を特定し，文書の同一性を示す

ために付ける。

文書記号は，文書管理システムで起案時に記録する。

文書番号は，文書が決裁された後（施行処理時）に記録する。

文書番号の取扱いは，図表９を参照すること。

（例）26つくば総第○○号

26総第○○号

上の「 」部分は文書記号，「 」部分は文書番号である。

・「26」とは，起案日の属する会計年度

・「つくば」とは，市の組織以外に発議するとき付ける。

・「総」とは，総務課を表す記号。各課等を表す記号は，総務課長が２以

内の文字で定める。

一つの起案書で複数の文書番号を取得するときは，「26つくば総第１～５号」

のように連番処理をする。

④ 回付上・施行上の注意欄（つくば市文書等管理規程第23条第４項）

「至急」，「秘密」，「例規集記載」，「公印省略」等を記録し，又は記載する。

⑤ 施行予定欄

起案時に，文書を施行する予定日を記録する。

⑥ 施行欄

施行したときに，その年月日を記録する。施行する文書の中には，施行年月

日が重要な意味を持つので，その都度，漏れのないように正確に記録する。な

お，起案書の施行日は，施行（発送）文書の日付と同一であること。原則，押

印する日が施行日となる。

⑦ 決裁欄

決裁のあったときに，その年月日を記録する。決裁年月日は重要な意味を

持つので，その都度，漏れのないように正確に記録する。

⑧ 起案欄

起案時に，その年月日を記録する。

⑨ 先方の文書欄

収受文書を受けて起案するときに，先方の文書の日付，文書番号を記録する。
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⑩ 収受欄

⑨の場合に，先方の文書の収受年月日を記録する。

収受日は，後に重要な意味を持つので，漏れないように正確に記載する。

⑪ 宛先欄

施行文書に宛先があるときは，その宛先を記録する。

宛先が多い場合は，「○○ほか○名」と記録してもよい。

なお，割印は起案書宛先欄に押印してはいけない。

※図表17及びP.20を参照

⑫ 発信欄（つくば市文書等管理規程第25条第１項）

対外文書は，原則として市長名を用いる。ただし，文書の性質又は内容によ

り，特に必要がある場合は，この限りではない。

⑬ 起案者名欄

起案者名が自動的に記録される。回付先からの連絡ができるよう係名及び電

話番号を記録する。

⑭ 公印照合欄（つくば市公印規則第10条第１項）

公印を使用するときは，押印しようとする文書（施行文書）に添えて決裁済

みの起案文書（決裁文書）を提示し，当該公印の管守者に，その照合を受けな

ければならない。

公印管守者が，決裁文書と施行文書とを照合し，相違ないことを確認して公

印管守者印を押印する。

⑮ 押印欄（つくば市公印規則第10条第２項）

公印を押印した者が，その場で押印者印を押印する。

⑯ 件名欄

起案文書の目的，内容がすぐ分かるように要領よく，簡潔に記録する。件名

の末尾には，申請，許可，回答等起案文書の性質による種類を括弧書きで表示

する。

⑰ 伺い文（決定文）欄

記録された件名について，どのような処理を行うのかが分かるように記録す

る。「－－－のとおり」は「別紙のとおり」等と記録する。

⑱ 決裁権者欄（つくば市事務決裁規程）

決裁をする者が，起案の内容について決裁をする場合は決裁権者欄に押印す

る。

合議がある場合は，合議終了後に決裁権者に回付する。

決裁権者の代決をするときは，当該決裁欄に押印した上で，上部に赤色で「代

決」及び「後閲」と表示し，決裁権者への後閲を忘れないこと。
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全ての事案の決裁権は，市長だけが有するものだが，事案の内容に応じて，

補助機関に委任し，代理させ，又は専決若しくは代決の方法により補助執行さ

せることができる。

なお，決裁区分の基本的な考え方は，次のとおりである。「類推による専決

（つくば市事務決裁規程第５条）」をする場合にも，これを参考にすること。

・市長 政治的判断（政治的姿勢に影響を与える事案）

・副市長 軽易な政治的判断及び高度な行政的判断（政策的事案）

・部長級 行政的判断（基本計画の具体化等行政全般に影響を与える事案）

・課長級 事務的判断（実施計画の具体化等で裁量の余地の多い事案）

・係長級 実務的判断（法令，行政実例等を基に判断できる事案）

⑲ 審議欄（つくば市事務決裁規程第２条第５項）

審議する者は，起案の内容について承認したときは，審議欄に押印する。こ

の場合において，決裁権者へ意見を表明するときは，裏面に意見を記録し，記

名押印する。

審議者の代決をする場合には，当該審議欄に押印した上で，上部に赤色で「代

決」及び「後閲」の表示をする。審議者への後閲を忘れないこと。

⑳ 合議又は供覧欄

事案の決定に当たり，他の部，課等の合議を要するときは，当該合議先を記

録する（合議は，決裁の先でなければならない）。起案文書を供覧させるとき

は，当該供覧先を記録する（供覧は，決裁の後でも構わない）。

○21 審査欄（つくば市文書等管理規程第29条）

起案文書の審査は，文書管理主任が行い，当該審査欄に押印する。また，法

令審査の必要な事案は，審査後，法令審査をした者が当該審査欄に押印する。

なお，文書主任は現在置かれていないので，その欄は使用しない。

文書管理主任の審査は，審議に先立って行い，法令審査は決裁権者に回付す

る前に受けなければならない。ただし，決裁権者が市長のときの法令審査は，

副市長に回付する前に受けなければならない。

また，至急に審査を行う必要がある場合において文書管理主任が不在である

ときは，課長又は課長があらかじめ指定する者が審査を行うものとする。

○22 浄書欄

浄書欄は，現在，文書管理システムでの記録はできない。

○23 発送欄

該当する発送種別を線で囲み，発送年月日（実際に発送手続をした日）を記

入する（全て赤色で記入）。該当する発送種別がない場合は，直接記入するこ

と。ただし，この欄は，現在，文書管理システムへの記録はできない。
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なお，発送欄（実際に発送手続をした日）の日付は，⑥施行欄（施行文書の

日）の日付と同一が望ましいが，郵送手続の都合等でずれる場合，実際の日付

を記入すること。

○24 備考・希望・意見等記載欄（裏面）

起案者が起案理由，別紙，事業成果・効果，予算措置，根拠法令等，その他

必要な事項を記録する。なお，予算措置，根拠法令等及びその他必要な事項の

記載することがないときは，「特になし。」と記録する。

審議，審査又は合議に当たり，当該関係者が意見等を記入する。

(5) 起案書のつづり方

ア 起案用紙及び文書が２枚以上にわたるときは，左側余白部分を２か所とじ込

む。図表10参照

イ 参考資料がある場合は，起案文書の最後部に添付する。

(6) 電子決裁について

ア 電子決裁をするもの

(ｱ) 庁内情報システム（主に電子掲示板又は電子メール）により施行するもの

(ｲ) インターネット等を経由する電子メール（外部メール）で施行するもの

(ｳ) 発送の必要がないもの（課内の報告，復命など）

イ 電子決裁をしないもの

(ｱ) 副市長以上の決裁が必要なもの

(ｲ) 公印を押印する必要があるもの

(ｳ) 重要な起案文書で，職員が持ち回りをする必要があるもの
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３ 審議及び合議（つくば市事務決裁規程第11条）

(1) 「審議」の意義

「審議」とは，起案者の直属系統の上司がその職位との関連において，事案に

ついて調査検討し，その事案に対する意見を決裁権者に表明することをいう。

(2) 「合議」の意義

「合議」とは，その起案文書の内容が，起案者と直接の所属関係にない他の部

課にも関係があるときに，その関係部課に起案書を回付して，その承認を求める

ことをいう。

この合議を行うかどうかは，意思決定に重大な影響を与えるので，的確な判断

をしなければならない。

(3) 審議及び合議の順序（つくば市事務決裁規程第11条）

審議及び合議の順序は，一般的には，次のとおりである。

ア 本庁

(ｱ) 課長専決事項

起案者が起案した後，文書管理主任の審査を経て，係長，課長補佐の順

に審議する。必要がある場合は，事案に関係のある他の課長（主管部内が

先）へ合議した後，主管課長が決裁する。

(ｲ) 部長専決事項

起案者が起案した後，文書管理主任の審査を経て，係長，課長補佐，課

長，次長の順に審議する。必要がある場合は，事案に関係のある他の課長

又は部長へ合議した後，主管部長が決裁する。

(ｳ) 市長決裁事項

起案者が起案した後，文書管理主任の審査を経て，係長，課長補佐，課

長，次長，部長の順に審議する。必要な場合は，法令審査を経て，また，

事案に関係のある他の課長又は部長へ合議した後，副市長が審議し，市長

が決裁する。

※部長以下の専決事項で，法令審査が必要な場合は，他の部課合議前に法

令審査を受けるものとする。図表11参照

イ 出先機関

(ｱ) 出先機関の長専決事項

起案者が起案した後，文書管理主任の審査を経て，主管の系列に属する

職員が審議した後，出先機関の長が決裁する。

(ｲ) 主管部次長以上の専決事項又は市長決裁事項

出先機関の長の審議を経た後，主管課長又は主管部長の審議を受け，決

裁権者が決裁する。法令審査又は合議が必要な場合は，本庁の例による。
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(4) 審議及び合議の注意事項

審議及び合議を行う場合の一般的な注意事項は，次のとおりである。

ア 審議又は合議は，必ず順序を経て行うこと。

イ 起案内容が他の部課に関係すると思われるときは，十分検討して関係部課を

誤ることなく，合議すること。

ウ 合議を受ける側は，その事案について速やかに同意又は不同意を決定し，処

理の迅速化に努めること。

エ 特に機密又は緊急を要する起案文書，その他重要な起案文書は，内容を説明

できる職員が持ち回りすること。

オ 審議又は合議の結果，事案に関する案を廃し，又は重大な修正若しくは変更

が行われて決裁されたときは，主管部課等の長は，審査又は合議済みの関係部

課等の長にその旨を通知しなければならないこと。

４ 文書の審査（つくば市文書等管理規程第29条）

(1) 文書の審査の意義

「文書の審査」とは，起案文書について，次のような点について専門的見地か

ら検討し，文書が適正に決裁されるようにすることである。

ア 文書の内容は，適正であるか。

イ 文書の形式（書式，用字用語など）は，適正であるか。

ウ 当該地方公共団体の意思表示として一貫性があるか。

(2) 文書の審査の手続

ア 文書管理主任による審査

起案文書は，審議に先だって文書管理主任の決裁区分，審議先，合議先，審

査先及び供覧先の審査を受けてから，回付すること。

イ 法務担当による審査

次のような起案文書は，他の部課合議前に法務担当の審査を受ける（正式審

査）。ただし，起案者は，事案を起案する前に，法務担当の審査を受けておく

必要がある（事前審査）。

(ｱ) 条例，規則，告示及び訓令並びに不服申立て及び争訟に関する事案

(ｲ) その他重要と認められる文書

５ 文書の決定

(1) 決裁

「決裁」とは，審議及び合議を終了した起案文書に対して，つくば市の意思を

決定する権限のある者（決裁権者）が承認，決定，裁定等を与えることによって，

その起案を確定し，行政機関の最終的な意思を決定することをいう。
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☆参考

決裁とは，市長若しくは会計管理者又はその委任を受けた職員（以

下「決裁権者」という。）がその権限に属する事案の処理について最

終的に意思決定を行うことをいう（つくば市事務決裁規程第２条第１

号）。

(2) 専決及び代決

市長の権限に属する意思決定は，本来は市長だけが有する権限であり，副市長

以下の補助機関にはない。しかし，全ての業務の事務処理について市長自らが決

裁することは，事実上非能率的であり，不可能である。

したがって，市長の権限に属する一定の事案について，補助機関に委任し，代

理させ，又は専決若しくは代決の方法によって補助執行させて決定権限の合理的

な配分を行っている。

☆参考

委任 つくば市教育委員会に対する事務委任規則

つくば市福祉事務所長委任規則

補助執行 つくば市事務決裁規程

※図表12「委任・代理・専決・代決」の相違点参照

ア 専決（つくば市事務決裁規程第３条）

市長又は会計管理者の責任において所管の職員に権限を委任した特定の事項

について，その事務の委任を受けた職員が，その処理を常時市長又は会計管理

者に代わって決裁することをいう。

イ 代決（つくば市事務決裁規程第７条）

決裁権者が不在等により決裁できない状態にあるときに，あらかじめ指定さ

れた職員が決裁権者に代わって「決裁」することをいう。

なお，代決された事案については，必ず決裁権者の後閲を受けること。

ウ 代決に関する規定の準用（つくば市事務決裁規程第12条）

審議者又は合議者が不在等により審議又は合議できない状態にあるときに，

代決に関する規定を準用し，審議又は合議することができる。

なお，代決が準用された事案については，必ず審議者又は合議者の後閲を受

けること。
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☆参考

つくば市事務決裁規程第12条における代決の準用規定は，審議又は合議にのみ

適用される。よって，文書管理主任が不在の場合の文書の審査手続にこの代決の

準用規定は適用されないが，そもそも，つくば市文書等管理規程第29条により，

文書管理主任が不在の場合の手続が定められているので，それに基づき回付をす

る必要がある。

ただし，その場合の審査は，代決のように下位順位者がするのではなく，課長

又は課長があらかじめ指定する者がすることになっているので注意する。
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第５章 文書の施行処理

１ 文書施行処理の意義

「文書施行処理」とは，決裁文書に基づき行政機関の意思を相手方に伝達する手

続をいう。

すなわち，決裁文書を具体的に施行できるように，まず浄書し，浄書した文書と

決裁文書との照合を経て公印を押して，郵送，使送又は公告式掲示場への掲示によ

って相手方に伝達する一連の手続をいう。ただし，起案書の施行日とは，施行（発

送）文書の日付を示しており，実際に発送した日付を示していないので注意するこ

と。

施行（次の一連の手続）

→ 浄書 → →
公印の

→
発送等

決裁 公印照合
押印 （郵送，使送，公表)

照合

２ 浄書と照合

「浄書」とは，決裁文書を正式の文書に清書することをいう。浄書に当たっては，

次の点に注意をしなければならない。

「照合」とは，浄書した文書が決裁文書（原義書）の内容と一致しているかどう

かを照らし合わせ，誤りがあれば訂正して，完全な文書にすることをいう。

(1) 浄書は，決裁文のとおりに正確かつ明瞭に行うこと。

(2) 浄書は，速やかに行うこと。

(3) 公文書の形式等に注意すること。

(4) 浄書部数，浄書の種類，用紙などに注意すること。

(5) 照合は，浄書した者以外の者が浄書した文書を確認すること。

３ 公印の押印

(1) 公印の取扱い（つくば市公印規則第２条）

公印は，公務上作成された文書に関し，当該文書の真正な作成を認証すること

を目的とするものであるから，その重要性にかんがみ，その管守，使用等に当た

っては，厳正確実にこれを行わなければならない。
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(2) 公印の種類と公印管守者

公印には，「○○市印」のように庁名を表す「庁印」と，「○○市長印」のよ

うに職名を表す「職印」がある。

つくば市では，公印の種類，形状及び公印管守者は，「つくば市公印規則」等

に定められている。

(3) 公印の使用

ア 押印

公印を使用するときは，押印しようとする文書（浄書文書）と決裁文書を添

えて公印管守者に呈示し，公印照合を受けて公印を押印する(つくば市公印規

則第10条第１項及び第２項）。

公印は，発信者の職名又は氏名の最終字の半分にかけて押すようにする。

公印照合の注意点は，次のとおりである。

(ｱ) 決裁文書が存在し，かつ，それが適法に決定されたものであるか。

(ｲ) 浄書文書が，決裁文書の内容と一致しているか。

(ｳ) 文書番号，施行年月日等が記録されているか。

(ｴ) つくば市公文規程等にのっとっているか。

イ 公印省略

対内文書や軽易な文書及び公印を調製していない発信者名を使用する文書

は，起案文書に「公印省略」を記録して，押印を省略することができる。

「対内文書」とは，市の組織（附属機関を含む。）相互の文書をいう。した

がって，課相互の文書や附属機関との文書は，重要な文書を除き，公印を省略

することができる。

「軽易な文書」とは，相手方に対して，後に疑義が生じるおそれがない通知

（「お知らせ」など，相手方が見る見ないことによる影響がないもの）をいう。

☆参考

公印省略の表示方法 つくば市長 ○ ○ ○ ○ ○

（公 印 省 略）

また，相手方の求めにより電子メール等で送信する電子文書については，公

印を押すことができないため，「公印省略」の表示も省略するものとする。

ウ 事前押印 ※図表13～16参照

定例的かつ定型的な文書で，公印管守者又は公印管理主任が当該文書の交付

の日時，場所その他の事情を考慮して適当と認めたものについては，当該文書

に事前に公印を押印しておくことができる。

また，事前押印された文書は，公印と同様に厳重に保管しなければならない。
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エ 公印の刷り込み ※図表13～16参照

定例的かつ定型的で一時に多数印刷する文書のうち，公印を押印すべきもの

について，特に必要があると認められるときは，当該文書に公印の印影を刷り

込むことで公印の押印に代えることができる。

例えば，納税通知書，支払通知書などがある。

なお，印刷業者に印影を貸与し，印刷業者が印刷することになるが，印刷終

了後，印影，印刷に用いた原版及び試し刷り印刷された紙を確実に回収し，公

印管守者へ回付しなければならない。

また，公印を刷り込まれた文書は，公印と同様に厳重に保管しなければなら

ない。

オ 割印と契印（民法施行法第６条）

割印及び契印とは，印鑑の名称ではなく，印鑑を用いた印影の働きに着目し

た用途の名称である。

(ｱ) 割印

割印は，決裁文書と施行文書を照合して同一性を認証するために用いられ

る。

施行文書の中央部と決裁文書の宛先（宛先一覧を添付している場合はその

名称部分）に半分ずつ掛けて押印する。※図表17参照

(ｲ) 契印

契印とは，重要な文書（契約書，許可書等）が２枚以上にわたるときに，

それらが正しく連続していることを示し，抜取りや差込みを防ぐために用い

られる。とじ目や継ぎ目に，本文中に押されたものと同一の公印を押印する。

また，契印に代えて，穿孔機により行うこともある。
せんこうき

※図表18参照

☆参考

民法施行法（明治三十一年六月二十一日法律第十一号）

第六条 私署証書ニ確定日附ヲ附スルコトヲ登記所又ハ公証人役場ニ請求スル者

アルトキハ登記官又ハ公証人ハ確定日附簿ニ署名者ノ氏名又ハ其一人ノ氏名ニ

外何名ト附記シタルモノ及ヒ件名ヲ記載シ其証書ニ登簿番号ヲ記入シ帳簿及ヒ

証書ニ日附アル印章ヲ押捺シ且其印章ヲ以テ帳簿ト証書トニ割印ヲ為スコトヲ

要ス

２ 証書カ数紙ヨリ成レル場合ニ於テハ前項ニ掲ケタル印章ヲ以テ毎紙ノ綴目又

ハ継目ニ契印ヲ為スコトヲ要ス
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３ 発送・公告式場への掲示

文書の施行は，発送（使送を含む。）又は公告式掲示場への掲示が一般的であり，

これによって，文書が公文書として正式にその効力を発生させることになる。

(1) 発送

「発送」とは，郵送，使送等の方法によって，相手方に文書を送達するために

行われる手続をいう。

☆参考

公示送達について

相手方が文書の受領を拒否する場合や相手方が不在であったり，行方

不明であったりして文書を送達することができない場合は，「公示送達」

の方法により相手方に送達されたのと同様の法律効果を生じさせること

ができる（民法第98条，民事訴訟法第178条から第180条まで，地方税法

第20条の２等）。

・民事上の文書 簡易裁判所の掲示場（掲示した日から２週間

経過した日から有効となる。）

・市民税の督促状 市役所の掲示場（７日後有効となる。）

(2) 公告式掲示場への掲示

条例，規則等は，公布又は告示の手続により公式に広く一般に知らせることが

施行の要件とされている。

ア 公布

公布とは，条例，規則，その他の規程について，地方自治法第16条第４項及

び第５項の規定に基づき，公告式掲示場に掲示して一般に周知させる手続をい

う。この手続によって，その条例等の効力を発生させるという重要な意味を持

っている。

☆参考 つくば市公告式条例

イ 告示

告示とは，市の機関が，その権限により行った行政処分又は重要な事項を公

表する行為の一形式をいい，公告式掲示場に掲示して一般に周知させる手続と

なっている。
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法令において，告示，公示，公告，公表その他一般に周知する旨の規定がさ

れている場合は，告示の形式によることが適当である。

☆参考 つくば市告示式

☆訓令

訓令とは，市長その他の市の機関が，その補助機関である職員に

対し，内部的な事務処理等について指揮命令するために発する命令

をいい，間接的に市民に影響を及ぼすことから，公表して一般に周

知させる方法がとられている。

☆つくば市訓令前行署名式及び令達式

ウ 公告

公布及び告示に該当しないもので，一定の事実を進んで広く一般に周知させ

ようとするときに行われる。特に，定めがないので，適宜の方法でよい。
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第６章 文書の整理，保管及び保存

文書は，これを読む者に意思や事実を正確に伝達する機能を有するとともに，継続

して利用するための記録・保存機能も有している。

文書の整理及び保存とは，このような文書の機能の有効な活用を図るため，文書を

整然と分類整理し，常にその所在を明らかにし，必要に応じて，容易に取り出せるよ

うにしておくことである。

従来，文書の整理及び保存の必要性は，ともすれば行政側の利用面だけを考えてき

た。しかし，情報公開が制度として，自治体に定着してきた今日では，文書は，住民

からの請求にいつでも対応できるように整理及び保存しておかなければならない。

１ 文書の整理及び保管（つくば市文書等管理規程第42条～第45条）

(1) 「文書の整理及び保管」の意義

「文書の整理」とは，多数の文書の中から特定の文書を必要なときにいつでも

取り出させるように，文書を秩序立てて系統的に分類することをいう。

「文書の保管」とは，処理中又は処理済みの文書を，主管課において，随時利

用し得るような状態に整理し，管理することをいう。

(2) 文書の整理及び保管の原則

文書は，その文書が完結文書となった日の属する会計年度を単位として整理し，

保管することが原則とされている。完結文書のうち，前年度と現年度のものは，

主管課の事務室で整理し，保管するのが原則である。

(3) 文書の整理及び保管の方法

文書の整理及び保管の方法としては，つくば市では，平成10年度から文書ファ

イリング・システムを採用している。

２ 文書の保存（つくば市文書等管理規程第46条～第54条）

(1) 「文書の保存」の意義

「文書の保存」とは，主管課（各課等）において一定期間保管した文書を，文

書保存箱等に入れて文書主管課（総務部総務課）に引き継ぎ，文書主管課の管轄

下にある文書庫（豊里庁舎）において管理することをいう。

(2) 保存期間の基準

ア 文書は，まず保存を要する文書と要しない文書に分ける。

イ 保存を要しない文書は，その文書が施行されたことで役割を終えるものなの

で，当該文書の発生した会計年度末には廃棄する（現年度廃棄）。
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ウ 保存を要する文書は，一般的に，１年，３年，５年，10年，長期に分ける。

「長期保存文書」とは，従来は永久保存文書とされていたものであるが，可

能な限り相当長期に保存すべきと考えられる文書をいう。長期保存文書におい

ても，将来のある時点で保存の必要がなくなる可能性もあるので，10年ごとに

保存を継続すべきか査閲し，その文書の保存の必要性を確認する。保存の必要

性がなくなった場合は，その時点で見直しすることになる。

エ 保存期間は，法令の定めのあるものを除き，つくば市文書等管理規程に基づ

き定めることになっている。

☆参考

つくば市文書等管理規程第50条では，保存期間を定める手順を次のとおり定めて

いる。

１ 総務課長は，文書保存基準表を定める。

２ 主管課長は，文書保存期間基準表に基づき，文書保存期間表を作成する。

３ 文書管理主任は，文書保存期間表に基づき，文書保存期間を定める。

※図表８「保存期間基準表」参照

(3) 保存期間の起算日

保存期間の起算日は，一般的に次のとおりである。

ア 会計年度ごとに整理する文書

当該文書の完結した日の属する会計年度の翌会計年度の４月１日

イ 暦年ごとに整理する文書

当該文書の完結した日の属する年の翌年の１月１日

(4) 保存文書の利用（つくば市文書等管理規程第52条～第54条）

保存文書の利用には，閲覧と貸出しがある。「閲覧」とは保存文書を文書庫内

で利用してその場で返却することであり，「貸出し」とは文書庫から保存文書を

主管課に持ち帰って利用することである。この保存文書の利用の手続等について

は，その活用と秘密保持の両面を機能させるように，つくば市文書管理規程等で

規定するものである。

※図表19～21「文書貸出票」参照

３ 保存文書の廃棄（文書等管理規程第55条～第56条）

(1) 「保存文書の廃棄」の意義

「保存文書の廃棄」とは，保存文書のうち保存期間が満了したものを，消去，

焼却，細断等の方法により処分することをいう。
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(2) 保存文書の廃棄の手続

主管課長は，文書等がその保存期間を満了したときは，当該文書等を廃棄しな

くてはならない。しかし，当初設定した保存期間が，時間の経過とともに変わる

こともあるため，保存期間が経過した文書等については保存の可否を決定し，必

要に応じて，保存期間の延長をすることができる。

また，長期保存の文書等については，保存開始から10年ごとに保存期間の見直

しを図るものとする。

廃棄することに決定した文書等は，本庁舎の部署においては，文書主管課（総

務部総務課）が取りまとめ，焼却，細断，溶解などの方法により廃棄する。

なお，出先機関等の管理する文書は，主管課長の責任で廃棄すること。

運搬するときは，平ボディトラック等の飛散するおそれがある車両を使用しな

いこと。

(3) 分別及び再利用

保存期間が満了したファイリング文書を廃棄するときは，フォルダ，紙，クリ

ップ等の金具その他の廃棄方法に即した分別をすること。

なお，フォルダ及びクリップ等の金具は，再利用すること。（個人情報がフォ

ルダシール等に記載されているフォルダについては，取扱いに十分注意するこ

と。）
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第７章 文書ファイリング・システム

１ 文書ファイリング・システム

文書ファイリング・システムとは，「組織体の維持発展のために必要な文書を，

その組織体のものとして，必要に応じ即座に利用し得るように，体系的に整理・保

管し，最後には廃棄するまでの一連の制度」のことである。

つまり，文書の発生から，組織として分類・保管し，その文書の活用を図り，保

存・廃棄に至るまでの一連の仕組みをシステム化したものである。

２ 対象文書

(1) 対象文書の範囲

ファイリング・システムの対象文書は，完結，未完結を問わず，職務上作成し，

又は収受した全ての文書である。この対象は，「情報公開」における「対象情報」

と共通している。

(2) 対象文書の区分

対象となる文書は，大きく次の４種に区分できる。

① 一般文書

② 帳票，台帳類

③ 図面類

④ 資料

対象外文書としては，私的文書，外郭団体文書，図書，雑誌，用紙類等である。

３ 使用する用具

(1) フォルダ フォルダ

文書を１件ごとにまとめて収納する紙

ばさみである。文書を保護するとともに，

文書を分類するために使用する。

ガイド

(2) ガイド

ガイドは，フォルダを分類・区分する

こととフォルダ検索の役目を持っている。

第１ガイドは，大分類，第２ガイドは，

中分類を表す。
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フォルダラベル

(3) ガイドラベル，フォルダラベル

文書を明らかにするため，フォルダ又

はガイドの名称を記入する。

(4) ファイルボックス

文書をファイルしたフォルダやガイド ファイルボックス

を収納する厚紙製のボックスである。ボ

ックスを使用しないで，キャビネットに

収納する方法もある。 現年度 緑色

前年度 青色

(5) 保管庫 保管庫

フォルダに挟み込んだ文書は，ファイ

ルボックスに入れて保管庫に収納する。

(6) 保存箱

保存箱は，フォルダにファイルした文

書をそのまま文書庫（豊里庁舎）又は出

先機関等の書庫で保存する場合にのみ用

いる収納箱である。

(7) 文書所在カード(※図表22参照)

フォルダ方式をとれない文書は，まとめて別の保管庫などに収納するが，ファ

イルボックス内の本来の分類位置に入れた個別フォルダに，代わりとして「文書

所在カード」（Ａ４判）をファイルする。

全ての文書はフォルダに入れることが大原則であるので，「文書所在カード」

は，できるだけ使用しないことが望ましい。

なお，文書主管課（総務部総務課）へ引き継ぐとき，又は出先機関等で保存す

るときは，保存箱へ納める。
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(8) ファイル基準表

ファイル基準表とは，各保管単位のファイルについて，その配列，移換え，引

継ぎ，保存期間等を示すもので，これによりファイルの維持管理を行い，また，

必要な保管文書を探し出す手掛かりとする。

ファイル基準表は，総括表と本編の２種類に分かれる。

平成14年度以降のファイル基準表は，紙媒体で打ち出す必要はない。ただし，

本庁舎以外の部署は，平成15年度以降とする。

(9) フォルダ作成の例外

原則，作成又は取得した文書は，文書管理システムへ登録するとともに，フォ

ルダを作成し保管しなければならない。

しかし，次のものは，文書管理システムへの登録のみとし，実際のフォルダを

作成しない。

ア 電子決裁及び電子収受のみが含まれるフォルダ

イ その他の電子文書が含まれるフォルダ（イントラ管理の年次休暇願など）

４ ファイリング・システムにおける文書の流れ

・発生した文書をフォルダへファイルする。

① 文書の発生とファイル ・フォルダは，ガイドにより決められた所定の位置

に収める。

・フォルダは，現年度ボックス（緑）に収納し，そ

② 保 管 の年度利用する。

・管理の記録は，ファイル基準表により行う。

・今年度の文書（フォルダ）を，前年度用ボックス

③ 移 換 え （青）へ移し換える。

・前年度文書を保存箱に収納し，文書主管課（総務

④ 引 継 ぎ 部総務課）へ引き継ぐ。

・本庁舎を除く課等は，自己自課等で管理保存する。

⑤ 保 存 ・保存箱を文書庫（豊里庁舎）に入れて保存する。

⑥ 廃 棄 ・保存期間が満了した文書を廃棄する。



- 29 -

５ 文書の分類（フォルダの作り方，ガイドの立て方）

文書の分類の基本は，次のとおりである。

・１冊の個別フォルダに，どのような文書をまとめるか

・これらの個別フォルダをどのようにまとめるか

(1) フォルダ化の三原則

ア 仕事に利用するとき，使いやすいフォルダにする。

イ 必要なときに，探しやすいフォルダにする。

ウ 中に何が入っているのか分かりやすいフォルダにする。

(2) フォルダの作り方

同じ業務の文書同士，関連性のある文書同士，一まとめにしておくと便利な文

書同士などを，１冊の個別フォルダにファイルする。

ア １冊の個別フォルダの文書量は，Ａ４版で80枚以内が望ましい。

イ フォルダは，毎年度ごとに作成する。

ウ フォルダへは，その年度の文書以外入れてはいけない（年度区分の原則）。

エ 文書所在カード処理文書をきちんと区分する。

(3) 文書分類の公式

文書の分類は，３段階（第1ガイド，第２ガイド，個別フォルダ）であり，各

段階ごとにまとめ方が異なるのが普通である。

１枚の第１ガイド(大区分)の中には，３～８枚の第２ガイド（中区分），１枚

の第２ガイドの中には，５～１５冊の個別フォルダとする。

すなわち《１Ｇ×８Ｇ×１５F 》の原則が重要である。

(4) 文書のまとめ方（分類）のいろいろ

主題別，一件別，組織別，地区別，個人別，形式別，時系列，受付順，予算科

目別，記号－番号順などの分け方がある。

(5) 「共通」と「全般」

第１ガイドで「○○共通」，第２ガイドで「○○全般」の文書名を使う。第１

ガイドで「○○全般」の文書名を使用しない。

なお，全庁共通の第２ガイドの目安は，図表23を参照ください。
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６ 文書名（フォルダのタイトル）の付け方

(1) フォルダラベルへの記入事項

A 文書名（フォルダのタイトル）

D A B 発生年度

C 保存期間

B Ｃ D 取扱いの特例（継続文書）

フォルダラベルへは，４項目以外の記載は厳禁である。

(2) 継続文書

継続文書は，継続の初めと終わりの年度を明記する。

A 文書名（フォルダのタイトル）

継 A 継続期間：平成18年度から20年度まで

保存期間：平成21年度から25年度

⑱～⑳ ５年保存 廃棄期日：平成26年３月31日

※継続文書にあっては，継続期間と保存期間

を混同しないこと。

保存期間の始まりは，継続が終了した会計年度の翌会計年度から始まる。上の

例をとれば，保存期間の始まりは，平成21年４月１日からである。よって，前年

度ボックスへの移換えは，上の例をとれば，平成20年度末（平成21年３月31日）

に行う。

(3) タイトルの付け方

ア 内容をうまく総括したタイトルを付ける。

イ より具体的に，極力，細分化してタイトルを付ける。

ウ タイトルは，略称等を避け，ある程度長くなってもできる限り正確に表示す

る。

エ 文書の形式，種類よりもその主題，内容が大切である。

オ フォルダのタイトルは，ファイル基準表（情報目録）に反映されるので，個

人情報が含まれる場合には，非公開処理（☆印で囲む）をする。

※「文書管理システム」においては，タイトル名は全角30文字以内に制限されて

いる。
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７ 色分けの決まり

ガイドとフォルダは，他のグループとの区分けを明確にするため，５色のラベル

でグループごとに色分けする。

(1) 第２ガイドの色を順を追って「白→赤→青→黄→緑」に決める。

(2) 第１ガイドの色は，そのグループの第１順位の第２ガイドの色と同じ色である。

(3) 個別フォルダの色は，そのフォルダが属する第２ガイドの色と同じにする。

※年度途中に，分類の変更等により，新たに第２ガイドを追加するときは，同色が

続かないよう色を決める。この場合，色の順序はくずれてもよい。

８ 文書管理上の決まり

(1) 単年度主義

ファイリング・システムでは，文書の管理は単年度主義で行う。したがって，

「年度区分」は最重要事項である。

(2) 文書の所属年度

ファイリング・システムにおける文書の所属年度は，原則「発生事実主義」で

ある。すなわち，その文書の発生した日の属する年度を文書の所属年度とする。

ただし，次の場合は注意を要する。例えば，起案書でいえば，起案日の属する会

計年度のことである。

ア １～３月に発生した文書は，その年度に所属する。

例 平成24年２月４日付け収受文書→平成23年度文書

イ 継続文書＝継続が終了した年度を所属年度とする。

後日，保存文書を探すときは，所属年度（継続終了年度）のファイル基準表

から保存箱を確認する。

(3) 継続文書

過年度文書であっても，参照用資料として継続して使用するものは，現年度扱

いとし，継続文書とする。できる限り終了年度を設定すること。

ア 年度を超えて使用するもの

備品台帳，施設設計図，扶養手当認定申請書，５か年計画書など

イ 事務が年度をまたいで続いているもの

共済組合貸付原簿，訴訟関係関連文書，学籍簿，児童票など

ウ 任期中の各種名簿類

文化体育団体名簿，民生委員名簿など

オ 各種資料類

物品単価表，交通料金表，事務手続マニュアルなど

※手引（マニュアル）など次の改訂まで継続するフォルダは，フォルダ作成時に

終了年度を設定できないので，改訂後，直ちに終了年度を設定すること。
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(4) 暦年文書

１月１日に始まり，12月31日に終わる文書

引継ぎは，年度文書にならう（３月31日）。したがって，１月１日から３月31

日までは，新旧両年度の文書（フォルダ）がボックス内に併存する。

(5) 保存期間

文書の保存期間は，個別フォルダごとに決める。

ア 保存期間の基準は，図表８「保存期間基準表」参照すること。

イ 保存期間の意義は，その期間保存しておくということであり，それより早く

廃棄してもいけないし，それより遅く廃棄してもいけない。

ウ 実務的には，保存期間経過後，速やかに廃棄するものとする。

９ ファイル基準表の作成

(1) ファイル基準表は，「文書目録」であり「情報目録」である（つくば市情報公

開条例第13条）。

※情報目録は，文書目録から個人情報等をマスキングした公開用目録である。こ

のため，文書（電子含む。）の入っていない空フォルダは，文書が不存在なのか，

最初から作成していないのかが，不明となり，市民への説明責任が果たせない。

したがって，空フォルダは無くすこと。

(2) ファイル基準表は，ガイドとフォルダのタイトルを書き抜いたものである。

(3) ファイル基準表は，総括表と本編の２部構成であり，１冊にして管理する。

ア 作成基準日は，毎年度３月31日である。

イ 正本（庁内用・公開用）をきちんと作成，管理する。

※平成14年度以降のファイル基準表は，紙媒体で打ち出す必要はない。ただし，

本庁舎以外の部署は，平成15年度以降とする。

ウ 各課等における利用，廃棄等の文書の基本台帳である。

エ 作成したファイル基準表は，原則として変更できない。

(4) 分類を変更する場合には，必ず移換え前に行う。

※ファイル基準表の作成は，分類を変更後行う。

10 保管単位

保管単位とは，文書を管理する組織上の単位である。つくば市では，原則として

「課」「室」等を保管単位とする。

11 文書の保管庫への収納

(1) 両年度文書の保管庫への収納

ファイルボックスは，上段に現年度文書，下段に前年度文書を配置する。３段

保管庫の場合は，上２段下１段，５段保管庫の場合は上３段下２段を基本とする。

(2) ボックス

現年度文書用ボックスは「緑」，前年度文書用ボックスは「青」を使用する。

両方のボックスには，ガイドを入れておく。
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12 文書の保存

(1) 保存の方法

保管庫の下段に当たる前年度文書は，次年度に文書主管課（総務部総務課）へ

引き継ぐ（本庁舎のみ）。保存期間３年以上の文書がこれに当たる。文書がどの

保存箱に収納されたかの記録は，文書管理システムで管理することなる。

原則として，本庁舎の部署が保管していた文書は，文書庫（旧豊里庁舎）の書

庫に，出先機関等の文書は自課の書庫に保存される。

(2) 文書庫の保存文書の利用方法

保存文書を利用するときは，総務課長へ文書貸出票を提出し，鍵を借用し，貸

出し及び閲覧することになる。

このとき利用する文書の所在は，ファイル基準表及び文書管理システムから確

認できる。

13 文書の廃棄

ファイル基準表に基づき廃棄する。廃棄基準日は，毎年度末とする。実務的には，

４月１日以降となる。詳細は，前述「保存文書の廃棄の手続」（P.30）を参照する

こと。
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第８章 情報公開制度

１ 目的

情報公開制度は，市民からの請求に応じ，市の行政機関が保有する行政文書を開

示することが義務付けられている制度である。

この制度の直接的な目的は，民主主義の理念にのっとり，知る権利の保障として

の開示の請求等に関し必要な事項を定め，①市の行政活動を市民に説明する責務の

遂行，②行政運営の透明性の向上，③公正で民主的な行政の推進に資することであ

る。

２ 基本原則

(1) 開示の原則

つくば市が保有する行政文書が公共のものであることに鑑み，開示を原則とし，

例外として不開示とする行政文書の範囲は，合理的かつ必要最小限とする。

(2) プライバシーの保護等

プライバシーの権利は，個人の尊厳に係る基本的人権の一つとして尊重される

べきものであって，この制度によって個々人のプライバシーが侵害されることの

ないよう最大限に保護するとともに，自己の情報にアクセスしてコントロールす

る権利の確立のため，別につくば市個人情報保護条例を施行している。

(3) 請求権者の範囲の非限定

情報化社会の進展，生活圏の拡大等により市の行政に何らかの利害等を有する

者の範囲が，住民の枠を超えてきていることなどを考慮し，請求権者の範囲を限

定せず，「何人」も請求できる。

(4) 公正な救済制度の確立

開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求について，公平に審理を

するため，つくば市情報公開・個人情報保護審査会を設置し，諮問することを実

施機関に義務付け，適正な救済制度の確立を図っている。

(5) 市民にとって利用しやすい制度の確立

市民の請求に対する利便に資するため，窓口の一元化を図っている。また，請

求された行政文書を迅速かつ正確に開示するため，文書ファイリング・システム

を導入している。

３ 制度の主な内容

(1) 実施機関

市長，教育委員会，選挙管理委員会，公平委員会，監査委員，農業委員会，固

定資産評価審査委員会，消防長，公営企業管理者，議会

(2) 開示の対象

開示の対象となる行政文書は，以下のとおりである。
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実施機関の職員が職務上作成し，又は取得した文書，図画及び電磁的記録であ

って，当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして，当該実施機関が保有

しているもの。ただし，次に掲げるものを除く。

ア 官報，公報，白書，新聞，雑誌，書籍その他不特定多数の者に販売すること

を目的として発行されるもの

イ 図書館その他の機関において，歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用

の資料として特別の管理がされているもの

(3) 開示の請求及び決定手続

開示の請求があったときは，当該請求書を受け付けた日の翌日から起算して，

15日以内に開示又は不開示の決定をし，その旨を請求者に通知する。ただし，事

務処理上の困難その他正当な理由があるときは，その期間を45日以内に限り延長

することができる。

また，開示請求に係る行政文書が著しく大量であるため，60日以内にその全て

について開示決定等がすることにより事務の遂行に著しい支障が生じるおそれが

ある場合には，相当の部分につき，当該期間内に開示決定をし，残りの行政文書

については，相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。

(4) 開示の実施

文書又は図画については，閲覧又は写しの交付により，電磁的記録については，

閲覧，視聴，聴取，複写した媒体，出力した用紙の交付により行う。ただし，閲

覧による開示の場合で，当該行政文書の保存に支障が生じるおそれがあるとき，

またその他正当な利用があるときは，その写しにより行うことができる。

(5) 不開示情報

行政文書は，開示を原則とするが，次に掲げる情報については，開示すること

により個人の権利，利益又は公共の利益を失うものが含まれるので，限定的に不

開示とすることができる。

ア 個人情報

イ 法人等の事業活動情報

ウ 公共安全維持情報

エ 審議・検討等情報

オ 事務事業情報

カ 法令秘情報

(6) 存否応答拒否

開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで，不開示情報を

開示することとなるときは，行政文書の存否を明らかにしないで，開示請求を拒

否することができる。
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(例)生活保護を受けているかという開示請求の場合，不開示と回答するだけで

生活保護に関する書類が存在することを答えることとなってしまい，生活

保護を受給している事実が明らかになってしまう場合など。

(7) 費用の負担

行政文書の写しの交付又は送付に要する実費は，開示請求者の負担とする。

(8) 開示請求者への情報の提供

実施機関は，開示請求者に対して，開示請求に係る行政文書を具体的に特定し

得る情報や開示請求事務の流れなどに関する情報を提供し，開示請求者が容易か

つ的確に開示請求をすることができるよう努める。

(9) 保有する情報の提供に関する施策の充実

実施機関の保有する情報が適時に，かつ，適切な方法で市民に明らかにされる

よう，実施機関の保有する情報の提供に関する施策の充実に努める。

(10) 情報公開窓口（本庁舎５階総務部総務課）

情報公開窓口では，情報公開制度に関する相談や受付を行っている。

なお，個人情報保護制度に関する個人情報窓口も併設している。

※各課等でも対応可能である。図表24「開示事務の流れ」参照
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第９章 個人情報保護制度

１ 目的

実施機関において個人情報の利用が拡大していることに鑑み，個人の権利利益を

保護することを目的とする。

２ 定義

(1) 個人情報

生存する個人に関する情報であって，当該情報に含まれる氏名，生年月日その

他の記述等により特定の個人を識別することができるもの（他の情報と照合する

ことができ，それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含

む。）

(2) 特定個人情報

個人番号（マイナンバー）をその内容に含む個人情報

(3) 保有個人情報，保有特定個人情報

実施機関の職員が職務上作成し，又は取得した個人情報（特定個人情報）であ

って，当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして，当該実施機関が保有

しているもの。ただし，行政文書に記録されているものに限る。

※行政文書：「第８章 情報公開制度 ３(2)開示の対象」参照

３ 個人情報の取扱い

(1) 個人情報の保有の制限等

ア 個人情報の保有は，所掌事務を遂行するため必要な場合に限る。

イ 個人情報の利用目的を特定し，その達成に必要な範囲を超えて保有しない。

ウ 利用目的を変更する場合は，変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合

理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。

(2) 利用目的の明示

本人から直接書面に記録された当該本人の個人情報を取得するときは，原則，

あらかじめ，その利用目的を明示しなくてはならない。

(3) 正確性の確保

保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。

(4) 安全確保の措置

保有個人情報の漏えい，滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の適切な管

理のために必要な措置を講じなければならない。

(5) 利用及び提供の制限

利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し，又は提供してはなら

ない。（法令又は条例に基づく場合を除く。）ただし，以下に該当する場合は，

可能である。
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ア 本人の同意があるとき又は本人に提供するとき。

イ 利用することについて相当な理由のあるとき。

ウ 明らかに本人の利益になるとき(統計の作成，学術研究の目的)など。

４ 特定個人情報の取扱い

(1) 利用の制限

利用目的以外の目的のために利用してはならない。

(2) 提供の制限

番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き，提供してはならない。

５ 個人情報ファイルの届出

(1) 届出の対象

個人の数が1,000人の個人情報ファイル

(2) 届出の時期

個人情報ファイルを保有しようとするとき

(3) 届出の内容

ア 個人情報ファイルの名称

イ 個人情報ファイルの担当部署

ウ 個人情報ファイルの利用目的

エ 個人情報ファイルに記録される個人の範囲

オ 個人情報ファイルに記録される個人情報の収集方法

カ 記録情報を提供する場合は，その提供先 など

(4) 届出の方法

個人情報ファイル管理システムに登録する。

（参照）個人情報ファイル管理システムの手引

(5) 公表

個人情報ファイル簿を作成し，総務課窓口に設置及び市ホームページに公表す

る。

６ 個人情報の開示

(1) 開示請求権

本人の保有個人情報の開示を請求することができる。

(2) 開示請求の手続

請求の受付及び開示の際は，本人確認を行う。

※ 図表24「開示事務の流れ」参照
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第１章 基本的な心得

１ 文字や言葉の用い方への配慮

(1) 文字や言葉は，誰にでも分かりやすく親しみやすいものを用いる。

公用文は，その性質上，誰にでも容易に理解することができるものでなければ

ならない。市役所内で用いられている専門用語などは，一般的には分かりにくい

ものが多いので，相手方を十分考慮して用いるようにすべきである。

また，公用文で用いる文字や言葉の違いには，第２章で述べるような一定の基

準があることに注意をする。

なお，最近の行政機関における言葉遣いの重点は，次のような点におかれてい

る。

ア 権威主義的で命令的な感じのする言葉は避け，親しみやすい言葉遣いをする

こと。

イ 文語調や漢語調の言葉は避け，現代的な言葉遣いをすること。

ウ 曖昧な表現や意味の分かりにくい言葉は避け，分かりやすい言葉遣いをする

こと。

エ 不快感を与える言葉は避け，相手の気持になった言葉遣いをすること。

オ 外来語を乱用しないで，日本語を大切にした言葉遣いをすること。

(2) 文字や言葉は，統一のある用い方をすること。

同一の文章や１件の文書の中で，同じ事柄（概念）を表現するのに，一方で漢

字を用い，他方で仮名を用いたり，異なる漢字を用いたりすることは，読み手に

とって分かりにくく，誤読されるおそれがあるので避けること。

２ 簡潔な表現

分かりにくい文字や言葉を避け，正確に書いたとしても，文書が回りくどく複雑

なものであれば，読み手にとって理解しやすいものとはいえない。文書は，それに

盛り込まなければならない事項は十分盛り込むとしても，主題を絞って簡潔に表現

するように努めなければならない。

簡潔に表現するためには，次のような工夫をする必要がある。

(1) 文書は，できるだけ短く書くこと（一つの文に多くの事柄を盛り込まないこ

と。）。

(2) 適当な段落を付けること。

(3) 適宜，標題や見出し，見出し番号（例えば，第１，第２，～）などを付けるこ

と。

(4) 箇条書や表を活用すること。

(5) 句読点を要領よく付けること。
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３ 論理的な構成・文法にかなった構文

公用文は，文学作品と異なり，常に論理的でなければならない。したがって，文

章は論理的に構成し，一つ一つの文章は文法にかなった構文（文の組立て）でなけ

ればならない。

論理的な構成の方法として，大前提と小前提から結論を導くいわゆる「三段論法」

があるが，公用文の種類によっては，結論（相手が知りたいこと）から述べた方が

よい場合がある。

また，文法を無視したような文書では，論理的ではあり得ないし，相手方に正確

な理解を望むことはできないことを肝に銘じておくべきである。

４ 適法かつ適切な内容

公用文に盛り込む内容は，その性質から当然，適法であること，不当なものでな

いこと，そして過不足のない適切なものであることが必要である。

(1) 盛り込むべき内容

相手方に伝えるべき事項については，必要な内容が抜け落ちることがないよう

にしなければならない。よく「５Ｗ１Ｈの原則」といわれるが，このような事項

を確認し，必要な事項を書き落とさないようにすることが必要である。「５Ｗ１

Ｈの原則」は，最近，予算面を考慮しなければならないことから「５Ｗ２Ｈの原

則」に変わりつつある。

「５Ｗ１Ｈ」とは，次のとおりである。

Ｗｈｅｎ いつ [ 日・時 ]

Ｗｈｏ 誰が [ 主体 ]

Ｗｈｅｒｅ どこで [ 場所 ]

Ｗｈａｔ 何を [ 対象（客体） ]

Ｗｈｙ なぜ（何のために） [ 原因（理由） ]

Ｈｏｗ どのように [ 状態（方法） ]

「５Ｗ２Ｈ」とは，「５Ｗ１Ｈ」に次のものを加える。

Ｈｏｗ ｍｕｃｈ どのくらいか [ 予算 ]

(2) 内容の検討

公用文は，その性格上，相手方の権利・義務に影響を与えたり，財政的負担を

伴ったりする場合があるので，法律的，行政的，財政的見地から，その内容を十

分検討する必要がある。

(3) 決められた書式の遵守

公用文は，原則として，一定の書式に従って作成しなければならない。決めら

れた書式によって作成されていない場合には，公用文として無効になることもあ

るので，公用文の作成に当たっては，書式についても十分注意をする必要がある。
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第２章 公用文の表記の仕方

１ 表記の基準

公用文を作成する上で準拠すべき基準については，各地方公共団体で公文規程や

文書取扱規程などを定めているのが一般的である。

しかし，これらの基準が各地方公共団体によって違いがあることは，公用文の性

格上余り望ましいことではない。国，地方公共団体のいずれの公用文も同じ国民を

対象にしている以上，国の基準と地方公共団体の基準とは，当然，一体性があるべ

きである。

したがって，各地方公共団体における公用文の表記の基準は，次のような国が定

めた公用文の基準に従って定められている。

(1) 常用漢字表 （平成22年11月30日内閣告示第２号）

(2) 現代仮名遣い （昭和61年７月１日内閣告示第１号）

(3) 送り仮名の付け方（昭和48年６月18日内閣告示第２号）

(4) 公用文改善の趣旨徹底について（依命通達）

（昭和27年４月４日内閣閣甲第16号）

(5) 公用文における漢字使用等について（通知）

（平成22年11月30日内閣訓令第１号）

(6) 法令における漢字使用等について（通知）

（平成22年11月30日内閣法制局総総第208号）

２ 横書きと縦書き

文書の書き方には，横書きと縦書きがあるが，公用文は，特別のものを除き，左

横書きとするのが通例である。

左横書きが公用文に採用されたのは昭和24年内閣閣甲第104号依命通知（公用文

作成の基準について）以降のことであるが，更に昭和27年内閣閣甲第16号依命通知

（公用文改善の趣旨徹底について－－－公用文作成の要領）で「なるべく広い範囲

にわたって左横書きとする」こととされた。

その理由は，左横書きに次のような利点があり，少なからず事務能率の増進に貢

献すると考えられているからである。

(1) 左横書きの場合は，縦書きの場合ほど腕を動かさなくても多くの文字を書くこ

とができること。

(2) 縦書きの場合は書き終わった部分が手で隠れて見えないが，左横書きの場合は

書き終わった部分を見ながら，書き続けることができること。

(3) 左横書きの場合は，左から右へ，上から下へ書くので，書き終わった部分のイ

ンク等が乾くのを待つことなく書くことができること。

(4) 左横書きの場合，アラビア数字（洋数字又は算用数字ともいう。）を用いるこ
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とができるが，このアラビア数字は，縦書きで用いる漢数字に比べ，表記の点で

能率がよく，表記の仕方によって読み誤ることが少ないこと。

(5) 縦書きの場合は，一般に行末から行頭へ目を移行するのに距離があるが，左横

書きの場合は，この距離が短く，生理的な視野も縦より横の方が広いので，それ

だけ能率的であり，読みやすいこと。

このように，左横書きには，縦書きに比べて多くの利点があるが，反面，数字を

含んだ語の表記や句切り符号などが，書き手の主観によって選択されることより，

表記上の不統一を来すという欠点もある。

したがって，公用文を左横書きにしている場合には，その表記の細部について，

統一のための取決めをしておくことが大切である。

３ 文体

(1) 常体と敬体

公用文で用いられる文体は，「である」で言い切る常体（普通体）と，「です

・ます」で言い切る敬体（丁寧体）がある。通常，常体を「である体」といい，

敬体を「です・ます体」というが，おおむね次のように使い分けるのが一般的で

ある。

「である体」・・・・条例・規則などの例規文，契約文，証明文，辞令文など

「です・ます体」・・ 照会・回答などの往復文，表彰文など

常体と敬体を更に細かく分け，それらを丁寧さの低いものから順に並べると次

のようになる。

① ～～だ。

常体

② ～～である。

③ ～～です。

敬体 ④ ～～であります。

⑤ ～～でございます。

このうち，④，⑤などの敬語表現は，礼状や挨拶状などの特別なものに限って

用いるのが一般的である。

なお，常体であれ敬体であれ，一つの文章の途中では，次の例のように丁寧さ

の低いものを使ってもよいこととされている。ただし，言い切りの部分（文末）

で常体と敬体が混在するような表現は，絶対に避けるべきである（箇条書は，例

外として，敬体の文章の中であっても，常体でよいとされている。）。

[例] Ａ地区の下水道施設は施工済みだが，Ｂ地区の下水道施設は計画中で

ある。
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[例] Ａ地区の下水道施設は施工済みですが，Ｂ地区の下水道施設は計画中

であります。

[例] 地方公共団体が窮極の目標としているのは，公共の福祉を向上させる

ことです。

(2) 口語体と文語体

現代社会において日常使われる言葉を口語といい，伝統的な書き言葉を文語体

という。

公用文は，口語体の表現で書くこととされ，文語体の表現は原則として用いな

いこととされている。ただし，次に掲げるものは，本来文語体であるが，公用文

に用いても差し支えない。

ア 「あり，なし，同じ」

これらは，簡単な注記や表の中で，終止形に限り用いてもよいとされている。

イ 「べき」

「べき」（連体形）だけを用いる。「べし，べく」などの形は用いない。

４ 文法

正確で分かりやすい公用文を書くためには，文法の原則を守ることはもちろん，

構文（文の組立て）にも配慮しなければならない。文法・構文上の注意点は，次の

とおりである。

(1) 主語と述語をしっかり対応させること。

[例] 消費税の特徴の一つは，納税義務者と担税者が異なり，平成元年度か

ら実施されます。

↓

[例] 消費税の特徴の一つは，納税義務者と担税者が異なるところにありま

す。この消費税は，平成元年度から実施されます。

(2) 中止法（一つの文章で動詞等を連用形で中止し，次に続ける記述の仕方）を使

うと意味が曖昧になる場合は，中止法を避けること。

[例] 該当するものを丸で囲み，いずれにも該当しない場合は「その他」を

丸で囲み，右の欄に理由を記入してください。

↓

[例] 該当するものを丸で囲んでください。いずれにも該当しない場合は，

「その他」を丸で囲み，右の欄に理由を記入してください。

(3) 修飾する語句が何を修飾するのかはっきりさせること。

[例] 充実した資料の管理 → 「充実した資料」か「充実した管理」か。

(4) 否定形では，打ち消されるものが何かをはっきりさせること。

[例] 専決は委任のように権限の委譲はない。

↓
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[例] Ａ 専決は，委任と異なり，権限の委譲はない。

Ｂ 専決は，委任と同じように，権限の委譲はない。

Ｃ 専決は，委任ほど権限の委譲はない。

例文は，上記Ａ，Ｂ，Ｃのいずれにも解釈することができ，誤読されるおそれ

があるので，Ａのように表現すべきである。

(5) 何と何が並列の関係にあるのかはっきりさせること。

[例] 研修には，課長補佐と課長の半数を出席させること。

↓

[例] 研修には，課長補佐全員と課長の半数を出席させること。

研修には，課長補佐と課長のそれぞれ半数を出席させること。

(6) 受身形は，なるべく用いないこと。また，抽象的な語を主語にすることも，な

るべく避けること。

[例] かかる状態は，速やかに改善されなければならない。

↓

[例] このような状態を速やかに改善しなければならない。

(7) 語句を省略しすぎないこと。

ア 必要な主語を落とさないこと。

[例] 館長は，係員の指示に従わないときは，その利用許可を取り消すこと

ができます。

↓

[例] 館長は，利用者が係員の指示に従わないときは，その利用許可を取り

消すことができます。

イ 必要な述語を抜かさないこと。

[例] 館長の許可なく持ち出しを禁じます。

↓

[例] 館長の許可なく，持ち出すことを禁じます。

「禁じます」の目的句は，「許可なく持ち出し」ではなく，「許可なく持ち

出すこと」である。

ウ 必要な助詞を落とさないこと。

[例] 住民から強い改善措置の要求に対応して，

↓

[例] 住民からの強い改善措置の要求に対応して，
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５ 漢字

(1) 漢字使用の原則

現代の国語を書き表すための漢字使用の「目安」として常用漢字表（平成22年

11月30日内閣告示第２号）が定められているが，国や地方公共団体においては，

この常用漢字表を単なる「目安」とせず，公用文における漢字使用の原則として

いる。

つまり，公用文に用いる漢字の範囲，音訓の範囲及び字体は，それぞれ，常用

漢字表で定める字種（2,136文字），音訓及び字体（通用字体に限る。）としてい

る。

常用漢字表にない漢字を「表外字」といい，常用漢字表で認めていない音訓を

「表外音訓」というが，公用文には，原則として，この表外字や表外音訓は使用

しないということである。ただし，次のような場合は，例外的に常用漢字表によ

らないことができるとするのが通例である。

ア 地名・人名等の固有名詞を表す場合

イ 専門用語等で仮名で書くと分かりにくくなる場合（この場合には，振り仮名

を付けるのが原則である。）

なお，常用漢字表は漢字使用の最低限の制限であるから，常用漢字表に字種・

音訓ともにある漢字は，特に平仮名で書くこととされている場合のほかは，積極

的に使用することになる。我が国の国語表記は，「漢字仮名交じり文」で行われ

ているので，漢字と仮名を程よく交えることが肝要である。漢字，仮名のどちら

に偏りすぎても，読みにくく，分かりにくくなるおそれがあることに注意すべき

である。

(2) 常用漢字表による表記についての注意事項

常用漢字表にない漢字は，原則として用いないこととされているので，当然，

平仮名で書くことになるが，常用漢字表にある漢字であっても，平仮名で書く場

合がある。

ア 普通名詞のうち，本来の意味を失って形式的に用いられ，修飾語を持たなけ

れば独立した意味を持ち得ないものを「形式名詞」といい，平仮名で書くこと

になる。「これ」「とき」「ところ」「もの」などがある。

[例]

「事故のときは連絡する」の「とき」は形式名詞なので平仮名で書く。

しかし，「時を待て。」の「時」は，本来の意味（時刻・時期）を持つ

普通名詞なので，漢字で書くことになる。

イ 「補助動詞」とは，もともと動詞である語が，本来の意味と自立語としての

性質を失って，助動詞のように用いられるものをいう。前に「て」（～してく

ださい。）か「で」（～しないでください。）が付くのが一般的である。ただし，
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「問題をお話ください。」（尊敬）というように「て」や「で」が付かないこ

ともある。

「本を下さい。」や「本を頂く。」などは，本来の動詞であるから，漢字で

書く。

(3) 常用漢字表の範囲内で書き表せないものの書換え・言換え

常用漢字表の範囲内で書き表せないものは，次のように書換え，言換えをする

のが一般的である。（参考：平成22年11月30日内閣法制局総総第208号）

（ の付いた漢字は表外字を示す。）

ア 平仮名書きにするもの

(ｱ) 単語の表外字の部分だけを平仮名に改める方法は避け，全て平仮名で書く

もの

[例] 斡旋 → あっせん（「あっ旋」は用いない。）

煉瓦 → れんが（「れん瓦」は用いない。）

(ｲ) 漢字を用いた方が分かりやすいため，単語の表外字部分だけを平仮名にす

るもの（例外１）

[例] 屎尿 → し尿

澱粉 → でん粉

顛末 → てん末

漏洩 → 漏えい

(ｳ) 常用漢字表にあるものであっても，仮名で表記するもの(例外２）

[例] 且つ → かつ

従って（接続詞） → したがって

但し → ただし

外
→ ほか

他

又 → また（ただし，「または」は「又は」と表記

する）

因る → よる

イ 常用漢字表中の音が同じで，意味の似た漢字に書き換えるもの

[例] 車輛 → 車両

煽動 → 扇動

碇泊 → 停泊

編輯 → 編集
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ウ 同じ意味の言葉に言い換えるもの

[例] 改悛 → 改心

捺印 → 押印

エ 易しい言葉に言い換えるもの

[例] 隠蔽する → 隠す

庇護する → かばう

６ 送り仮名

(1) 送り仮名の付け方の原則

公用文の送り仮名の付け方は，原則として，「送り仮名の付け方」（昭和48年

内閣告示第2号）の通則１から通則６までの「本則」及び「例外」，通則７並びに

「付表の語」（１のなお書きを除く。）によることとされている。ただし，公用

文においては，複合語のうち，活用のない語（名詞など）で読み違えるおそれの

ない語については，通則６の「許容」の例により，送り仮名を省くこととされて

いるのが特徴である。

(2) 送り仮名の付け方の注意点

ア 活用のある語（動詞など）は，活用語尾を送るのが原則である。

[例] 表す 承る 行う 賜る （五段活用）

生きる 現れる 考える 助ける （上一・下一段活用）

イ アの原則にかかわらず，活用語尾以外の部分に他の語を含む語（例えば，他

動詞と自動詞というような関係にある語など）は，含まれている語の送り仮名

の付け方によって送る（含まれている語を[ ]の中に示す。）。

[例] 動かす [動く ] 照らす [照る ] 向かう [向く ]

終わる [終える ] 変わる [変える ] 集まる [集める ]

ウ 複合語の送り仮名は，原則として，その複合語を書き表す漢字のそれぞれの

音訓を用いた単独の語の送り仮名の付け方による。

[例] 複合動詞 取り消す 取り計らう 申し込む

複合名詞 後ろ姿 斜め左 独り言 日当たり 教え子

乗り降り 暮らし向き 移り変わり

エ ウの原則にかかわらず，複合名詞で読み間違えるおそれのない語は，次の例

のように送り仮名を省く。

[例] 明渡し 入替え 受入れ 受持ち 打合せ会 埋立て 売上げ 買上

げ 書換え 貸付け 借入れ 組合せ 繰入れ 繰越し 備付け 立

入り 手続 届出 問合せ 届出 取決め 取消し 取調べ 話合い

引締め 引継ぎ 日雇 前払 未払 申合せ 申込み 申出 申立て

雇入れ 呼出し 割増し 割戻し
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７ 仮名遣い

(1) 仮名遣いの原則

公用文における仮名遣いは，「現代仮名遣い」（昭和61年内閣告示第１号）に

よる。

(2) 現代仮名遣いの注意点

ア 仮名は，原則として，発音どおりに書く。ただし，助詞の「を」「は」「へ」

は，例外とされる。

イ 動詞の「いう（言）」は，「いう」と書く（「ゆう」としない。）。

※「言う」と「いう」の使い分け

言う←発話する。話す。 いう←指し示す，表す

[例] 「はい」と言う。 以下～という。

ウ 「じ」と「ぢ」，「ず」と「づ」については，「じ・ず」を原則とし，「ぢ・

づ」は例外的に使う。「ぢ・づ」を用いることができるのは，次の場合のみで

ある。

(ｱ) 同音の連呼によって生じた「ぢ」「づ」の場合

[例] ちぢみ ちぢれる ちぢこまる つづく つづめる つづる

(ｲ) ２語の連合によって生じた「ぢ」「づ」の場合

[例] はなぢ（鼻血） そこぢから（底力） いれぢえ（入知恵）

みかづき（三日月） たづな（手綱） にいづま（新妻）

てづくり（手作り） もとづく（基づく） つれづれ

エ 長音については，ア列は「あ」，イ列は「い」，ウ列は「う」，エ列は「え」

というように，当該列の母音を用いて書き表すが，オ列は「う」を用いて書き

表す。

[例] おうじ（王子） おうぎ（扇） かおう（買おう）

はなそう（話そう） あそぼう（遊ぼう）

ただし，次のような語は，「お」を添えて書き表すこととされているので，

注意しなければならない。

[例] おおかみ おおやけ（公） こおり（氷） とお（十）

おおう（覆う） こおる（凍る） とおる（通る）

次のとおり もよおす（催す） おおい（多い）

おおきい（大きい） おおむね おおよそ

(3) 片仮名の用い方

公用文においては，次の場合は，片仮名を用いる。

ア 外国（漢字を用いる国を除く。）の地名・人名を書き表す場合

[例] イタリア スウェーデン シューベルト

イ 外来語・外国語を書き表す場合

[例] ガラス ラジオ ビール アメニティ コンセプト
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外来語とは，外国語が日本語となった語のことをいうが，外来語であっても，

「たばこ」や「かるた」などのように，外来語の意味が薄くなっている語は，平

仮名で書く。

８ 数字

数字には，漢数字（一，二，三），アラビア数字（１，２，３），ローマ数字（Ⅰ,

Ⅱ，Ⅲ）の３種類があるが，公用文には，ローマ数字はほとんど用いられていない。

数字の用い方の一般的な原則は，次のとおりである。

(1) 左横書きの場合

ア 原則として，アラビア数字を用いる（例外は「オ」のとおり）。原則として，

１桁の数字は全角とし，２桁以上の数字は半角とする。

イ 数字の桁の区切り方は，３桁区切りとし，区切り符号には「，」（コンマ）

を用いる。ただし，年号，文書番号，地番，電話番号など特別なものには，区

切り符号を付けないのが一般的である。

[例] 7,777円

内線5721

文書番号 24つくば総第5555号

ウ 小数，分数の書き方は，次のとおりである。

小数 －－－ 0.234

１
分数 －－－ ３分の１ ― １／３（図表など）

３

エ 日付，時刻及び期間の書き方は次のとおりである。

(ｱ) 日付

原則として，元号（明治，大正，昭和，平成）を用いて書く。

[例] 平成５年６月17日

図表などで省略する場合

平成５．６．17 Ｈ５．６．17

※分数の表記と混同するので，「／」は用いない。 × ６／17

(ｲ) 時刻

12時間単位の表記と24時間単位の表記がある。

[例] 午後２時30分

14時30分

14：30（図表などで省略する場合）

※正午を10分過ぎた時刻を表す場合は，「午後12時10分」ではなく，

「午後０時10分」の方が誤解を避けられる。
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(ｳ) 期間

歴月と期間との混同を避ける必要がある場合は，「箇」又は「か」を付け

て表記する。

[例] ６月（ろくげつ）

六箇月（漢数字を用いるときは，「箇」）

６か月（アラビア数字を用いるときは，「か」。法令には用いない。）

オ 横書きの場合でも，次のような言葉は，漢数字を用いる。

(ｱ) 固有名詞

[例] 二重橋 四国 九州 八重桜，六本木

ただし，数字の部分に固有名詞性が薄く，数量感が残っているものは，ア

ラビア数字を用いてもよい。

[例] 国道４号線

ただし，本町三丁目（３丁目と書く自治体もある。）

(ｲ) 概数を示す語

[例] 十数人 数十日 何十年 二，三日

(ｳ) 数字を含む述語で，数量感が薄いもの

[例] 第一線 一般的 一部分 一昨日 第三者 三々五々

(ｴ) 桁の大きい数に，「兆」，「億」，「万」の単位を添える場合

[例] １万5,000人 １兆3,000億円

(ｵ) 「ひとつ」，「ふたつ」，「みっつ」と読む語

[例] 一休み 二部屋 三月 五つ子 一人一人

※「１つ，２つ，３つ」とは書かない。

(2) 縦書きの場合

ア 原則として，漢数字を用いる。

イ 漢数字は，原則として，発音どおりに書く。ただし，多くの数字を列挙する

場合や表の中で用いる場合などで見やすくする必要のあるときは，十，百，千，

万などを省いて，アラビア数字の書き方で書き表してもよい。

９ 区切り符号等

区切り符号等は，原則，全角文字とする。

(1) 句点（「。」（マル））

句点は，文章の完結の印として，文末に付けるが，次のような原則がある。

ア （ ）や「 」の括弧内の場合

(ｱ) 括弧内で完結する字句が，名詞形のときは，原則として「句点」を付けな

い。しかし，その字句が名詞形で完結しても，更に字句が続くときは，「句

点」を付ける。

[例] 自転車放置規制条例（平成元年○○市条例第６号）
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改正前の○○市行政組織規則（平成元年○○市規則第５号。以下「旧

規則」という。）

(ｲ) 括弧内で完結する字句が名詞形以外の形であって，文章を言い切っている

ときは，句点を付ける。

[例] 「非常時に対する備えは，万全ですか。」と呼び掛けた。

イ 箇条書の場合

(ｱ) 完結する字句が名詞形のときは，原則として，「句点」は付けない。

しかし，「こと」又は「とき」で終わるとき，及びその箇条書の中で更に

字句が続くときは，句点を付ける。

[例] 文書の収受，配布及び処理に関する事務

文書事務に資するため

文書の審査に関すること。

意思を表明するとき。

文書の整理，保管及び廃棄に関する事務。ただし，－－－を除く。

(ｲ) 完結する字句が名詞形以外の形であって，文書を言い切っているときは，

句点を付ける。

[例] 職員のモラールの向上に役立つ。

(ｳ) 注記としての括弧書きと句点の位置関係

句点は，文章のまとまりを示す符号であるから，（ ）が後に続く場合は，

（ ）を隔てて付けることがある。

[例] －－－である（ただし，－－－に限る。）。

ただし，二つ以上の文章や段落全体に（ ）で注記を付けるような場合に

は，注記の直前の文章の句点は，（ ）よりも前に付ける。

[例] －－－である。－－－ということができる。（このようなことは，－

－－による。）

(2) 読点（「，」コンマ又は「、」（テン））

読点は，文章の切れ目を明らかにし，語句の続き方を示して読み違いや読みに

くさを避けるために用いるものである。読点は，読み手のために付けるものであ

ることを念頭において，解釈上必要なところに付けなければならない。

読点の付け方については，次のような基本的な原則がある。

また，横書きのときの読点は「，」コンマを用い（昭和27年４月４日内閣閣甲

第16号「公用文作成の要領」），縦書きのときの読点は「、」（テン）を用いる。

ア 主語の次には，原則として「読点」を付ける。ただし，条件句や対句の主語

の次には「読点」は付けない。

[例] 市長は，利用者が係員の指示に従わないときは，その利用の許可を取

り消すことができる。（ が条件句の主語）
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都道府県は条例で副知事を，市町村は条例で副市長を置くことができ

る。（ が対句の主語）

イ 名詞を並列して記述する場合，その並列する名詞が二つの時は「読点」を付

けないで，「及び」，「又は」などの接続詞でつなぐ。しかし，並列する名詞が

三つ以上の場合には，最後の名詞のつなぎだけに接続詞を用い，その前に並列

する名詞のつなぎには「読点」を用いる。

[例] 部長及び課長

部長，課長，課長補佐及び係長

ただし，並列する名詞等の最後を「等」でくくるときは，読点だけでつなぎ，

「及び」や「又は」は用いない。

[例] 部長，課長，係長等の役職

ウ 動詞，形容詞又は副詞を並列して記述する場合には，その並列する語が二つ

であっても，「及び」，「又は」などの接続詞の前に「読点」を付ける。また，

三つ以上のときは，前に並列する語は「読点」でつなぎ，最後の二つの語のつ

なぎには「読点」を付けて，接続詞を用いる。

[例] 新素材を製造し，販売し，及び輸出する業者

エ 名詞を並列して「その他」でくくる場合には，「その他」の前には「読点」

を付けない。しかし，動詞，形容詞又は副詞を並列して「その他」でくくると

きには，「その他」の前に「読点」を付ける。

[例] 電気通信を行うための機械，器具，線路その他の電気的設備

電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し，その他電気通信設備を他

人の通信に供することを業とする者

オ 限定や条件などを表す語句や挿入句の前後には読点を付ける。

[例] 市長は，利用者がこの条例に違反したときは，その利用の許可を取り

消すことができる。（条件句）

カ 句と句を接続する「かつ」の前後には，「読点」を付ける（単語と単語を接

続するときは，「読点」は付けない。）。

[例] 市長は，その結果を関係者に通知し，かつ，これを公表しなけれ

ばならない。

行政の民主的かつ能率的な運営

キ 文書の初めに置く次のような接続詞，接続詞句又は副詞の次には，原則とし

て「読点」を付ける。

[例] 「ただし」，「しかし」，「したがって」，「すなわち」，「この場合」，「例

えば」など

ク 名詞を説明するために「で」又は「であって」を用いる場合，その後に続く

説明の字句が長いときは，「で」又は「であって」の後に「読点」を付ける。
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[例] 教職員として10年勤続した者であって，その功績が特に顕著であると

認められたもの

ケ 項目の順序を示す見出し番号には，「第１，－－－」，「２，－－－」，「(3)，

－－－」のように，「読点」は付けない。読点の代わりに１文字分空けるのが

原則である。

[例] １ 文書共通について

(1) 文書共通全般について

ア 文書事務について

(3) 中点（「・」）

事物を列挙するときには「・」（中点）を用いることができる。

中点は，次のような場合に用いる。

ア 密接不可分な名詞をつなぐ場合（密接不可分であるかどうかは，その文脈に

よる。）

[例] 机・椅子のセット

イ 漢数字において小数点を表す場合（主に縦書きの場合）

ウ 外国語，外国の地名・人名を書き表す場合

[例] ファイリング・システム アジア・アフリカ会議

トーマス・ジェファーソン

(4) ピリオド（「．」）

ピリオドは，次のような場合に用いる。

ア アラビア数字において小数点を表す場合

[例] 3.141

イ 年月日などを省略する場合

[例] 平成５．６．17

(5) コロン（「：」）

コロンは，時刻を表す場合に時と分の間に用いる。

[例] 平成５年６月17日 ９：40～16：30（図表などに用いる場合）

(6) 括弧（ ）

括弧は，一つの語句又は文章の後に注記を加える場合，字句を定義する場合，

字句の略称を定める場合などに，その注記等の範囲を示すときに用いる。

[例] 青少年（年齢13歳以上20歳未満の者をいう。）

(7) かぎ括弧「 」

かぎ括弧は，語句を引用する場合，用語を定義する場合，略称を設ける場合な

どに，その語句，用語，略称を明示するときに用いる。

[例] この項において，「青少年」とは，13歳以上20歳未満の者をいう。

年齢13歳以上20歳未満の者（以下「青少年」という。）
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(8) 繰り返し符号

公用文においては，繰り返し符号は，「々」と「〃」だけを用いる。「々」は，

「国々」，「人々」というように用いるが，続く漢字が異なった意味で使用され

ているときは用いない。

なお，「〃」は，表などで用いるのが一般的である。

[例] 民主主義 委員会会則

（例えば，「民主」と「主義」は，それぞれ異なった意味を持つ独立

した語であるので，「民主々義」としてはおかしい。）

(9) 項目の順序を表す項目番号

項目の順序を表す項目番号は，次のような順序を用いる。

（横書きの場合） 第１ １ (1) ア (ｱ)

第２ ２ (2) イ (ｲ)

第３ ３ (3) ウ (ｳ)

それぞれの配字は，次のようにする。

（○は文字を表す。）

１ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

(1) ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

ア ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

(ｱ) ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

ワープロソフトで作成する場合には，括弧「()」並びに括弧内の数字，カタカ

ナ及びアルファベットは，項目番号においては半角とし，その直後の空白も半角

とすることで書き出しの１字目を揃えるものとする。

よって，項目数が(10)などの二桁の数字に及ぶ場合には，項目番号を半字上げ

るか，半角空白を空けずに本文を続けるなどして書き出しの１字目を揃える。こ

れは，(1)，(ｱ)などを本来１文字と考えるためである。

例１ (10) ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

例２ (10)○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
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見出しがある場合の配字は，次のようになる（△が見出し）。

１ △△△△△△△

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

(1) △△△△△△△

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

項目番号に「１．」のようにドットを付ける例が多いが，公用文の項目番号に

はドットは付けない。

条例等の配字は，２行目の書き出しに注意する。また，条番号に限り，二桁以

上でも数字は全角とすることに注意する。

第９条 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

２ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

第１０条 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

10 敬語

敬語は，使い過ぎたり間違って使ったりすると相手方に不快感を与え，逆効果に

なるので，できるだけ簡潔に用いること。

(1) 「お，ご」の使い方

「お，ご」を付けるのが適当である場合は，次のとおりである。

ア 相手の物事を表す場合で，「あなたの」という意味にとれる場合

[例] 「（あなたの）お体にお気を付けてください。」

「（あなたの）御想像のとおりです。」

「（あなたの）お食事は，お済みですか。」

イ 当方の物事であるけれども，相手に対する物事なので，「お，ご」を付ける

のが習慣になっている場合

[例] 「お願いがあります。」

「お礼申し上げます。」（御礼は「おんれい」と読む。）

「御返事を差し上げます。」

「御報告いたします。」

「御挨拶申し上げます。」

※後に続く単語が，漢字の場合は「御」，平仮名の場合は「ご」を用いる。
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(2) 動作を表す語の敬語法

動作を表す語の敬語法には，相手の動作に付ける「尊敬語」と自分の動作に付

ける「謙譲語」がある。

この尊敬語と謙譲語の対比を示せば，次のとおりである。

尊 敬 語 謙 譲 語

一般的 動詞（連用形） お（断り）になる お（断り）する

な表現

名詞 御（連絡）なさる 御（連絡）いたす

特別な する なさる いたす

表現 言う おっしゃる 申す・申し上げる

来る いらっしゃる 参る

見る 御覧になる 拝見する

(3) 尊敬の助動詞「れる」・「られる」

この「れる」，「られる」は，「書かれる」「言われる」「来られる」というよう

に，動詞について尊敬語となる。

しかし，「御報告される」という表現は，誤りである。「れる」，「られる」を

付けるときは，「お」又は「御・ご」という接頭語は付けないこと。

また，もともと謙譲語である語に「れる」「られる」を付けても尊敬語になら

ないので，注意をすること。

[例] 「部長が申される」（誤り）→「部長がおっしゃる」

「部長が参られる」（誤り）→「部長がいらっしゃる」

(4) 団体や人を指す言葉

ア 自分の役所

市ならば「当市」又は「○○市」を用いる。「本県」や「本市」は，対外的

には用いないのが一般的である。

なお，「本庁」は，出先機関に対して用いるの普通がである。

イ 相手の団体

「貴市」「貴社」「貴審議会」というように「貴」を付けるのが一般的であ

る。

ウ 相手の人

「あなた」とするのが標準である。「貴方」，「貴殿」などは用いない方がよ

い。
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なお，公務員の場合は，「貴職」とするのが適当なこともある。

(5) 敬称

公用文の宛名（受信者）に付ける敬称は，次のとおりである。

ア 官庁・会社などの団体やその組織 －－－「御中」

[例] ○○株式会社 御中 総務部総務課 御中

イ 職名だけの場合・個人名を付けた職名の場合 －－－「様」

[例] 総務部総務課長 様

ウ 個人名（氏名を書いたとき。） －－－「様」

賞状の場合は，「さん」又は「君」を用いてもよい。

[例] 筑波 太郎 様（「殿」は用いない。）

11 その他注意を要する用語

(1) 並列を表す「と」

何と何が並列になっているのか紛らわしいときには，最後の語句にも付ける。

[例] 横浜市と東京都の南部との間

(2) 条件を表す「ならば」

「ならば」は「ば」を略さないで用いる。

[例] 同じ意見ならば，協力してください。

(3) 理由を表す「ので」と「から」

公用文では，理由を表す場合は「から」より「ので」の方が当たりが柔らかい

ので，「ので」を用いるのが望ましい。

(4) 「より」と「から」

文語体では両方とも，時や行為の起点を表す語として用いられていたが，口語

体においては，起点を表す場合は「から」を用い，「より」は用いない。

「より」は，比較を表す場合にしか用いないこととされている。

また，範囲を表す場合は「－－から－－まで」とし，「まで」を落とさないよ

う注意する。

[例] 会議は，午後１時から始める。（起点）

日本には，富士山より高い山はない。（比較）

開催時間 午後１時から午後３時まで（範囲）
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第３章 公文書の書式

１ 用紙の大きさ

ＪＩＳ（日本工業規格）の規格には，Ａ列とＢ列がある。Ａ列は国際的な紙の規

格で，Ｂ列は日本独自の規格である。

国の機関は行政文書のＡ列４番化を平成５年から，茨城県は平成６年から実施し

ている。

つくば市の場合も，平成６年から行政文書のＡ列４番化（縦長に用いる。）を実

施している（つくば市公文規程第５条第２項）。

２ 往復文書の書式

公文書の作成に用いる形式等について，つくば市では「つくば市公文規程」で定

めている。往復文書の書式については，次のとおりである。

※図表25「公文の配字等」参照

なお，(1)から(7)までは，図表26「往復文書の書式」を参照のこと。

(1) 文書記号及び文書番号

公文書には，その文書固有の文書記号及び文書番号を付ける。発議する文書に

は，発議した日の属する会計年度の数字を付するとともに，課等ごとに総務部総

務課長が定めた２以内の文字で課等を表す記号を付し，番号を記載しなければな

らない。対外文書には，課等を表す記号に「つくば」を冠記する。

[例] 26総第○○号 26つくば総第○○号

(2) 発信日付

発信日付は，原則として，その文書を施行（発送，公示など）する年月日であ

る。決裁の日ではない。公文書においては，後に，この発信日付が重要な意味を

持つ場合が多いので，必ず，記載すること。

(3) 受信者名 ※図表27「受信者名の書き方」参照

公文書における受信者名は，相手の権利や義務にかかわることが多いので，そ

の表記について十分注意をすること。

受信者名の書き方については，次のような一般原則がある。

ア 往復文書などの一般文書では，宛先が個人の場合はその氏名とし，団体の

場合はその団体の長の職氏名とする。

イ 受信者名は，発信者名との均衡を図ること。発信者名が職氏名であるとき

は，受信者名も職氏名とし，発信者名が職名だけのときは，受信者名も職名

だけとする。

ウ 同一内容の文書を同種の機関全部に宛てる場合は，「各○○事務所長 様」

などとする。
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(4) 発信者名（つくば市文書等管理規程第25条）

発信者名は，すなわち，当該文書の施行者の名義ということになる。誤らない

よう十分注意を要する。※図表28「発信者名の書き方」参照

発信者名については，次のような一般原則がある。

ア 対外文書の発信者名には，原則として市長名を用いる。

イ 対内文書の発信者名は，職名だけを用い，氏名を省略することができる。

ウ 公印を押す位置は，発信者氏名の最終字に半分程度かけて公印を押した際の

印影の右端が各行の終字の位置の外側に出ないよう適宜配置する。

(5) 件名

件名は，文書の内容が一見して理解できるように，要領よく簡潔に記載しなけ

ればならない。「○○○○について」と表示する。

なお，件名については，次のような一般原則がある。

ア 件名の末尾には，括弧書きで，「（通知）」「（照会）」「（回答）」などのような

当該文書の性質を表す語を付ける。

[例] ○○○について（通知）

イ 件名は，４字目から書き出す。

件名が，２行以上にわたるときは，各行の初字をそろえて，４字目から書き

出し，終字切上げはしない。

全体が中央におさまるようにセンタリングも可能とする。

(6) 本文

本文は，その文書の性質，内容に適した表現で，正確に分かりやすく書く。

文章で書くと煩雑になる場合には，「下記のとおり」と記書きして，「記」の

次に箇条書する。箇条書は，「である」体（常体）の文体で書くのが通例である

が，相手に不快感を与えないように注意する。

(7) 担当者名（つくば市文書等管理規程第26条）

受信者からの照会その他の便宜に資するため，当該文書等の末尾にその事務担

当者の所属，職名，氏名，電話番号等を記載するものとする。

３ 主な公文書

(1) 照会

「照会」とは，行政機関相互の間で，又は行政機関が個人又は団体に対して，

ある事項を問い合わせることをいう。照会の文書は，相手からの回答を求めるも

のなので，「です・ます」体（敬体）で丁寧に書く。

(2) 回答

「回答」は，照会など相手方の問合せに答えることをいう。協議，依頼，請求

等に対する応答も回答として取り扱うのが一般的である。
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なお，回答文の件名は，原則として照会文の件名を用い，件名の下又は本文に

照会文の日付と文書番号を入れる。

［例］ 平成24年９月１日付け24つくば総第777号で依頼がありました…

(3) 依頼

「依頼」とは，他の行政機関や個人又は団体に対して一定の意思を了解しても

らい，相手方の作為又は不作為を促すことをいう。

したがって，相手の立場をよく考え，相手の好意や協力が得られるように表現

しなければならない。必要以上の儀礼的な語句は避けるべきである。

(4) 通知

「通知」とは，特定の相手方に対して，一定の事実，処分又は意思を知らせる

ために発する文書をいう。

(5) 報告

「報告」とは，ある事実を特定人又は他の機関に知らせることをいう。法令又

は契約に基づく義務としてなされる場合が一般的である。なお，法令，契約等で

報告が義務付けられている場合は，その根拠を明記すること。

(6) 復命

「復命」とは，職員が上司から会議への出席や特定事項の調査などを命ぜられ

て出張をした場合に，その経過，内容及び結果について上司に報告することをい

い，そのために作成する文書を「復命書」という。

二人以上の者が同一内容について同時に復命するときは，連名で作成すればよ

い。

(7) 進達・副申

「進達」とは，法令等で一定の機関を経由すべき旨規定されている申請書など

を，その経由機関から処分権限を持つ上級機関に送り届けることをいう。その際，

経由機関が参考意見を添えて進達することを，特に「副申」という。

(8) 指令

「指令」とは，特定の個人又は団体などからの申請，願い出等に対して，行政

機関が，法令上の権限に基づき，許可，認可，不許可等の行政処分を行うことを

いう。指令は，申請，願い出等を前提として行政処分を行う場合に発するもので

ある点で，行政機関が一方的に行政処分を行う場合に発する「達」と異なる。

(9) 通達・依命通達

「通達」とは，一般に指揮監督権に基づいて上級行政機関が下級行政機関に対

し，又は上司が所属職員に対し，職務運用の細目的事項，法令の解釈，運用方針

等を指示するものである。

通達は，単なる通知行為である「通知」とは異なり，訓令的性質を有するもの

であって，これを受けた機関又は職員は，その通達によって拘束を受けることに
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なる。

なお，通達のうち，補助機関（副市長，部長等）が長の命を受けて，自己の名

で発するものを特に「依命通達」という。

☆参考

通達と訓令の相違点について

① 訓令が職務運営上の基本的事項を内容とするものであるのに対し，通達

は主として職務運営上の細目的事項を指示するものである。

② 通達は，訓令のように形式にとらわれず，その都度具体的に，詳細に，

又は迅速に種々の指示ができるという特色がある。

４ その他つくば市の文書取決め

その他つくば市の文書取決めとは，つくば市公文規程に明記のないものを具体的

に定めたものである。

※図表29「その他つくば市の文書取決め」参照
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参 考 文 献 等

最新公用文用字用語例集 改定常用漢字対応 ぎょうせい

分かりやすい公用文の書き方（改訂版） ぎょうせい

図解文書事務入門 ぎょうせい

茨城県文書事務の手引 茨城県

東京都文書事務の手引 東京都

つくば市法制執務の手引 総務部法務課

国 の 基 準

常用漢字表（平成22年11月30日内閣告示第２号）

現代仮名遣い（昭和61年７月１日内閣告示第１号）

送り仮名の付け方（昭和48年6月18日内閣告示第２号）

公用文改善の趣旨徹底について（依命通達）（昭和27年４月４日内閣閣甲第16号）

公用文における漢字使用等について（通知）（平成22年11月30日内閣訓令第１号）

法令における漢字使用等について（通知）（平成22年11月30日内閣法制局総総第208号）

つくば市の基準（市長部局）

つくば市行政組織規則

つくば市事務決裁規程

つくば市文書等管理規程

つくば市公文規程

つくば市公印規則
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図表集



図 表 集

※図表１（「公文書の種類」２ページ関係) 文書の性質による分類

※図表２（「公文書の種類」２ページ関係) 文書事務の処理段階による分類

※図表３（「収受の方法」６ページ関係) 特例簿冊使用における申請から承認までの流れ

※図表４（「文書の配布」７ページ関係) 各課等までの文書の流れ（紙文書の場合）

※図表５（「文書の処理」８ページ関係) 各課等における文書の流れ（紙文書の場合）

※図表６（「起案」９ページ関係) 起案用紙（表面）

※図表７（「起案」９ページ関係) 起案用紙（裏面）

※図表８（「起案」９ページ関係）（「文書管理上の決まり」32ページ関係) 保存期間基準表

※図表９（「起案」10ページ関係) 文書番号の取扱い

※図表10（「起案」13ページ関係) 起案書のつづり方

※図表11（「審議及び合議」14ページ関係） 審議及び合議の順序

※図表12（「文書の決定」16ページ関係) 「委任・代理・専決・代決」の相違点

※図表13（「公印の押印」19ページ関係) 公印事前押印・公印刷込みの申請から

返却までの流れ

※図表14（「公印の押印」19ページ関係) 公印事前押印・刷込申請書記載例

※図表15（「公印の押印」19ページ関係) 公印事前押印・刷込文書等処理簿記載例

※図表16（「公印の押印」19ページ関係) 公印印影刷込票

※図表17（「公印の押印」20ページ関係) 「割印」の押印の仕方

※図表18（「公印の押印」20ページ関係) 「契印」の押印の仕方

※図表19（「文書の保存」24ページ関係) 文書貸出し（閲覧）の手順

※図表20（「文書の保存」24ページ関係) 文書貸出票

※図表21（「文書の保存」24ページ関係) 文書貸出票 記入例

※図表22（「文書ﾌｧｲﾘﾝｸﾞに使用する用具」27ページ関係) 文書所在カード

※図表23（「文書分類」30ページ関係) 全庁共通の目安

※図表24（「情報公開制度」35ページ関係） 公開事務の流れ

※図表25（「往復文書の書式」55ページ関係) 公文の配字等

※図表26（「往復文書の書式」55ページ関係) 往復文書の書式

※図表27（「往復文書の書式」55ページ関係) 受信者名の書き方

※図表28（「往復文書の書式」56ページ関係) 発信者名の書き方

※図表29（「その他つくば市の文書取決め」58ページ関係) その他つくば市の文書取決め

注意 「○ページ関係」とは，文書事務の手引の第１編・第２編のページのこと。



※図表１（「公文書の種類」２ページ関係）

文書の性質による分類

往復文書 照会，回答，通知，依頼，送付，報告，
申請，進達，副申，願い，届け，建議，
勧告，協議等

部内文書 復命書，事務引継書，内申書，辞令，
事故の手続書（進退伺，始末書，
てん末書）等

儀礼文書 式辞，祝辞，訓辞，告辞，答辞，弔辞，
書簡，表彰状，賞状，感謝状，

一般文書 推薦状等

不服申立 審査請求書，異議申立書， 裁決書，
関係文書 再審査請求書，決定書，弁明書，

反論書，補正命令書，補正書等

公文書 契約関係 契約書，仮契約書，覚書，請書，
文 書 請求書，受領書，見積書，入札書，

委任状等

その他 請願書，陳情書，要望書，意見書，
議案，証書，証明書，諮問書，
答申書等

法規文書 条例，規則，委員会規則・規程，
会議規則，企業管理規定

例規文書 公示文書 告示，公告

令達文書 訓令，戒告書，代執行令書，
指令，通達



※図表２（「公文書の種類」２ページ関係）

文書事務の処理段階による分類

文書名 内 容

収受文書 地方公共団体に送付されてきた文書のうち，一定の手続に従って

収受した文書

配布文書 収受文書のうち，文書主管課（総務部総務課）が一定の手続に従

って主管課に配布した文書

供 覧 配布文書のうち，処理の手続を必要としないものや処理の手続に

文 書 ついて上司の指示を受ける必要のあるものを上司の閲覧に供する

文書（職員一般に回覧する文書を「回覧文書」と呼び，上司の閲

覧に供する「供覧文書」と区別する場合がある。)

起案文書 地方公共団体の意思を決定して，これを具体化するために事案の

処理等についての原案を書いた文書

発議文書 起案文書のうち，配布文書に基づかないで，その地方公共団体の

発意によって立案された文書

合 議 起案文書について，関係部課等の意見を求めるため に回付される

文 書 文書

決裁文書 地方公共団体の意思決定を行う権限のある者の決裁を受けた文書

施行（発送） 決裁文書のうち，浄書され郵送や使送等の方法により一定の手続

文 書 に従って 施行（発送）される文書

完結文書 一定の手続に従って施行され，事案の処理を完結した文書

未完結文書 起案文書でまだ決裁に至らず，又は決裁文書でまだ施行されず，

事案の処理を完結していない文書

保管文書 完結文書のうち，保存のために文書主管課に引き継ぐまでの間，

主管課で保管する文書

引継文書 保存のため主管課から文書主管課へ引き継がれる文書

保存文書 主管課から保管文書の引継ぎを受けて，文書主管課が一定の年限

保存する文書

廃棄文書 保存期間が経過し，廃棄の決定を行った文書



※図表３（「収受の方法」６ページ関係）

特例簿冊使用における申請から承認までの流れ

つくば市文書等管理規程第12条の規定により総務課で審査し，承認します。
１ 承認基準

・同種の文書であるか。
・定例的であるか。
・文書管理システムで管理できない理由に正当性があるか。
・当該文書は，つくば市公文規程及び法令等を遵守しているか。

２ 特例簿冊使用承認の有効期限
使用を開始する日の属する会計年度の末日までとする。

各 課 等 市長部局のとき

① 各課等で申請決裁

② 申請書等の提出
・特例簿冊使用承認書 （２部）
・使用する簿冊様式 （１部）
・収受又は発送する文書（１部）

・起案書
③ 総務課の担当者が受け取る。
④ 総務課長の承認後，各課担当者
へ１部承認書を返却する（使用開

始期日の１週間以上前までには申
請すること。ただし，翌年度４月

⑤ ファイリングする。 １日から使用のものは，総務課が
例「特例簿冊使用承認書」 指定した期日までに申請するこ

単年度（ただし，翌年度使用開始 と。）。
するものについては翌年度までの
継続）
保存年限 ５年保存

（分類05-04）
例「特例簿冊文書収受簿」
「△△証明書発送簿」
単年度（継続はしない。）

保存年限 ５年保存
（分類05-15）

※フォルダ名称は一例



【記入例１ 収受のみ】

特例簿冊使用承認書
特 例 簿 冊 の 名 称 ○○課△△認定申請収受簿

特 例 簿 冊 の 内 容 ○○申請書の収受を管理する。

特例簿冊使用の理由 的確な文書の収受・検索が必要，収受後に速やかな処理
の必要性，収受件数が多い（約○件／月）などで表してく

ださい。

特例簿冊使用開始期日 平成 年 月 日
（開始期日の１週間以上前に総務課へ提出してください。）

添 付 書 類 等 ○○課○○認定申請収受簿・収受印の印影・○○申請書

つくば市文書管理規程第12条第１項及び第２項の規定により，特例簿冊の使用を
承認願います。

26○○第 号

平成26年 月 日

願出人 ○○部○○課長 △ △ △ △

総務部総務課長 様

特例簿冊の使用を承認します。

登録番号第 号

総 第 号

平成 年 月 日

総務部総務課長

※２部作成の上，総務課に提出願います。



【記入例１】添付収受簿例

○○課○○認定申請収受簿

次の事項は，最低限，明記してください。

収受 収受 氏名
番号 年月日 その他様式に記載された必要事項



【記入例２ 発送のみ】

特例簿冊使用承認書
特 例 簿 冊 の 名 称 ○○課△△決定通知発送簿

特 例 簿 冊 の 内 容 ○○決定通知の発送を管理する。

特例簿冊使用の理由 同種文書の的確な発送・検索が必要，発送件数が多い
（約○件／月）などで表してください。

特例簿冊使用開始期日 平成 年 月 日
（開始期日の１週間以上前に総務課へ提出してください。

添 付 書 類 等 ○○課△△決定通知発送簿・△△決定通知書

つくば市文書管理規程第12条第１条及び第２項の規定により，特例簿冊の使用を
承認願います。

26○○第 号

平成26年 月 日

願出人 ○○部○○課長 △ △ △ △

総務部総務課長 様

特例簿冊の使用を承認します。

（登録番号第 号）

総 第 号

平成 年 月 日

総務部総務課長

＊２部作成の上，総務課に提出願います。



【記入例２】添付発送簿例

○○課○○決定通知発送簿
文書記号【26つくば○○△△】

↑
特例簿冊の右上に必ず記載すること。

○○は，各課等の定められた２文字以内の記号
△△は，各課で２文字以内でお考えください。

次の事項は，最低限，明記してください。

発送 発送 氏名
番号 年月日 その他様式に記載された必要事項



【記入例３ 収受兼発送】

特例簿冊使用承認書
特 例 簿 冊 の 名 称 ○○課△△収受兼発送簿

特 例 簿 冊 の 内 容 ○○の収受及び発送を管理する。

特例簿冊使用の理由 同種文書の的確な収受及び発送並びに検索が必要，収受
・発送件数が多い（収受約○件／月，発送約○件），収受後

直ちに発送するためなどで表してください。

特例簿冊使用開始期日 平成 年 月 日
（開始期日の１週間以上前に総務課へ提出してください。）

添 付 書 類 等 ○○課△△収受兼発送簿・収受印の印影・○○申請書・
△△決定通知書

つくば市文書管理規程第12条第２項の規定により，特例簿冊の使用を
承認願います。

26○○第 号
平成26年 月 日

願出人 ○○部○○課長 △△ △△ 印＝個人印

総務部総務課長 様

特例簿冊の使用を承認する。（登録番号第 号）

総 第 号
平成 年 月 日

総務部総務課長

＊２部作成の上，総務課に提出願います。



【記入例３】添付収受兼発送簿例

○○課△△収受兼発送簿
文書記号【26つくば○○△△】

↑
特例簿冊の右上に必ず記載すること。

○○は，各課等の定められた２文字以内の記号

△△は，各課で２文字以内でお考えください。

次の事項は，最低限，明記してください。

収受 収受 発送 発送 氏名 その他様式に載さ
番号 年月日 番号 年月日 れた必要事項

※この例は，あくまで，収受と発送の管理を同一簿冊で管理する場合です。

例
同種の証明書で，収受し，直ちに発行しなければならないようなもの



※図表４（「文書の配布」７ページ関係）

各課等までの文書の流れ（紙文書の場合）

郵便物受領 ・文書集配室で受領する。

選 別 ・市長部局及び各行政委員会等ごとに分ける。
また，宛先が分かるものは開封せず,宛先が不明のもの
は開封する。

書留受付簿への登録

宛先不明 ・郵便物を開封し，各課へ配布する文書と書留等
開 封 受け付ける文書とに分ける。

書留受付簿への登録

各部等からの文書
（一部）

・文書を各部ごとに文書区分箱に入れる。
・郵便物でない各部等からの一部文書も

文書区分箱へ投函 文書区分箱を通して送付される。

各部の企画監等 ・各部の企画監等が文書区分箱から文書を受領する。
ただし，書留は，収受事務担当者が企画監等へ直接配布す

る。
・企画監等は，文書を部長・次長や各課等ごとに分類し，
各課等の文書管理主任へ配布する。

各課等の文書管理主任

収受印押印 ・文書取扱員は，文書管理主任から指示を受け，

文書管理システムに必要事項を記録し，登録する。
文書に収受印（つくば市文書等管理規程第18条の様式第

収受番号記入 ２号）を押し，収受番号を黒字で記入する。



※図表５（「文書の処理」８ページ関係）

各課等における文書の流れ（紙文書の場合）

企画監等 ・企画監等は，受領した文書を部長や各課ごとに分類し，各課

文書管理主任へ配布する。

文書管理主任

査 閲

指 示 ・供覧区分を表示し，事務担当者に供覧・
起案を「指示」する。

※市長までの供覧例（必要な供覧欄は継ぎ足し，押印し，不必要な供覧欄は斜線で封じる。

担当者 供 市 長 副 市 長 部 長 次 長 課 長 文書管理主任

覧

起案が必要な場合

文書管理主任の指示・審査 係 長 課長補佐 課 長

・文書管理主任が不在の場合は， 審
課長等が審査を行う（つくば市
文書等管理規程第29条第２項）。

議

決 裁 市 長 副市長 部 長 次 長

浄 書 ・法務主管の「審査」

・財務，人事その他関連課等に「合議」

公印押印 ・審議終了後，決裁を受けた「決裁文書」ができあがる。
・決裁文書と浄書文書を当該公印管守者に呈示し，公印管守者は，公

印照合欄に押印をして公印照合する。その後，浄書文書に公印を押
発 送 印した職員は，その場所で押印欄に自分の印を押印する。

課長の指示

起案



※図表６（「起案」９ページ関係）

起案用紙（表面）
付箋貼付欄

①保存 年 ②分類番号
文書記号番号 ③ 第 号 ⑤施行予定 平成 年 月 日

回付上・施行上の注意 ⑥施 行 平成 年 月 日
④ ⑦決 裁 平成 年 月 日

⑧起 案 平成 年 月 日
先方の文書 平成 年 月 日 ⑨第 号 ⑩収 受 平成 年 月 日

宛先 起案部局 部 公印照合 押印
⑪ ⑬ 課 係 ⑭ ⑮

起案者職氏名
発信者 市長名 副市長名 部長名 課長名 その他 ○印

市 部 課 ⑫ 電話
件名

⑯

このことについて， のとおり
してよろしいか伺います。

⑰ します。

決 裁 権 者 審 議 審 査
市長副市長 部長 課長 副市長 文書 主任 法 令

⑲
⑱ ○21

部長 次長 課長 補佐 係長 文書管理主任

合議又は供覧 仕上がり希望 月 日
清 打 ち

⑳ タイプ 原 紙

○22 浄 例文登録
ワード 有( )

※ ⑥施行欄と○23発送欄との日付は，必ずしも一致しない。 ﾌ゚ ﾛｾｯｻ 無
例文登録 要・否

書 その他

浄書受付 浄 書 浄書照合

発 発送種別 発 送
○23 普通書留速達
送 小包使送 月 日

つくば市



※図表７（「起案」９ページ関係）

起案用紙（裏面）

備 考・希 望・意 見等記載欄 記載者職氏名印

○24 ○○課
起案理由：○○○のため，起案するものです。 △△(職名)

○○○○(氏名)
別紙：○○○について(回答)

事業成果・効果：○○○の○○化を図る。

予算措置：○○○に要する経費 △△△△円

根拠法令等：○○○法第○条第○項

その他必要な事項：回答期限 平成○年○月○日。

第１ガイド：○○○共通

第２ガイド：○○○全般

フォルダ：001 ○○○通知

○24は，決裁権者が意思決定するために

必要な内容です。必ず記載すること。

なお，その他必要な事項などがないと

きは，「特になし。」と記載すること。



※図表８ （「起案」９ページ関係）（「文書管理上の決まり」32ページ関係）

保存期間基準表

区分 文 書
１ 市の区域の変更並びに字の区域及び名称の変更等に関する文書

２ 条例，規則，訓令及び重要な要綱等の制定又は改廃に関する文書
３ 告示，公告，公表，公示送達その他公示に関する文書で重要なもの
４ 市議会に関する文書で特に重要なもの（総務課所管のもの）
５ 他の執行機関との事務の委任又は補助執行に関する文書で重要なもの

６ 不服申立て，訴訟等に関する文書で重要なもの
７ 許可，認可，承認，取消し等の行政処分に関する文書で特に重要なもの
８ 市長，副市長，会計管理者の事務引継に関する文書

長期 ９ 職員の任免及び賞罰に関する文書

10 職員の給与，服務，厚生，研修等に関する文書で特に重要なもの
11 儀式，表彰及び行事に関する文書で特に重要なもの
12 市の沿革及び市史の資料となる文書で重要なもの
13 予算の編成及び執行並びに決算等に関する文書で特に重要なもの（財

政課所管のもの）
14 契約，協定等に関する文書で特に重要なもの
15 公有財産の取得及び処分に関する文書
16 公有財産の管理に関する文書で特に重要なもの

17 原簿，台帳，図面及び統計等に関する文書で特に重要なもの
18 その他１１年以上保存の必要があると認める文書
１ 告示，公告，公表，公示送達その他公示に関する文書
２ 市議会に関する文書で重要なもの

３ 他の執行機関との事務の委任又は補助執行に関する文書
４ 請願，陳情，要望等に関する文書で重要なもの
５ 不服申立て，訴訟等に関する文書
６ 許可，認可，承認，取消し等の行政処分に関する文書で重要なもの

10年 ７ 通知，申請，届出，報告及び進達等に関する文書で重要なもの
８ 職員の給与，服務，厚生，研修等に関する文書で重要なもの
９ 儀式，表彰及び行事に関する文書で重要なもの
10 予算の編成及び執行並びに決算等に関する文書で重要なもの

11 監査・検査に関する文書で重要なもの
12 契約，協定等に関する文書で重要なもの
13 公有財産の管理に関する文書で重要なもの
14 原簿，台帳，図面及び統計等に関する文書で重要なもの

15 その他１０年間保存の必要があると認める文書



１ 告示，公告，公表，公示送達その他公示に関する文書で軽易なもの
２ 市議会に関する文書
３ 請願，陳情，要望等に関する文書
４ 許可，認可，承認，取消し等の行政処分に関する文書

５ 通知，申請，届出，報告及び進達等に関する文書
６ 附属機関等に関する諮問，答申及び建議に関する文書並びに会議録
７ 部長，次長，室長及びこれらに相当する者の事務引継に関する文書
８ 職員の給与，服務，厚生，研修等に関する文書

５年 ９ 儀式，表彰及び行事に関する文書
10 予算の編成及び執行並びに決算等に関する文書
11 金銭の出納に関する証拠書類
12 監査・検査に関する文書

13 契約，協定等に関する文書
14 公有財産の管理に関する文書
15 原簿，台帳，図面及び統計等に関する文書
16 非常勤及び臨時職員等の雇用に関する文書

17 郵便切手受払に関する文書
18 その他５年間保存の必要があると認める文書
１ 市議会に関する文書で軽易なもの
２ 請願，陳情，要望等に関する文書で軽易なもの

３ 許可，認可，承認，取消し等の行政処分に関する文書で軽易なもの
４ 通知，申請，届出，報告及び進達等に関する文書で軽易なもの
５ 課長，課長補佐及びこれらに相当する者の事務引継に関する文書

３年 ６ 職員の給与，服務，厚生，研修等に関する文書で軽易なもの

７ 儀式，表彰及び行事に関する文書で軽易なもの
８ 予算の編成及び執行並びに決算等に関する文書で軽易なもの
９ 公有財産の管理に関する文書で軽易なもの
10 原簿，台帳，図面及び統計等に関する文書で軽易なもの

11 その他３年間保存の必要があると認める文書
１ 通知，報告，照会及び回答等の文書で特に軽易なもの

１年 ２ 軽易な資料
３ 係長及びこれに相当する者の事務引継に関する文書

４ その他１年間保存の必要があると認める文書



※図表９ （「起案」10ページ関係）

文書番号の取扱い
文書番号は，施行文書が施行されたことを証明し，その施行件数を明示し，又は文

書の真偽を明らかにする証拠の一つとなるので，同一の番号を付す場合は，慎重な判
断をすること。

例１ 個別の番号を付す例
様式は同一であるが，内容が異なる，又は異なる質を有する文書（申請，請求等に

対する応答文書など）は，一人一人，別の番号で発送する。

※同一内容の補助決定金額であっても，要件を満たさなければ，個別に不交付決定
をする場合がある上，不服申立ての対象にもなり得る。このような異なる質を有する
可能性がある文書は，それぞれ別の番号で発送する。

26つくば総第 号
平成 2 6年６月 2 5日

ＡＡ ＡＡ 様
つくば市長 ○ ○ ○ ○

○○○補助金交付決定通知

平成26年６月20日付けで申請のあった○○補助金については，下記により，

決定する。
記

決定金額 金100,000円

例２ 同一の番号を付す例
発送先の全員又は一定の範囲の者に対し，同一の効力を発生させ，又は同一の事実

を通知する文書

26つくば総第 号
平成 2 6年６月 2 5日

ＡＡ ＡＡ 様
つくば市長 ○ ○ ○ ○

○○説明会の開催について

このことについて，下記のとおり実施します。
記

１ 開催日時 平成26年７月15日 午後１時から



※図表10（「起案」13ページ関係）

起案書のつづり方

１ 起案書及び原案をホチキスでとめる。
ホチキスでとめられないときは，つづりひも等でつづること。

２ その他
参考資料を添付することもできる。

原案
（決裁後は決裁文書となる。）

起案書（裏面）

起案書（表面）

公印照合時

原案 施行文書

（決裁後は決裁文書となる。）

起案書（裏面）

起案書（表面）

「決裁文書＝施行文書」

（記載内容が一致）



図表11（「審議及び合議」14ページ関係）

審議及び合議の順序

市長決裁の例

専決の場合は，上の例にかかわらず決裁前に合議が終了していること。

法令審査が必要な場合の回付順は，次のいずれかによる。

※１ 他の部課合議が必要な場合は，合議前に法令審査を受ける。
※２ 合議が不要な場合は，課長の後に法令審査を受ける。

起
案
者

係
長

課
長
補
佐

課
長

次
長

部
長

副
市
長

市
長

関
係
職
員

課
長
補
佐

課
長

関
係
職
員

課
長
補
佐

課
長

次
長

部
長

文書管理主任

審

議

審

査

部
内
の
他
の

課
長
へ
の
合
議

他
の
部
の

部
長
へ
の
合
議

必 要 に 応 じ て

必 要 に 応 じ て

法務主管



※図表12（「文書の決定」16ページ関係）

「委任・代理・専決・代決」の相違点

対象と 対象者 要件 権限の委譲の 文書の名 責任の所在 根拠規定
なる事 有無・効果 義・印
務
長の権 補助機関の 長の意思 権限の委譲あ 受任者の 受任者による 地方自治
限に属 職員・長の による。 り。受任者は 名義と職 行 為 の 責 任 法第153条
する事 管理に属 自己の名と責 印を使用 は，委任の限 ・第167条

委 任 務の一 する行政 任において処 する。 度において受 第２項・
部 委員会・そ 理する。 任者が負い， 第180条の

の委員長・ 委任者はその 2
委員・職員 範囲内で責任
等 を免れる。

長の権 副市長 長が不在 権限の委譲は 職務代理 代理者が行っ 地方自治
法 現に属 のとき又 ないが，代理 である旨 た行為（処分）法第152条
定 する事 は欠けた 者は自己の名 を表示し の取消しや差 第１項・

代 代 務の全 とき。 と責任におい た上で， 止請求の相手 第167条
理 部 て処理。長が 自己の名 方には被代理 第１項

行ったのと同 と職務代 者（長）がな
長の権 補助機関の 長の意思 じ効果がある。 理者印を るが，当該地 地方自治

任 限に属 職員 による。 使用する。方団体に対す 法第153条
意 する事 る賠償責任等 第１項・

理 代 務の一 については， 第167条
理 部 代理者が負う 第１項

ものと解され
ている。

長の権 補助機関の 長の意思 権限の委譲な 原則とし 原則として， 法律上の
限に属 職員 による。 し。「内部委任」て，本来 本来の決裁権 根拠はな

補 専 する事 あらかじ ともいわれ， の決裁権 者（長）が最 い（ただ
助 務の一 め職区分 あくまでも内 者（長） 終責任を負う し，行政
執 部 に応じた 部的な関係に の名義と が，当該公共 委員会の
行 専決事項 おいて長の権 職印を使 団体に対する 職員等の
｜ を決定し 限に属する事 用する。 賠償責任につ 補助執行
決 決 ておくの 務の一部につ いては，専決 について
裁 が普通で いての意思決 者，代決者は は，地方
権 ある。 定の権限を得 免れないと解 自治法第1
の ているにすぎ されている。 80条の2）。
内 ない。 各地方公

共団体で
部 決裁権者 権限の委譲な 定める事
的 が不在の し。あくまで 務決裁規
配 代 とき又は も内部的な関 程等によ
分 欠けたと 係において本 る。

き。 来の決裁（決
決 定）権者に代

わって臨時に
意思決定する

にすぎない。

※つくば市事務決裁規程第12条により，審議又は合議においても代決が準用される



※図表13（「公印の押印」19ページ関係）

公印事前押印・公印刷込みの申請から返却までの流れ

つくば市公印規則第11条及び第12条に基づき総務課で審査し，承認する。
審査基準

・定例的かつ定型的な文書であるか。
・文書管理システムで管理できない理由に正当性があるか。
・様式は，つくば市公文規程その他の法令等を遵守しているか。

○ 公印事前押印の流れ

各 課 等 公印管守者（総務課長のとき）

① 各課で申請決裁
② 申請書等の提出

・公印事前押印申請書
・事前押印使用とする様式の見本
・公印事前押印文書等処理簿
・決裁書（起案書）

・事前押印するもの
③ 総務課の担当が受け取る。
④ 総務課長の承認後，各課担当者
へ連絡する（余裕をもって申請

す）。

⑤ 公印を押印する。

⑥ 公印を押印した者が処理簿押印欄
へ，その場で押印する。

⑧ 確認後，処理簿を担当課へ返却
⑦ 原則，年度末までに処理簿及び残

部数を総務課へ提出すること。

※公印の事前押印及び印影刷込みは，文書管理システムによる起案方法を省略する
ものではない。



○ 公印刷り込みの流れ

各 課 等 公印管守者（総務課長のとき）

① 各課で申請決裁

② 申請書等の提出
・公印刷込申請書
・公印を刷り込む様式の見本
・公印刷込文書等処理簿

・決裁書（起案書）
・公印印影刷込票

③ 総務課の担当が受け取る。
④ 総務課長の承認後，各課担当者

へ連絡する（余裕をもって申請す
ること。）。

⑤ 公印印影刷込票へ押印する。

⑥ 公印を押印した者が処理簿押印欄
へ，その場で押印する。

⑦ 業者へ公印印影刷込票を渡す。

⑧ 業者が，刷込み終了後，公印印影
刷込票と原版（フィルム等）を担当
課へ返却

⑨ 各課が総務課へ公印印影刷込票と

原版を返却
⑩ 確認後，公印印影刷込票と原版
を廃棄処理

⑪ 原則，年度末までに処理簿及び残

部数を総務課へ提出すること。
⑫ 確認後，処理簿を担当課へ返却



※図表14（「公印の押印」19ページ関係）

公印事前押印・刷込申請書記載例

様式第５号（第11条関係）

公印事前押印・刷込申請書

総務課長等 どちらか二線で消す ○○○第 号
平成○○年○月○○日

公印管守者 様
所属長名で申請 保管責任者

所属
職

どちらか二線で消す 氏名 印

次のとおり事前押印・刷込みをしたいので申請します。

公 印 名 ※「市長印（○○ミリメートル平方）」
「市印（○○ミリメートル平方）」等公印の種類

文書の種類 ※ ○○証明書，○○申請書等など様式の名称

文書の用途 ※ 当該文書を施行する目的

部 数 ○ ○ 部

刷込印刷の ※事前押印のときは「なし」と記載
場合の公印 ※刷込みのときは印影の色（朱，黒など）

の色

事前押印・ ※つくば市公印規則第11条第１項及び第12条第１項の具体
刷込を要す 的な理由を記載

る理由 ※ 窓口で即時交付を必要とする等
客観的必要性の高いものに限る
どちらか二線で消す

※ 見本を添付すること。 様式添付



※図表15（「公印の押印」19ページ関係）

公印事前押印・刷込文書等処理簿記載例

様式第６号（第１１条関係） どちらか二線で消す

公印事前押印・刷込文書等処理簿

公 印 名 ※「市長印○○ミリメートル平方）」 公印管守者印
「市印○○ミリメートル平方）」等

保管責任者 ※ 申請に係る課長等 印 承 認 押 印

文書の種類 ※ ○○証明書，○○申請書等 公印管守 押印

者印 者印

事前押印・ 事前押印した日又は刷込
刷込の部数 500 部 みが納品された日 書き損じも

年 月 日 捨てずに保管し，
総務課へ返却する

回 付 部 数 年 月 日 こと。
(残部数)

※申請書の内容と合致すること

交付印 交付年月日 交 付 部 交付外使用部数 残部数 備 考
数 （その他用途）

保管 平成26年
責任者 ５月１日 10 490

平成26年 書き損じ

６月５日 ２ 488

※この公印事前押印・刷込文書等処理簿の有効期限は，平成 年 月 日から
平成 年 月 日までです。

※公印の刷込みの場合は，印刷に用いた原版などを総務課等公印管守者まで提出すること。



※図表16（「公印の押印」19ページ関係）

公印印影刷込票

公印印影刷込票

１ 公印名 印（ ミリメートル平方）

２ 担当課等名

３ NO. （総務部総務課記入欄）

４ 担当課は刷込み終了後，速やかに公印印影刷込票を原版とともに総務部総務課ま
で返却すること。ただし，業者が原版を電子データで管理しているときは，当該デ
ータを消去した旨を文書で報告させ，写しを総務課へ提出すること。

５ 印影の寸法を変更しないこと。



※図表17（「公印の押印」20ページ関係）

「割印」の押印の仕方

「決裁文書」

○○ ○○ 様
「施行文書」

○○ ○○ 様

つくば市長 ○ ○ ○

別紙宛先一覧

氏名 住所 備考

○○ ○○

「施行文書」

○○ ○○ 様

つくば市長 ○ ○ ○ ○



※図表18（「公印の押印」20ページ関係）

「契印」の押印の仕方

例 契約書

製本テープで製本したとき
製本テープで製本したときの契印は，表裏の継ぎ目に次のように押印する。
ただし，袋とじのときは，契約書裏面の継ぎ目への押印のみで差し支えない。

印 印

表面 裏面

印 印

ホチキスのみでとじたとき（２枚つづりの契約書で開いたイメージ）

ホチキスのみでとじたときの契印は，下のように開いたとじ目一つ一つに押印
する。

印

内側

印



※図表22（「文書ﾌｧｲﾘﾝｸﾞに使用する用具」27ページ関係）

文書所在カード

文書所在カード
年 月 日

個別フォルダー名：

文 書 名 ：

枚・冊は，

保管場所

保管用具

に収納し，管理しています。

課 文書管理主任

文 書 取 扱 員

つくば市



※図表23（「文書分類」30ページ関係）

全庁共通の目安
全庁共通は，全庁的に関わる文書の分類とし，おおむねの次のとおりとする。

第１ガイド 第２ガイド

全庁共通 全庁共通全般
全庁共通庁内通知
全庁共通文書事務
全庁共通人事

全庁共通研修
全庁共通財務
全庁共通予算
全庁共通決算・監査

全庁共通議会
ＩＳＯ14001

※なお，発信課が，相手課に全庁共通の分類にファイルを指定したいときは，その
フォルダ名称，継続区分，保存年限等要件を明記し通知するよう努めること。



図表24（「情報公開制度」36ページ，「個人情報保護制度」38ページ関係）

開示事務の流れ

請 求 者 ・請求書を情報公開窓口（総務部総務課又は担当課）に提出する。

受付相談

情報公開窓口 ・請求方法や請求書の記載内容についての相談窓口
（総務部総務課）

請求書の提出（※個人情報の開示請求の場合は，本人確認を実施）

・請求内容の検討
実 施 機 関 ・請求書を収受した日の翌日から起算して15日以内に開示又は不

開示を決定する（延長する場合がある）。

決定の通知

請 求 者 閲覧，視聴，写しの交付等

・開示は，原則，情報公開室で行う。
（※個人情報の開示の場合は，本人確認の上，開示）
・閲覧は無料，写しの交付は１枚10円(カラー50円)。

（※その他の交付料金については，つくば市情報公開
条例施行規則第11条，つくば市個人情報保護条例
施行規則第17条参照）

不服のある人 ・審査請求

・審査会の意見を聴いて，審査請求に
情報公開窓口 実 施 機 関 関する決定をする。

諮問 答申
決定通知

・審査請求についての調査，審査を行
審 査 会 う機関として，つくば市情報公開・個

請 求 者 人情報審査会が設けられている。



※図表25（「往復文書の書式」55ページ関係）

公文の配字等

公文書の配字等を標準化するため，つくば市公文規程を改正（平成14年２月22日）
した。詳細を訓令文に基づき解説する。（図は，縮小イメージなので12ポイントには

なっていない。）

上部余白35mm

※□は空白

つくば市訓令第２号

庁 中 一 般□

各出先機関□

余白25mm 余白25mm

□つくば市公文規程（昭和62年つくば市訓令第２号）の一部を次のように改正する。

□□平成14年２月22日

この配字及び余白のときは，31文字目に最終字を合わせる。

つくば市長□●□●□●□●□●□□□□□□

□第５条に次の１項を加える。

２□公文の配字等については，次に掲げるところを標準とする。ただし，これによ

□り難いときは，この限りでない。

□(1) 用紙は，日本工業規格Ａ列４番を縦長に用いるものとすること。

□(2) 文字の大きさは，12ポイントを用いるものとすること。

□(3) 配字は，１行37文字，１ページ26行とすること。

□(4) 余白は，上部35ミリメートル，下部30ミリメートル，左右25ミリメートルと

□□すること。

□(5) 発信者の記載は，発信者氏名の最終字に半分かけて公印を押した際の印影の

□□右端が各行の終字の位置の外側に出ないよう適宜配置するものとすること。

下部余白 30mm



※図表26（「往復文書の書式」55ページ関係）

往復文書の書式

割
印 １字空ける

↓
２桁以上の算用数字は半角→ 28つくば○第○○号□ (1) 文書記号番号

１字空ける 平成28年○月○○日□ (2) 発信日付
↓ ←１行空ける
□○○○○○□様 (3) 受信者名

←１行空ける
３字空ける ○○○○○○ 印 (4) 発信者名
↓ ←１行空ける

□□□○○○○○○○○○○○○○について(○○) (5) 件名
↓１字空ける ←１～２行空ける
□○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ (6) 本文
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。

□○○○○下記のとおり○○○○○○○○○○○○○○。

記（中央に）
１字空ける
↓

１□○○○○○○○○○○○○○
□(1) ○○○○○○○○○○○
□□ア□○○○○○○○○○○

□□□(ｱ) ○○○○○○○○
↑

半字空ける (7) 担当者職氏名
問合せ先

○○部○○課○○係
担当 △△ ○○○○ △△は職名
電話○○○○



※図表27（「往復文書の書式」55ページ関係）

受信者名の書き方

１ 受信者名
受信者名とは，文書の内容を伝達する相手方，すなわち，宛先のことで，令達文

書の場合は令達先となる。
受信者の敬称は，原則として次のとおりである。

(1) 職名だけの場合，個人名を付けた職名の場合 …「○○ 様」
※「殿」は使わない。相手の指定の書式であっても，原則「様」とする。

(2) 官庁・会社などの団体や組織の場合 …「○○ 御中」
２ 受信者が単数の場合

受信者が単数の場合の書き方は，次のとおりである。
※□は一文字空白分を表す。

「対外文書」

区 分 受 信 者 名

個人宛ての場合（その氏名を書く。） ○□○□○□○□様
○○○□○○○□様
○□○□□○□□様
などバランスを考えて配字する。
均等割りを用いることもできる。

団体宛ての場合(その団体名及び団体の長の ○○株式会社
職・氏名を書く。） 代表取締役□○○□○○□様

官公庁間の文書の場合（原則として，職名 ○○県知事□○○□○○□様
及び氏名を書く。ただし，氏名については （○○部○○課扱い）
省略することもできる。必要に応じて，受 ○○市長□○○□○○□様
信者名の下に担当課名を括弧書きで付記す （○○部○○課扱い）
る。）

他の市町村等に発送する場合で，相手方の 例 文書に関する内容の場合
担当課名が特定できない場合

○○市長□○○□○○□様
（文書主管課扱い）

「対内文書」

対内文書（市役所組織内文書） ○○部長□様
（職名だけを書く。「つくば市」は不要） ○○部○○課長□様

（同上）出先機関宛て （例）○○保育所長□様

（同上）議会事務局宛て 議会事務局長□様
議会事務局議会総務課長宛 議会事務局議会総務課長□様

て



（同上）行政委員会事務局宛て （例）選挙管理委員会事務局長
□様

（例）農業委員会事務局長□様
（例）教育局長□様
(例）教育局

教 育 総 務 課 長 様
※適宜，均等割付をしても良い。

（例）監査委員事務局長□様

（同上）消防本部宛て 消防長□様
消防本部消防総務課宛て 消防本部消防総務課長□様
中央消防署宛ての場合 中央消防署長□様

（同上）生活環境部宛て 生活環境部長□様
水道総務課宛ての場合 生活環境部水道総務課長□様

３ 受信者が複数の場合
受信者名は，本来，個々に書くべきであるが，国若しくは県の機関又は市の組織

内に同一文書を多数送付する場合は，事務効率の上から，受信者名を簡略化し，連

記の方法で書くこともできる。
受信者が複数の場合の書き方は，次のとおりである。

(1) 市長部局

区 分 受 信 者 名

全ての部長（市長公室長を含む。）宛て 各部等の長□様

本庁全ての課（室）長宛て 各課等の長□様

出先機関の全ての長宛て 各出先機関の長□様

同一名称の出先機関の全ての長宛て （例）各保育所長□様

その文書の内容に関係のある部長（市長公 関係各部等の長□様
室長を含む。）宛て

その文書の内容に関係のある課（室）長宛 関係各課等の長□様
て

その文書の内容に関係のある出先機関の長 関係各出先機関の長□様
宛て

※本庁とは，任命権者が市長である会計課を含む市長部局を指すものとする。



(2) 行政委員会など

行政委員会の全ての長宛て 行政委員会事務局の長□様

教育局の全ての課（室）長宛て 教育局各課等の長□様

教育局の全ての教育機関の長宛て 教育局各教育機関の長□様

教育局の同一名称の教育機関の全て （例）各小学校長□様
の長宛て 各幼稚園長□様

各学校給食センター所長 様

(3) 消防本部

消防本部の全ての課長宛て 消防本部各課長□様

全ての消防署長宛て 各消防署長□様

(4) 連記の書き方
連記の順は，上級の者から書き始める。上級，下級の区別がないときは，その

内容に最も深い者から書き始める。

書き方は，受信者が単数や複数の場合の書き方に準じて，必要に応じて連記す
るものとする。

全ての部長（市長公室長を含む。），会計管 各部等の長□様
理者，議会事務局長，行政委員会事務局長 会計管理者□様
及び消防長宛て（市の組織全部の場合） 議会事務局長□様

各行政委員会事務局の長□様
消防長□様

部長及び部内全ての課長宛て （例）総務部長□様
総務部各課長□様



※図表28（「往復文書の書式」56ページ関係）

発信者名の書き方

１ 発信者名
発信者名とは，文書の施行名義人をいう。

２ 発信者名の書き方
(1) 庁外に発信する文書等は，市長名を用いる。ただし，文書等の性質又は内容に
より特に必要がある場合は，この限りではない。

また，対内文書は，職名のみを用い，その氏名を省略することができる。（つ
くば市文書等管理規程第25条）
書き方の例は，次のとおりである。

※□は一文字空白分を表す。

区 分 発 信 者 名

・条例，規則，規程，告示，訓令，通達，
契約など

・議案書，専決処分書
・決定書，裁決書，各種証明書など
・国，県の行政機関の長等に発する文書 つくば市長□○□○□○□○□○
・県，市町村の議長に発する文書
・市町村長に発する文書で重要なもの
・賞状，表彰状，感謝状
・様式等で定められているもの
・市民に対する各種説明会，報告会等の通
知文書等

・依命通達 つくば市副市長□○□○□○
○○部長又は○○室長

・対内文書又は軽易なもの （例）○○部○○課長
○○保育所長

(2) 複数の発信者名の書き方
発信者名は，普通，単独で書くが，協議に基づく文書などには，発信者名を連

記することができる。
ア 連記の順は，「受信者名の連記の順」による。
イ 連記する場合の文書記号及び番号は，それぞれ各課等のものを連記する。

なお，起案はそれぞれの課等で行い，決裁後の発信は一課が行う。

(3) 受信者の照会その他の便宜に資するため，文書の末尾に，事務担当者の所属（必
要に応じて係名も記載する。），職名，氏名，電話番号（内線番号を含む。）など
を記入する（つくば市文書管理規程第26条）。



※図表29（「その他つくば市の文書取決め」58ページ関係）

その他つくば市の文書取決め
次に記したものは，つくば市が発議する文書に適用するもので，相手からの文章を

制限するものではない。

１ 「こども課」，「ふれあいの里」などの固有名詞は，常用漢字にあっても，平仮
名で書く。

２ １桁のアラビア数字は全角とし，２桁以上のものは半角とする。
３ 「()」を用いる項目番号は，括弧を含め全て半角とし，書き出しの初字を揃える。

４ 読点は，「，（コンマ）」を用いる。
５ 市が庁外に発議する文書の宛名は，「様」とする。
６ 市が定める様式（申請書・届出等）の宛名は，「○○ 宛て」とする。

例

○○○申請書

つくば市長 宛て

申請日 年 月 日
申請者住所

氏名
・
・
・

次のような場合は，つくば市の文書取決めを適用しないことができる。
１ 庁外の相手が発議した文書で変更ができないとき

２ 庁外の相手からの明確な指定があるとき
３ 特定の形式が定められていて，用字用語等に明確な取決めがあるとき

[例]広報等の新聞用字用語，ホームページの用字用語など
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